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宮城県上工下水一体官民連携運営事業 

（みやぎ型管理運営方式） 

公共施設等運営権実施契約書 
 

 

1.  事 業 名 宮城県上工下水一体官民連携運営事業 

（みやぎ型管理運営方式） 

2.  事業の場所 別紙2第1項及び関連資料集の運営権設定対象施設一覧に定める施

設の所在地ほか 

3.  事 業 期 間 第78条に定めるとおり 

 

 

上記の事業について，県と運営権者は，各々対等な立場における合意に基づいて，次の条項に

よって公正な公共施設等運営権実施契約を締結し，信義に従って誠実にこれを履行するものとす

る。 

本契約を証するため，本書2通を作成し，県及び運営権者が記名押印の上，各自その1通を所持

する。 

 

令和3年12月6日 

 

 所 在 地 宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号 

 

県 名 称 宮城県企業局 

 

 代 表 者 宮城県公営企業管理者 櫻井 雅之 ㊞ 

 

 

 

 所 在 地 宮城県仙台市青葉区立町27番21号 

 

運営権者 商号又は 株式会社みずむすびマネジメントみやぎ 

 名 称  

 

 代 表 者 代表取締役社長 酒井 雅史 ㊞ 
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第1章 総  則 

 

 （目的及び解釈） 

第1条 本契約は，県及び運営権者が相互に協力し，本事業等を円滑に実施するために必要な一切の

事項を定めることを目的とする。 

2  運営権者は，水道用水供給事業，工業用水道事業及び流域下水道事業の3事業一体での全体最適

を目指した長期的視点での事業運営，3事業の質の向上と効率化，地域経済の成長や地域社会の持

続的発展への貢献により，公共サービスの安定性・信頼性を確保し，もって，持続可能な事業運

営が期待されていることを十分に理解し，本事業等を遂行する。 

3  本契約において使用する用語の意味は，本文中において特に定めるもの，及び文脈上別意に解

すべき場合を除き，別紙1において定めるところによる。 

4  本契約における各条項の見出しは，参照の便宜のためであり，本契約の各条項の解釈に影響を

与えるものではない。 

 

 （本事業等の概要） 

第2条 本事業等は，義務事業，附帯事業及び任意事業から構成される。 

2  運営権者は，本契約，募集要項等，要求水準書及び提案書類に従い，法令等を遵守し，本事業等

を自ら遂行しなければならない。 

 

 （契約の構成及び適用関係） 

第3条 本契約は，募集要項等，要求水準書及び提案書類と一体の契約であり，これらはいずれも本

契約の一部を構成する。また，本契約の定めに基づき，別途県と運営権者の間で締結される契約

等は，いずれも本契約の一部を構成する。 

2  前項の各書類間に齟齬又は矛盾がある場合には，本契約，募集要項等，要求水準書及び提案書

類の順で優先的な効力を有する。ただし，提案書類の内容が要求水準書に定める水準を超える場

合には，その限りにおいて提案書類が要求水準書に優先する。 

3  第1項の各書類の記載内容に疑義が生じた場合は，県及び運営権者の間において協議の上，当該

記載内容に関する事項を決定するものとする。 

 

 （資金調達） 

第4条 本事業等に要する資金調達は，本契約に別段の定めがある場合を除き，すべて運営権者の責

任において行うものとする。 

 

 （本事業等の収入） 

第5条 本事業等において運営権者が収受する利用料金は，運営権者の収入とする。 

 

 （許認可等及び届出等） 

第6条 本事業等の実施に必要となる一切の許認可等は，運営権者が自らの責任及び費用負担により

取得し，本事業期間にわたり維持するものとする。また，運営権者が本事業等を実施するために

必要となる一切の届出及び報告は，運営権者が自らの責任において作成し，提出するものとする。

ただし，県が許認可等の取得又は届出をする必要がある場合には，県が必要な措置を講ずるもの
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とし，当該措置について県が運営権者の協力を求めた場合には，運営権者はこれに応じるものと

する。なお，県は，別紙4に記載の許認可等について，本事業期間中これを維持するものとし，当

該許認可等が本事業等に必要とされなくなった場合又は変更が必要となった場合には，運営権者

と協議の上対応するものとする。 

2  運営権者は，前項但書及びなお書に定める場合を除き，本契約に基づく義務の履行に必要な許

認可等の取得及び維持に関する責任及び損害を負担するものとする。 

3  県は，運営権者が県に対して書面により要請した場合，運営権者による許認可等の取得及び維

持について，法令等の範囲内において必要に応じて協力するものとする。 

4  運営権者は，本事業等の実施に必要な許認可等の取得及び維持に関する書類を作成し，提出し

たものについては，その写しを保存するものとし，本事業終了日に県に提出するものとする。 

5  運営権者は，本事業開始予定日までに，本契約に基づく義務の履行に必要な許認可等の原本を

県に提示するとともに，その原本証明付写しを県に提出して，その確認を受けるものとする。運

営権者は，本契約に基づく義務の履行に必要な許認可等の原本を保管し，県の要請があった場合

には原本を提示し，又は原本証明付写しを県に提出するものとする。 

 

 （責任の負担） 

第7条 運営権者は，本契約に別段の定めがある場合を除き，本事業等の実施に係る一切の責任を負

うものとする。また，運営権者は，本契約に別段の定めがある場合を除き，本事業等の実施に要

する費用をすべて負担する。 

2  運営権者は，本契約において別段の定めのある場合を除き，運営権者の本事業等の実施に関す

る県による承認，確認若しくは立会又は運営権者からの県に対する報告，通知若しくは説明を理

由として，いかなる本契約上の運営権者の責任をも免れず，当該承認，確認若しくは立会又は当

該報告，通知若しくは説明を理由として，県は何ら責任を負担しない。 

 

 （運営権者による表明及び保証） 

第8条 運営権者は，本契約締結日現在において，県に対して次の各号に掲げる事実を表明し，保証

する。 

(1)  運営権者は，会社法に基づき適式，有効かつ適法に設立され，存続する株式会社であるこ

と。 

(2)  運営権者の定款に，運営権者が発行できる株式は，本完全無議決権株式及び本議決権株式

のみであることの定めがあること。 

(3)  運営権者の定款に，会社法第326条第2項に規定する取締役会，会計監査人及び監査等委員

会を設置する規定があること。 

(4)  運営権者は，本契約を締結し，履行する完全な能力を有し，本契約上の運営権者の義務は，

法的に有効かつ拘束力ある義務であり，運営権者に対して強制執行可能であること。 

(5)  運営権者が本契約を締結し，これを履行することにつき，日本国の法令等及び運営権者の

定款，取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践してい

ること。 

(6)  本事業等を実施するために必要な運営権者の能力又は本契約上の義務を履行するために必

要な運営権者の能力に重大な悪影響を及ぼしうる訴訟，請求，仲裁又は調査が，運営権者に
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対して係属しておらず，運営権者の知る限りにおいてその見込みもないこと。 

(7)  運営権者の定款の目的が本事業等の遂行に限定されていること。 

(8)  本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は，運営権者に対して適用されるすべての法

令等に違反せず，運営権者が当事者であり若しくは運営権者が拘束される契約その他の合意

に違反せず，又は運営権者に適用される判決，決定若しくは命令の条項に違反しないこと。 

(9)  運営権者はPFI法第29条第1項第1号イ，ロ，ニ及びトのいずれにも該当しないこと。 

(10)  前各号のほか，提案書類において本契約締結日時点における運営権者の表明保証事項とし

て提案した事項を充足していること。 

2  運営権者は，本事業開始日において，①県に対して運営権者の資本金と資本準備金の合計額が8

億円以上であること及び②提案書類において本事業開始日時点における運営権者の表明保証事項

として提案した事項を充足していることを表明し，保証するものとする。 

 

第2章 義務事業の承継等及びその他準備 

 

 （義務事業の承継等） 

第9条 運営権者は，本事業開始予定日までに，別紙5-1に記載のとおり，県との間で，①運営権設定

対象施設の引渡し，②運営権者譲渡対象資産の譲渡及び③運営権者承継対象契約の承継（契約相

手方の承諾の取得を含む。）を完了しなければならない。各承継等の方法については，別紙5-1に

記載のとおりとし，運営権者譲渡対象資産の譲渡については，別紙5-2の様式に従って物品譲渡契

約を締結する。運営権者は，承継した運営権者承継対象契約について，本事業期間中，別紙5-1に

記載の条件・期間で継続するものとする。 

2  運営権者は，提案書類に基づき，前項の承継等を円滑かつ確実に実施するため，本契約締結後

30日以内に，義務事業の承継等に関する事業承継計画書を作成し，これを県に提出してその確認を

受けなければならない。 

3  運営権者は，第1項に定める義務事業の承継等のほか，本事業開始予定日から確実に本事業等が

実施できるよう，本事業開始予定日までに，自己の責任において必要な準備を行わなければなら

ない。この場合，県は必要かつ可能な範囲で運営権者に対して協力（県から運営権者に対して第1項

に定める義務事業の承継及び実施に必要となる行政文書を閲覧させ，貸与し，若しくはその写しを

提供すること又は運営権者承継対象契約の承継の完了に協力することを含むが，これらに限られ

ない。）するものとする。 

4  本条による義務事業の承継等に要した人件費その他の費用は各自の負担とし，互いに求償しな

いものとする。 

5  本契約で別途定める場合を除き，県は，理由のいかんを問わず，本事業等の承継等が本事業開

始予定日までに完了しなかった場合であっても，これにより運営権者に発生した増加費用又は損

害については一切責任を負わない。 

 

 （本事業開始前に県が行う運営権設定対象施設の維持管理等） 

第10条 県は，本契約締結日から本事業開始日までの間，運営権設定対象施設に関し，自らの費用

負担により募集要項等に記載された内容に従った改築及び維持管理のみを行う。また，県は，募

集要項等に記載されたもの以外の改築又は維持管理を行おうとする場合には，あらかじめ運営権
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者に通知するものとし，この場合において本事業等の実施につき運営権者に増加費用が生じると

きは，県及び運営権者は当該増加費用の負担につき協議する。県は，本事業開始日までに行われる

改築又は維持管理の結果，関連資料集の運営権設定対象施設一覧が更新された場合には，これを

速やかに運営権者に通知するものとする。 

2  前項の定めに従って県が実施する運営権設定対象施設の改築（ただし，募集要項等に記載され

た改築に限る。）が本事業開始日までに完了しないことにより，運営権者に増加費用又は損害が

生じた場合であっても，県は，当該増加費用又は損害を補償する責任を負わないものとする。た

だし，当該改築が本事業開始日までに完了しないことにより，本事業開始日が当初の本事業開始

予定日よりも遅延した場合は，第21条の定めに従うものとする。 

 

 （運営権設定対象施設の契約不適合責任等） 

第11条 第9条第1項の規定により引き渡された運営権設定対象施設について，種類又は品質に関し

て契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）（本事業開始日時点で，当該施

設において法令等上又は要求水準上求められる基準を満たさないこととなる物理的な契約不適合

であって，募集要項等県が優先交渉権者に開示した資料及び本契約締結前に優先交渉権者又は運

営権者が知り得た情報から合理的に予測することのできないものに限る。なお，経年劣化は契約

不適合に該当しない。以下本項，第2項及び第4項において同じ。）が発見された場合，運営権者

は，本事業開始日以後1年以内（以下本条において「契約不適合責任期間」という。）に県に通知

する。県は，契約不適合責任期間内に運営権者から当該通知があった場合であって，当該契約不

適合から運営権者に生じた損害又は費用等の額が1件につき100万円（消費税の額及び地方消費税

の額を含まない金額とする。）を超えた場合に限り，県において当該契約不適合の修補を行い，

又は当該契約不適合に起因して運営権者に生じた損害又は費用等を補償するものとし，その時期

及び方法については，県及び運営権者の協議により定める。なお，運営権設定日以後本事業開始

日までの期間に契約不適合が発見された場合も同様とする。 

2  第30条第2項の規定により引き渡された新設調整池等について契約不適合（ただし，本項におい

ては県から運営権者への引渡時点における契約不適合をいう。）が発見された場合，運営権者は，

新設調整池等の引渡日以後1年以内（以下本条において「契約不適合責任期間（新設調整池等）」

という。）に県に通知する。県は，契約不適合責任期間（新設調整池等）内に運営権者から当該

通知があった場合に限り，県において当該契約不適合の修補を行い，又は当該契約不適合に起因

して運営権者に生じた損害又は費用等を補償するものとし，その時期及び方法については，県及

び運営権者の協議により定める。 

3  契約不適合責任期間又は契約不適合責任期間（新設調整池等）の経過後において，運営権設定

対象施設（新設調整池等を含む。）について契約不適合（新設調整池等については，県から運営

権者への引渡時点における契約不適合をいう。以下本項において同じ。）が発見され，当該契約

不適合について，県が施工業者，製造業者その他の第三者（以下「工事請負業者等」という。）

に対して契約に基づく修補請求又は損害賠償請求を行うことができる場合，県は，運営権者の要

請に応じて，当該工事請負業者等をして当該契約不適合の修補を行わせ，又は当該契約不適合に

起因して県に生じた損害若しくは費用等を補償させる。当該契約不適合に起因して県が工事請負

業者等から実際に補償金を受領した場合には，当該受領した金額から県に生じた固有の損害又は

費用等（もしあれば。）を控除した残額の限度で，当該契約不適合に起因して運営権者に生じた

損害又は費用等を補償する。運営権者は，県の要請に応じてこれに最大限協力するものとする。 
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4  県は，前項に定める場合を除き，契約不適合責任期間又は契約不適合責任期間（新設調整池等）

経過後に運営権設定対象施設について契約不適合が発見された場合，これらの契約不適合につい

ては一切責任を負わない。 

5  県は，運営権者譲渡対象資産，その他第9条第1項の規定により運営権者が県から承継した権利，

契約等，義務事業の承継等に当たって運営権者に提供された情報等又は募集要項等県が優先交渉

権者に開示した資料の情報等に契約不適合（情報の齟齬，矛盾，欠缺，権利の契約不適合を含む

が，これらに限られない。）が発見された場合，契約不適合責任期間の前後を問わず，これらの

契約不適合については一切責任を負わない。 

6  前項の定めに加え，募集要項等のうち関連資料集の運営権設定対象施設一覧又はその付属資料

が不完全なものであったとしても，これについて県は一切責任を負わない。 

 

 （協定書の締結等） 

第12条 県は，本事業開始日において締結している別紙6-1記載の協定等について，本事業期間中，

これを維持するものとし，当該協定等が義務事業に必要とされなくなった場合又は変更が必要と

なった場合には，運営権者と協議の上対応するものとする。 

2  運営権者は，本事業開始予定日までに，別紙6-2に記載の協定等を締結するものとする。 

 

 （業務実施体制） 

第13条 運営権者は，本事業期間を通じて，要求水準書に定めるところに従い，本事業等の実施体

制を確保する。 

 

 （県職員の派遣） 

第14条 運営権者が県の職員（以下「県職員」という。）の派遣を要請した場合には，県及び運営

権者は，県職員の派遣について協議する。 

 

第3章 本事業用地及び運営権設定対象施設に対する使用権の設定 

 

 （本事業用地等の貸付け） 

第15条 県は，本事業開始予定日までに，運営権者との間で本事業用地及び運営権設定対象施設の

貸付けに関し，民法第593条の規定に定める使用貸借として，別紙7-1及び別紙7-2の様式による公

有財産無償貸付契約を，各別紙の様式に添付される別紙1に記載の貸付物件についてそれぞれ締結

し，本事業開始日に運営権者に対して本事業用地及び運営権設定対象施設を引き渡す。公有財産

無償貸付契約の貸付期間は本事業期間と同じとし，本契約が何らかの理由により解除又は終了し

た場合，公有財産無償貸付契約も終了するものとする。 

2  運営権者は，本事業用地及び運営権設定対象施設について県から引渡しを受けた後，公有財産

無償貸付契約に定める貸付期間を通じて，善良なる管理者の注意義務をもって本事業用地及び運

営権設定対象施設の管理を行う。 

3  運営権者は，第1項に定める公有財産無償貸付契約の締結と同時に，本事業用地及び運営権設定

対象施設のうち県が引き続き使用する部分として別紙8-1に記載された用地及び施設について，県

との間で別紙8-2の様式による転使用貸借契約を締結し，県は当該契約の対象部分を無償で引き続

き使用する。県が，本事業用地及び運営権設定対象施設のうち，他の用地又は施設を対象として
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転使用貸借契約を締結することを望む場合には，運営権者はこれに応じるために積極的に協議す

る。 

4  前項に定める転使用貸借契約の対象部分にかかわらず，県は，本事業期間中，県職員をして，

前項に定める転使用貸借契約の対象部分への立入り又は県の執務のために必要な範囲において，

運営権者の事前の承認を得ることなく，本事業用地及び運営権設定対象施設に立ち入らせること

ができるものとし，運営権者は，これに異議を述べない。 

5  運営権者は，本事業開始予定日までに，別紙8-3に記載の相手方との間で，同別紙に記載の内容

で賃貸借契約又は民法第593条の規定に定める使用貸借契約を締結し，当該契約書の写しを県に提

出しなければならない。 

6  運営権者は，別紙8-3に記載の各期間中，前項の各契約の変更又は解除を行ってはならない。た

だし，各賃貸借契約又は使用貸借契約の契約相手方から同意を得た場合には，当該契約の変更又

は解除をすることができる。なお，運営権者は，当該契約が変更された場合には，当該変更後の

契約書の写しを，当該変更後速やかに県に提出するものとし，また，当該契約が解除された場合

には，速やかにその旨を県に報告しなければならない。 

 

 （研究機関等に対する本事業用地等の貸付け等） 

第16条 運営権者は，本事業期間中，大学，研究機関その他学術等の公益を目的とする団体（以下

「研究機関等」という。）又はその他の第三者から，試験研究等のための本事業用地及び運営権

設定対象施設の利用並びに必要な試料の提供の要請を受けた場合，要求水準，県の条例又は規則

その他県の定めるところに従って必要な対応をするとともに，県に対して速やかに報告するもの

とする。 

2  運営権者は，研究機関等その他の第三者から，試験研究等のための本事業用地及び運営権設定

対象施設の利用の要請を受けた場合，要求水準，県の条例又は規則その他県の定めるところに従

い，当該第三者との間で本事業用地及び運営権設定対象施設に係る貸付契約を締結し，当該第三

者に対して当該貸付けの対象となった部分を有償又は無償で使用させることができるものとする。

ただし，当該第三者が暴力団員等及びその他の関係者のいずれかに該当する者その他県が不適切

と認める者である場合にはこの限りではない。 

3  運営権者は，県から，県の指定する研究機関等その他の第三者に対して，試験研究等のために，

本事業用地及び運営権設定対象施設を利用させるよう要請を受けた場合，要求水準，県の条例又

は規則その他県の定めるところに従い，当該第三者との間で本事業用地及び運営権設定対象施設

に係る貸付契約を締結し，当該第三者に対して当該貸付けの対象となった部分を有償又は無償で

使用させなければならない。 

4  前二項に定める貸付けに係る契約は，①(i)本事業用地の貸付けにあっては，建物の所有を目的

としてはならず，(ii)運営権設定対象施設の貸付けにあっては，当該貸付けに借地借家法の適用が

ある場合には，同法に定める定期建物賃貸借契約又は民法に定める使用貸借契約としなければな

らず，かつ，②当該契約の契約期間は本事業終了日を超えないものとする。 

5  運営権者は，前条若しくは本条に定める場合又は任意事業として本事業用地若しくは運営権設

定対象施設に第三者のための使用権を設定する場合を除き，本事業用地及び運営権設定対象施設

を第三者に貸し付け，又は使用させてはならないものとする。 
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第4章 公共施設等運営権 

 

 （公共施設等運営権の効力発生） 

第17条 県及び運営権者は，基本協定書に基づき運営権者に対して各運営権設定対象施設単位で設定

された運営権が，第20条第1項及び第2項に定める義務事業の開始条件（同条第3項但書により県が

充足しないことを認めた条件を除く。）がすべて満たされたことをもって，その効力が発生する

ことを確認する。かかる効力発生により，当該効力発生時点における運営権設定対象施設の運営

等に関する権利及び責任は，本契約で別途定める場合を除き，県から運営権者に移転する。 

2  各運営権の存続期間については第78条第5項の定めに従う。 

 

 （運営権対価の支払及び返還） 

第18条 運営権者は，県に対して，本事業開始予定日までの間の県が指定した期日に，運営権対価

並びにこれにかかる消費税及び地方消費税相当額を，県が指定する方法により一括して支払う。 

2  県は，本契約で別途定める場合を除き，運営権対価並びにこれにかかる消費税及び地方消費税

相当額を返還する義務を負わない。ただし，本項の定めは，本契約又は法令等に基づき，県から

運営権者に対する損失補償等を行うことを妨げるものではない。 

3  第78条第2項に定める合意延長が行われた場合であっても，第1項に定める場合以外に運営権対価

の支払義務は発生しない。 

 

 （運営権対価の支払遅延） 

第19条 前条の規定による運営権対価の支払が前条第1項に定める期日よりも遅延した場合，運営権

者は，当該遅延期間に応じ第113条に規定する遅延利息を県に支払わなければならない。 

 

第5章 本事業等 

 

 （義務事業の開始条件） 

第20条 運営権者は，本事業開始予定日までに，以下の義務事業の開始条件を充足しなければなら

ない。 

(1)  運営権者の①定款の原本証明付写し，②履歴事項全部証明書，③代表印の印鑑証明書，及

び④株主名簿の原本証明付写しの県への提出（ただし，いずれも本契約締結日から10日以内

に県に提出するものとする。） 

(2)  本契約の締結及び義務の履行に係る内部手続を適法に履行していることを示す書面（株主

総会議事録，取締役会議事録等）の原本証明付写しの県への提出 

(3)  運営権者と金融機関等との間の①融資に関する契約書（もしあれば。）の写し，②運営権

に対する担保設定に係る契約書（もしあれば。）の写し，並びに③本契約その他運営権者と

県との間で締結された契約に基づく運営権者の権利及び契約上の地位に対する担保権設定に

係る契約書（もしあれば。）の写しの県への提出 

(4)  運営権者の株式に対する担保設定に係る契約書（もしあれば。）の写しの県への提出 

(5)  第6条第5項に規定する本事業等の実施に必要となる一切の許認可等の取得及び維持につい
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ての県による確認 

(6)  第9条に規定する義務事業の承継等の完了（第9条第1項に規定する物品譲渡契約に基づく譲

渡対価の支払の完了を含む。） 

(7)  第12条第2項に規定する協定書の締結 

(8)  第13条に規定する実施体制が確保されていることの県による確認 

(9)  本事業用地及び運営権設定対象施設についての第15条第3項に規定する転使用貸借契約の締

結 

(10)  本事業用地及び運営権設定対象施設についての第15条第5項に規定する賃貸借契約又は使用

貸借契約の締結 

(11)  第18条第1項に規定する運営権対価の支払の完了 

(12)  第25条第1項及び第2項に規定する契約書の写しの提出 

(13)  第26条第1項に規定する従事職員の一覧表の提出（ただし，県が求めた場合に限る。） 

(14)  第27条第2項に規定する保険証券の写しその他付保を証明する書面の提出 

(15)  第31条から第33条までに規定する全体事業計画書，初回料金期間についての中期事業計画

書及び本事業開始予定日を含む事業年度の年間事業計画書の提出並びに県による承認 

(16)  第39条第2項に規定する，初回料金期間における9個別事業それぞれについての改築計画書

の作成 

(17)  第72条第2項に規定する運営事業BCPの作成及び県による承認 

(18)  前各号のほか，運営権者において，本事業開始予定日までに履行すべき本契約上の義務に

ついて不履行がないこと 

2  県は，本事業開始予定日までに，以下の義務事業の開始条件を充足しなければならない。 

(1)  第9条第1項に規定する物品譲渡契約の締結 

(2)  本事業用地及び運営権設定対象施設についての第15条第1項に規定する公有財産無償貸付契

約の締結及び引渡し 

3  運営権者は，前二項に定める開始条件のいずれか1つでも充足されない場合には，義務事業を開

始することができないものとする。ただし，当該開始条件のいずれかが充足されない場合であっ

ても，県が認めた場合（前項に定める開始条件が充足されない場合においては，運営権者が要請

し，県が認めた場合に限る。）には，運営権者は，義務事業を開始することができる。 

4  運営権者は，運営権者に本契約上の義務の不履行がない場合であって，第1項及び第2項に定める

開始条件（前項但書により県が充足しないことを認めた条件を除く。）がすべて充足された時点を

本事業開始日として，同日より義務事業を実施する。ただし，各条件が本事業開始予定日以前に

充足された場合には，本事業開始予定日をもって本事業開始日とする。 

 

 （義務事業の開始遅延） 

第21条 運営権者は，県が PFI法第21条第1項の規定により指定する本事業開始予定日までに，前条第

1項に規定する開始条件（同条第3項但書により県が充足しないことを認めた条件を除く。）をすべ

て充足させ，義務事業を開始しなければならない。 
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2  運営権者は，本事業開始日が本事業開始予定日よりも遅延することが見込まれる場合には，速

やかに当該遅延の原因及びその対応方針を県に通知し，本事業開始予定日の延期を申請しなけれ

ばならない。この場合，県は，正当な理由があると認めるときは，PFI法第21条第2項の規定により

本事業開始予定日を延期することができる。 

3  運営権者は，前項に規定する対応方針において，義務事業の可及的速やかな開始に向けての対

策及び想定される本事業開始日までの予定を明らかにしなければならない。 

4  運営権者の責めに帰すべき事由により本事業開始日が当初の本事業開始予定日よりも遅延し，

県に増加費用又は損害が発生した場合，県はその増加費用又は損害額の支払を運営権者に請求す

ることができる。 

5  県の責めに帰すべき事由又は不可抗力の発生若しくは運営権設定対象施設の存在そのものが近

隣住民等に損害を及ぼしたことによって本事業開始日が当初の本事業開始予定日よりも遅延し，

運営権者に増加費用又は損害が発生した場合，県は，当該増加費用又は損害について補償するも

のとする。 

6  法令等の変更により，本事業開始日が当初の本事業開始予定日よりも遅延した場合の措置につ

いては，第62条及び第63条の定めに従う。 

 

 （義務事業の内容） 

第22条 運営権者は，本事業期間中，本契約，募集要項等，要求水準書及び提案書類に従い，以下

の義務事業を実施するものとする。各業務の内容の詳細については，募集要項等及び要求水準書

に定める内容に従うものとする。 

(1)  経営に関する業務 

(2)  運営権設定対象施設における維持管理及び改築に係る業務 

  水道用水供給事業 

 維持管理業務 

a  運転管理業務 

b  保守点検業務 

c  修繕業務 

 改築業務 

  工業用水道事業 

 維持管理業務 

a  運転管理業務 

b  保守点検業務 

c  修繕業務 

 改築業務 

  流域下水道事業 

 維持管理業務 

a  運転管理業務 
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b  保守点検業務 

c  修繕業務 

 改築業務 

(3)  運営権設定対象施設以外の施設等における維持管理業務 

(4)  本事業用地及び運営権設定対象施設等の保安等に係る業務 

(5)  土地，建築物及び工作物等貸付業務 

(6)  関連業務 

2  県は，前項第3号及び第4号に掲げる業務のうち，①第二受水テレメータ室の維持管理業務並び

に②第二受水テレメータ室及びその立地する土地の保安等に係る業務を遂行するに当たって運営

権者が負担した実費相当額を負担するものとする。なお，当該負担の時期及び方法については，

県及び運営権者の間で別途協議の上で定める。 

3  運営権者は，関連業務については，本契約，募集要項等，要求水準書及び提案書類に加えて，

運営権者と関連業務要請者との間で別途締結される契約の定めに従って実施するものとする。 

 

 （附帯事業） 

第23条 運営権者は，本事業期間中，本契約，募集要項等，要求水準書及び提案書類に従い，附帯

事業を実施するものとする。 

2  附設施設の附設は，第39条以下に規定する改築業務として実施し，附設が完了した附設施設に

ついて，運営権者は速やかに県に引き渡さなければならず，その引渡しにより，その所有権は県に

移転するものとする。 

3  前項の規定により県に引き渡された附設施設は，当然に当該附設施設に関連する運営権設定対

象施設に含まれるものとして，運営権の効力が及ぶものとする。 

 

 （任意事業） 

第24条 運営権者は，本事業期間中，本契約，募集要項等，要求水準書及び提案書類に従い，本事

業用地及び運営権設定対象施設内において任意事業を実施することができる。ただし，運営権者

が本事業用地及び運営権設定対象施設内において任意事業（提案書類に記載されているものを含

むが，これに限られない。）を実施しようとするときは，県の事前の承認を得なければならない。 

2  運営権者は，本事業期間中，本契約，募集要項等，要求水準書及び提案書類に従い，任意事業

として，次の各号に掲げる業務を実施することができる。ただし，第1号に定める任意事業を実施

する場合には，あらかじめ県の事前の承認を得なければならない。 

(1)  県内市町村等が事業主体である水道事業及び下水道事業並びにこれらに類似する事業に関

する業務 

(2)  仙塩流域下水道事業における消化ガス発電施設の維持管理業務 

3  運営権者は，前項第1号に定める任意事業に関連して，県内市町村等から協議を求められた場合，

誠実に対応するものとする。 

4  運営権者は，本事業期間中において，第1項及び第2項の規定により開始した任意事業（ただし，

第2項第2号に掲げる任意事業を除く。）の内容を変更する場合には，県の事前の承認を得るもの
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とする。ただし，任意事業を休止又は廃止する場合には，県に対する事前の通知で足りるものと

する。 

5  第1項及び前項の定めにかかわらず，運営権者は，運営権者が実施義務を負う任意事業として提

案書類に記載した事業（①浄水発生土のグラウンド用土壌材としての有価利用，②藻類培養とバ

イオマス燃料の産出，③デマンドレスポンス契約，④太陽光発電の場内利用及び⑤小水力発電の

場内利用に係る事業をいい，以下本項において「義務的任意事業」という。）について，提案書

類に基づき実施する義務を負うものとし，また，義務的任意事業の内容を変更し，又は義務的任

意事業を休止若しくは廃止する場合には，県の事前の承認を得るものとする。 

6  任意事業のために利用する本事業用地及び運営権設定対象施設に関し，補助金等に係る予算の

執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第22条の規定による財産の処分が必要となっ

た場合には，県が必要な手続を行う。この場合において，対応する補助金の返還が必要となった

場合には，運営権者は，当該返還額相当額を県に支払わなければならない。 

7  運営権者は，任意事業の実施に当たっては，義務事業及び附帯事業の継続に影響を与えないよ

う，リスク回避措置を十分に講ずるとともに，必要な諸手続は運営権者の責任で行い，任意事業

に係る一切の費用又は損害並びに任意事業に関して義務事業及び附帯事業に生じた増加費用又は

損害はすべて運営権者の負担とする。 

 

第6章 その他の事業実施条件 

 

 （第三者への委託） 

第25条 運営権者は，本事業期間中，県の事前の承認を得た場合に限り，本契約，募集要項等，要

求水準書及び提案書類に定めるところに従い，本事業等に係る業務（委託禁止業務を除く。以下

本条において同じ。）の全部又は一部を第三者に委託し，又は請け負わせることができる（この

場合，運営権者は，委託先の名称並びに委託の種類，予定金額，期間及び範囲等（以下「外部委

託情報等」という。）を事前に県に対して通知し，かつ，当該第三者との間で締結した契約書の

写しを，当該契約の締結後遅滞なく県に提出しなければならない。）。ただし，①運営権者の株

主又は協力企業（提案書類において本事業等に係る業務の受託者として記載されたものをいう。

以下同じ。）に対して本事業等に係る業務の全部若しくは一部を委託し，若しくは請け負わせる

場合，又は②運営権者の株主又は協力企業以外の第三者に対して，運営権設定対象施設の運転管

理業務以外の業務の全部若しくは一部を委託し，又は請け負わせる場合には，外部委託情報等を

当該第三者との間で契約を締結した後速やかに県に対して報告することで足りるものとする。 

2  前項の定めに従って本事業等に係る業務を受託した者（以下本条において「受託者」という。）

又は請け負った者（以下本条において「請負者」という。）が再委託し，又は下請負を使用しよ

うとする場合，運営権者は，受託者又は請負者が当該再委託先又は下請負先との間で契約を締結

する前に，県の事前の承認を得なければならない（この場合，運営権者は，当該再委託又は下請

負に係る外部委託情報等を事前に県に対して通知し，かつ，受託者又は請負者が当該再委託先又

は下請先との間で締結した契約書の写しを，当該契約の締結後遅滞なく県に提出しなければなら

ない。）。ただし，①当該再委託先又は下請負先が運営権者の株主又は協力企業である場合，又

は②当該再委託先又は下請負先が運営権者の株主又は協力企業以外の第三者であって，かつ，当

該再委託又は下請負の対象となる本事業等に係る業務が運営権設定対象施設の運転管理業務以外

の業務である場合には，運営権者は，当該再委託先又は下請先に係る外部委託情報等を，受託者
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又は請負者が当該再委託先又は下請先との間で契約を締結した後速やかに県に対して報告するこ

とで足りるものとする。なお，本項の規定により再委託又は下請負がなされた場合，その後，当該

再委託又は下請負による再委託先又は下請負先を受託者又は請負者とみなして本条の規定を適用す

るものとし，以降も同様とする。 

3  運営権者は，本事業期間中，前二項の定めによる委託，再委託，請負及び下請負に係るすべて

の契約書の写しを備え置くとともに，県が求めた場合には，速やかに当該契約書の写し及び県が

合理的に要求する体制図等を県に提出しなければならない。 

4  第1項及び第2項の規定による委託，再委託，請負及び下請負の使用は，すべて運営権者の責任

において行うものとし，受託者，請負者その他本事業等に係る業務に関して運営権者又は受託者，

請負者若しくはこれらの者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は，すべて運営権者の

責めに帰すべき事由とみなして，運営権者がその責任を負うものとする。運営権者は，受託者，

再受託者，請負者及び下請負者を変更する場合，第1項及び第2項の定めに従うものとする。 

5  運営権者は，本条の規定により本事業等に係る業務を委託し，又は請け負わせる場合，暴力団

員等及びその他の関係者のいずれかに該当する者その他県が不適切と認める者に対しては，委託

し又は請け負わせないものとし，受託者又は請負者をして，暴力団員等及びその他の関係者のい

ずれかに該当する者その他県が不適切と認める者に対しては，再委託させ，又は下請負をさせな

いものとする。 

 

 （従事職員） 

第26条 運営権者は，本事業開始予定日までに，運営権設定対象施設の運転管理業務に配置する従事

職員（前条の規定による受託者若しくは請負者（前条第2項の規定により受託者又は請負者とみな

される者を含む。）又はこれらの者が使用する一切の第三者を含む。以下本条において同じ。）

及び運営権者が直接雇用する従業員について，一覧表を作成し，かつ，備え置くとともに，県が

求めた場合には，速やかに当該一覧表を県に提出しなければならない。また，当該一覧表の内容に

変更がある場合は，都度，これを修正しなければならない。 

2  運営権者は，自らの責任と費用負担において，義務事業及び附帯事業に配置する従事職員の労

働安全衛生管理を行う。 

3  県は，義務事業及び附帯事業に配置する従事職員が適当でないと認めた場合は，運営権者に対

して当該従事職員の交代を請求することができる。この場合，運営権者は，かかる請求に対して

誠実に対応しなければならない。 

 

 （保険） 

第27条 運営権者は，本事業期間を通じて，自己の責任及び費用において，本事業等の運営に係る安

定性の確保に必要な保険として提案書類に記載された種類及び金額の保険を付保するものとする。 

2  運営権者は，前項の規定により保険契約を締結したときは，本事業開始予定日までに，付保し

た保険契約の内容を県に通知した上で，その保険証券の写しその他付保を証明する書面を県に提

出しなければならない。以後，当該保険契約の継続，更新，更改又は新たな締結があった場合も

同様とする。 
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 （要求水準の変更等） 

第28条 県は，法令等の変更により要求水準の内容を変更する必要が生じた場合には，当該変更内

容を運営権者に対して通知し，以後，要求水準は当該通知に従って変更されたものとみなし，運

営権者はこれを遵守するものとする。ただし，特定法令等変更又は特定条例等変更による場合は，

第47条，第62条及び第63条の定めに従うものとする。 

 

 （県による新たな施設の建設又は既存施設の増築及び運営権設定対象施設の一部休止） 

第29条 県は，水道用水供給事業，工業用水道事業又は流域下水道事業に係る新たな施設の建設又

は既存施設の増築を，運営権者と協議の上で実施することができる。この場合において，当該協

議の開始から180日以内に合意に至らなかったときは，県は，県の決定に従って，当該施設の建設

又は既存施設の増築に伴う要求水準の変更内容を運営権者に対して通知した上で，当該施設の建

設又は既存施設の増築を行うことができるものとする。かかる通知をもって，要求水準は変更さ

れたものとみなし，運営権者は，当該変更後の要求水準を遵守するものとする。 

2  県及び運営権者は，社会情勢の変化等を踏まえた長期的な水需要予測に基づき，大崎広域水道

用水供給事業における運営権設定対象施設である中峰浄水場を休止する可能性があることにつき

確認する。運営権者は，県から中峰浄水場の休止に関する協議の申入れを受けた場合，誠実かつ

速やかにこれに応じるものとする。 

 

 （新設調整池等の建設） 

第30条 県及び運営権者は，本契約締結日において，県が実施主体となり，県の費用負担により，

新設調整池等の建設事業を行っていることを確認する。運営権者は，新設調整池等の建設事業に

協力（中央監視システムへの接続及び供用開始に係る協力を含むが，これらに限られない。）し

なければならない。 

2  県は，令和4年7月31日までに運営権者に新設調整池等を引き渡すよう努力するものとし，運営

権者に引き渡された新設調整池等は，当然に仙南・仙塩広域水道用水供給事業における運営権設

定対象施設に含まれるものとして，運営権の効力が及ぶものとする。 

3  運営権者への新設調整池等の引渡しが令和4年7月31日より遅延することが見込まれる場合，県

は，速やかに運営権者に新たな新設調整池等の引渡予定日を通知するものとする。なお，県は，

当該遅延に関して運営権者に対して一切責任を負わない。 

4  新設調整池等の運営権者への引渡しが令和4年7月31日より遅延した場合であっても，当該遅延

を理由として本事業期間が自動的に延長されることはないものとする。また，運営権者は当該遅

延を理由として本契約を解除することはできない。 

 

第7章 計画及び報告 

 

 （全体事業計画書） 

第31条 運営権者は，本事業開始予定日の30日前までに，募集要項等，要求水準書及び提案書類に基

づき，要求水準書に定める項目を含む，本事業開始予定日から，運営権設定日から20年を経過す

る日が属する事業年度の末日までの期間についての本事業等に係る全体事業計画書を作成し，県に

提出してその承認を得るものとする。運営権者は，全体事業計画書を作成するに当たっては，基

本的に要求水準書に定める事項の範囲で運営権者が提案書類において本事業等の実施に関して提
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案した内容に準拠するものとする。 

2  運営権者が，本事業期間中，全体事業計画書の内容を変更しようとする場合は，あらかじめ県

の承認を得るものとする。 

3  運営権者は，本事業期間中，全体事業計画書に記載された内容に従い本事業等を実施するよう

最大限努力するものとする。 

4  運営権者は，全体事業計画書又はその変更について県の承認を得た後，速やかに当該全体事業

計画書又はその変更についての公表事項を運営権者のホームページ上で公表し，本事業期間中，

公表を維持しなければならない。 

5  第78条第2項の規定により合意延長が行われた場合，第1項の規定により県の承認を得た全体事

業計画書の対象期間の最終日を含む事業年度の開始日の30日前までに，要求水準書に定める項目を

含む，当該事業年度の開始日から本事業終了日までの期間についての本事業等に係る全体事業計

画書を作成し，県に提出してその承認を得るものとする。この場合，当該全体事業計画書の変更，

事業実施及び公表については，前三項の定めに準ずるものとする。 

 

 （中期事業計画書） 

第32条 運営権者は，本事業期間中，募集要項等，要求水準書，提案書類及び全体事業計画書に基

づき，初回料金期間についての本事業等に係る中期事業計画書を本事業開始予定日の30日前まで

に，それ以降の各料金期間についての本事業等に係る中期事業計画書を，各定期改定実施年度の

前事業年度の末日の30日前までに作成の上，県に提出してその承認を得るものとする。 

2  運営権者は，本事業期間中，中期事業計画書に従い，適正に本事業等を実施しなければならな

い。 

3  運営権者は，中期事業計画書の内容を変更しようとする場合には，あらかじめ県の承認を得る

ものとする。 

4  運営権者は，中期事業計画書（変更した場合には変更後の中期事業計画書。以下本項において

同じ。）について県の承認を得た後，速やかに当該中期事業計画書についての公表事項を運営権

者のホームページ上で公表し，本事業期間中，公表を維持しなければならない。 

 

 （年間事業計画書） 

第33条 運営権者は，本事業期間中，募集要項等，要求水準書，提案書類及び中期事業計画書に基

づき，本事業開始予定日を含む事業年度についての本事業等に係る年間事業計画書を本事業開始

予定日の30日前までに，それ以降の各事業年度についての本事業等に係る年間事業計画書を，当該

事業年度の前事業年度の末日の30日前までに作成の上，県に提出してその承認を得るものとする。 

2  運営権者は，本事業期間中，年間事業計画書に従い，適正に本事業等を実施しなければならな

い。 

3  運営権者は，年間事業計画書の内容を変更しようとする場合には，あらかじめ県の承認を得る

ものとする。 

4  運営権者は，年間事業計画書（変更した場合には変更後の年間事業計画書。以下本項において

同じ。）について県の承認を得た後，速やかに当該年間事業計画書についての公表事項を運営権

者のホームページ上で公表し，本事業期間中，公表を維持しなければならない。 
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 （四半期業務報告書の提出） 

第34条 運営権者は，本事業期間中，各四半期の末日から45日以内に，本事業等の財務並びに財務

の健全性に係る指標の実績値に関する四半期業務報告書を作成し，県に提出しなければならない。 

2  四半期業務報告書の記載事項，公表事項等については，県が別途指定する。 

3  運営権者は，四半期業務報告書について県に提出後，速やかにその公表事項を運営権者のホー

ムページ上で公表し，本事業期間中，公表を維持しなければならない。 

 

 （半期業務報告書及び年間業務報告書の提出） 

第35条 運営権者は，本事業期間中，各事業年度の第2四半期の末日から45日以内に，本事業等の業

務に関する半期業務報告書を作成し，県に提出しなければならない。 

2  運営権者は，本事業期間中，各事業年度の末日から90日以内に，本事業等の業務に関する年間

業務報告書を作成し，県に提出しなければならない。 

3  半期業務報告書及び年間業務報告書の記載事項及び公表事項等については，県が別途指定する。 

4  運営権者は，半期業務報告書又は年間業務報告書について県に提出後，速やかにその公表事項

を運営権者のホームページ上で公表し，本事業期間中，公表を維持しなければならない。 

 

 （区分経理） 

第36条 運営権者は，本事業等について，要求水準書の定めに従い，区分経理を行う。 

 

 （財務情報等の報告・開示） 

第37条 運営権者は，本事業期間中，次の各号に掲げる運営権者の情報について，当該情報の区分

に応じ，当該各号に掲げる期限までに，県に報告するものとする。なお，運営権者の事業年度の

期間及び決算期間は同一としなければならない。 

(1)  会社法第435条第2項及び同法第444条第1項に規定する計算書類及び連結計算書類（会計監

査人による監査済のもの）並びにキャッシュ・フロー計算書及び連結キャッシュ・フロー計

算書 各事業年度の末日から90日以内 

(2)  9個別事業に関する貸借対照表，損益計算書，キャッシュ・フロー計算書及び個別注記表 

各事業年度の末日から90日以内 

(3)  任意事業に関する貸借対照表，損益計算書，キャッシュ・フロー計算書及び個別注記表 

各事業年度の末日から90日以内 

(4)  第22条第1項第5号に定める土地，建築物及び工作物等貸付業務並びに関連業務に関する貸

借対照表，損益計算書，キャッシュ・フロー計算書及び個別注記表 各事業年度の末日から

90日以内 

(5)  会社法第435条第2項に規定する事業報告 各事業年度の末日から90日以内 

(6)  運営権者が会社法第2条第5号に規定する公開会社でない場合で，かつ事業報告に会社法施

行規則第119条から第124条までに係る事項を記載していない場合には，会社法施行規則第119

条から第124条までに係る事項 各事業年度の末日から90日以内 
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(7)  計算書類に係る附属明細書（会計監査人による監査済のもの）及び事業報告に係る附属明

細書 各計算書類及び事業報告書の提出と同時 

(8)  各事業年度の末日現在における株主名簿の原本証明付写し 各事業年度の末日から60日以

内 

(9)  前各号に掲げる情報のほか，要求水準書に定める情報 要求水準書に定める期限まで 

(10)  その他運営権者が自らについて報告又は公表すべきと判断した情報 速やかに 

2  運営権者は，前項の規定により報告した内容のうち，前項第1号，第2号，第5号から第7号まで，

第9号（ただし，要求水準書において公表を求める情報に限る。）及び第10号の内容について，運

営権者のホームページ上で公表し，本事業期間中，公表を維持しなければならない。 

3  運営権者は，第1項の報告事項のほか，県から統計情報の作成のための情報提供を求められた場

合には，本事業等に関する必要な情報を県に対して提供する。 

 

 （その他の報告・提出義務） 

第38条 運営権者は，本事業期間中，募集要項等及び要求水準書に定める事項並びに本事業等に関

し県が必要と認めて（固定資産台帳の整理等のため必要があるときを含む。）報告を求めた事項

及び提出を求めた書類について，募集要項等及び要求水準書に定める期限までに（報告又は提出

の期限が定められていない場合には遅滞なく）県に報告又は提出しなければならない。 

 

第8章 改築業務等 

 

第1節 改築計画の作成及び改築の実施 

 

 （改築計画の作成） 

第39条 県及び運営権者は，①県が本事業期間にわたり本事業を実施すると仮定した場合について

の9個別事業ごとの改築に係る計画を県が作成したこと，②優先交渉権者が，当該計画を踏まえ，

本事業期間にわたる改築提案書を作成し，県に提出したこと，③運営権者は，改築提案書に記載

された改築内容について履行義務を負うこと，及び④本事業期間中に実施する流域下水道事業に

おける改築業務に要する費用の総額は，流域下水道事業ごとに，別紙3第4項に定める金額以内と

しなければならないことを確認する。なお，県及び運営権者は，県の改築に係る計画のうち，流

域下水道事業に係る計画において，国補助金等の対象外となる運営権設定対象施設の改築は予定

されていないことを確認する。 

2  運営権者は，次の各号の定めに従い，初回料金期間における9個別事業それぞれについての改築

計画書を作成するものとする。 

(1)  改築提案書に記載された内容をもとに，本事業開始予定日の60日前までに，要求水準書に

従って，初回料金期間における9個別事業それぞれについての改築計画書（案）を作成の上，

県に提出するものとする。 

(2)  前号の規定により作成した改築計画書（案）について，県との間で協議及び調整を行い，

本事業開始日までに県の承認を得るものとする。 

(3)  前号の規定に従い県の承認を得た改築計画書（案）を改築計画書とする。 
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3  運営権者は，次の各号の定めに従い，初回料金期間の経過後に到来する各料金期間における，9

個別事業それぞれについての改築計画書を作成するものとする。 

(1)  改築提案書に記載された内容をもとに，必要に応じて改築実施時期等の調整を行った上で，

初回料金期間の経過後に到来する各料金期間における，9個別事業それぞれについての改築計

画書（案）を，①水道用水供給事業及び工業用水道事業については，各定期改定実施年度の

前々事業年度の8月末日までに，②流域下水道事業については，各定期改定実施年度の前事業

年度の5月末日までに，それぞれ作成の上，県に提出するものとし，以降も同様とする。 

(2)  前号の規定により作成した改築計画書（案）について，県との間で協議及び調整を行い，

①水道用水供給事業及び工業用水道事業については，各定期改定実施年度の前々事業年度の9

月末日までに，②流域下水道事業については，各定期改定実施年度の前事業年度の6月末日ま

でに，県の承認を得るものとする。 

(3)  前号の規定に従い県の承認を得た改築計画書（案）を改築計画書とする。 

4  前項の定めにかかわらず，初回料金期間の経過後に到来する各料金期間における改築計画書

（案）の内容について，改築提案書に記載された内容からの変更（ただし，軽微な変更を除く。）

が見込まれる場合，運営権者は，あらかじめ県にその旨を報告するとともに，前項に定める提出

期限以前で県が別途指定する日までに，当該改築計画書（案）を作成の上，県に提出しなければ

ならない。 

5  運営権者は，改築計画書（案）を作成するにあたり，改築実施時期の調整又は県及び運営権者

が別途合意した調整を除き，その内容について，改築提案書に記載された改築内容に従うものと

する。ただし，事業環境の変化により改築提案書記載の改築内容について変更の必要が生じた場

合であって，運営権者が改築計画書（案）に改築提案書からの変更内容及び変更理由を記載し，

県が承認した場合はこの限りではない。なお，①改築内容の変更を行う場合にあっては，改築提

案書に記載された改築と同等以上の性能を有することが確認できる場合，又は②改築に係る工事

を入れ替える場合にあっては，当該入替に合理性が認められる場合には，県は当該改築内容の変

更を承認するものとする。 

6  前項の定めに加えて，①運営権設定対象施設について契約不適合（第11条第1項（新設調整池等

については第2項）に定める意味を有する。）が存在したこと，又は②第11条第5項に定める情報

等に契約不適合（第11条第5項に定める意味を有する。）が存在したことに起因して，改築提案書

に記載のない運営権設定対象施設の改築が必要となった場合，運営権者は，県に対して，改築提

案書に記載した改築内容の変更又は改築に係る工事の入替について協議を申し入れることができ，

県は必要と認める範囲で改築提案書に記載した改築の変更又は改築に係る工事の入替を承認する

ことができるものとする。 

7  第5項の定めにかかわらず，改築計画書（案）の作成において，改築提案書に記載した改築（た

だし，水道用水供給事業又は工業用水道事業における改築に限る。）のうち，実施を取り止めよ

うとする改築がある場合，運営権者は，県に対し，改築提案書に記載した改築の取止めについて

協議を申し入れることができ，県は必要と認める範囲で改築提案書に記載した改築の取止めを承

認することができる。この場合，運営権者は，実施を取り止める改築に係る費用として提案書類

に記載した金額を，当該改築の実施が予定されていた事業年度の末日までに，県が指定する方法

により，県に一括して支払わなければならない。また，この場合，運営権者は，県に対し，当該

改築の取止めに起因する維持管理費用の増加を示す根拠資料を提示することができ，県が承認し



 

18  

た場合には，県に支払うべき金額から当該増加費用相当額を控除するものとする。 

8  県及び運営権者は，流域下水道事業に係る改築計画書を作成する場合には，県及び運営権者が

別途合意した場合を除き，流域下水道事業ごとに，当該改築計画書に基づき行われる改築業務に

要する費用の総額を，当該改築計画書の対象となる料金期間において実施される当該流域下水道

事業に係る改築業務に要する費用の総額として提案書類に記載された金額（県及び運営権者が別

途合意により当該金額を変更した場合には当該変更後の金額とし，以下「料金期間上限金額」と

いう。）以内の額としなければならない。 

9  前項の規定にかかわらず，県は，各定期改定実施年度の前事業年度の1月末日までに，流域下水

道事業ごとに，別紙9-3に定める算定方法に従い，当該定期改定実施年度の属する料金期間に適用

される料金期間上限金額の改定を行う。この場合，第1項④に定める本事業期間中に実施する流域

下水道事業における改築業務に要する費用の総額も併せて変更されるものとする。 

 

 （改築の実施） 

第40条 運営権者は，県の承認を得た改築計画書に従って運営権設定対象施設の改築を行うものと

する。 

2  前項の定めにかかわらず，改築計画書に記載のない運営権設定対象施設の改築を行う必要が生

じた場合，運営権者は，変更改築計画書（案）を作成し，変更の必要性について県に説明を行う

ものとする。県及び運営権者は，変更改築計画書（案）について協議を行い，県が承認したもの

を変更改築計画書として，それ以降，運営権者は，変更改築計画書に従って運営権設定対象施設

の改築を行うものとする。なお，流域下水道事業に係る変更改築計画書を作成する場合，前条第8

項の定めを準用するものとする。 

3  県の責めに帰すべき事由によって運営権設定対象施設の改築業務が遅延し，又は当該改築業務

に関して追加作業が必要となったことにより，運営権者に増加費用が生じた場合，県は，運営権

者と協議の上，当該増加費用を運営権者に補償するものとする。ただし，当該改築業務が流域下

水道事業に係る改築業務である場合には，第48条の定めに従うものとする。 

 

 （設計図書の提出及び承認） 

第41条 運営権者は，改築計画書に従って運営権設定対象施設の改築を行う場合には，本契約，募

集要項等，要求水準書及び提案書類に従って，設計図書を県に提出し，県の承認を得なければな

らない。 

2  県は，前項の規定により提出された設計図書が，改築計画書，本契約，募集要項等，要求水準

書，提案書類その他県と運営権者との合意事項に従っていないと判断した場合には，運営権者と

協議の上，運営権者の負担において設計図書の修正を求めることができる。県は，かかる修正を

求めない場合は，設計図書を承認した旨を運営権者に通知するものとする。 

3  運営権者は，前項の規定により県から設計図書の修正要求を受けた場合，速やかに当該設計図

書を修正しなければならない。この場合，運営権者は，速やかに当該修正の結果について書面に

より県に報告し，県の承認を得なければならない。当該修正により増加費用が生じた場合，当該

増加費用は運営権者の負担とする。 

4  運営権者は，県の承認を得た設計図書の変更を行う場合は，再度県の事前の承認を得なければ

ならないものとする。 
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 （県による申請等） 

第42条 運営権設定対象施設の改築に係る工事に当たって，県が関係機関への申請，報告，届出等

を必要とする場合，運営権者は，書類作成及び手続等について，必要な協力を行うものとする。 

 

 （県による検査及び引渡し） 

第43条 運営権者は，本事業における改築に係る工事を完成したときは，速やかに完成届（工事）

を県に提出しなければならない。 

2  県は，完成届（工事）の提出を受けた日から14日以内に運営権者の立会いの上，設計図書に定め

るところにより，当該改築に係る工事の完成を確認するための完成検査を実施し，当該検査の結

果を運営権者に通知しなければならない。この場合において，県は，必要があると認められるとき

は，その理由を運営権者に通知して，当該改築に係る工事の目的物を最小限度破壊して検査するこ

とができる。 

3  前項の場合において，検査又は復旧に直接要する費用は，運営権者の負担とし，当該検査又は

復旧に要した県及び運営権者の人件費は，各自の負担とする。 

4  県は，第2項の完成検査の結果，当該改築に係る工事が本契約，募集要項等，要求水準書及び提

案書類並びに設計図書と一致していないことが判明した場合，運営権者に対して是正を求めるこ

とができ，運営権者は，自己の費用で直ちに修補して，再度県の完成検査を受けなければならな

い。この場合，再度の完成検査については，前二項の定めを準用する。 

5  県は，第2項又は前項の完成検査によって当該改築に係る工事の完成を確認したときは，運営権

者に完成検査の合格を通知するものとし，運営権者は，当該通知を受領した後直ちに当該改築に

係る工事の目的物を県に引き渡さなければならない。 

 

 （改築に係る工事の目的物に係る公共施設等運営権） 

第44条 本事業における運営権設定対象施設の改築に係る工事の目的物は，当該改築に係る工事の完

了をもって県の所有に属し，当然に当該改築の対象となった運営権設定対象施設に係る運営権の対

象となる。 

 

第2節 流域下水道事業における改築業務に係る特則 

 

 （流域下水道事業に係る改築実施基本協定，年度実施協定） 

第45条 運営権者は，流域下水道事業に係る改築計画書が作成された場合，当該改築計画書に従っ

て，当該改築計画書の対象期間に運営権者が実施する予定の運営権設定対象施設の改築について，

当該期間に属する最初の事業年度の4月20日まで（ただし，当該事業年度の4月10日までに改築に

係る国補助金等に係る国の予算の配分がなされない場合には，県が別途定める日まで）に，県と

の間で，各流域下水道事業単位で別紙9-1の様式による改築実施基本協定を締結する。改築実施基

本協定には，当該対象期間中に実施される予定の当該流域下水道事業に係る改築業務に要する費用

の総額及び当該対象期間中の各事業年度に実施される予定の単年度対象改築業務に要する費用を

規定するものとし，改築実施基本協定に規定される当該対象期間中に実施予定の流域下水道事業

に係る改築業務に要する費用の総額は，当該費用の総額として改築計画書に記載された金額以内

の額としなければならない。 
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2  運営権者は，流域下水道事業に係る改築計画書に従って，流域下水道事業に係る各事業年度の

単年度対象改築業務について，その内容を県と協議及び調整の上，当該事業年度の4月20日まで

（ただし，当該事業年度の4月10日までに改築に係る国補助金等に係る国の予算の配分がなされな

い場合には，県が別途定める日まで）に，県との間で，各流域下水道事業単位で別紙9-2の様式に

よる年度実施協定を締結する。かかる年度実施協定において定める単年度対象改築業務に要する

費用（ただし，前事業年度以前の事業年度において国補助金等の交付決定を受けた単年度対象改

築業務に要する費用を除く。）は，当該事業年度を期間として含む改築実施基本協定に定める当

該事業年度の流域下水道事業に係る改築業務に要する費用の金額を上限としなければならない。

ただし，本契約に従って年度実施協定を変更する場合は，この限りではない。 

3  運営権者は，第40条第2項の規定により流域下水道事業に係る改築計画書について変更改築計画

書が作成された場合には，県と協議及び調整の上，当該変更改築計画書に従って，改築実施基本

協定及び年度実施協定を変更するものとする。 

4  第2項の定めにかかわらず，年度実施協定の対象となる事業年度における，流域下水道事業につ

いての改築に係る国補助金等の要望額に対して国の予算の配分額が相違する場合（前項の規定に

よる改築実施基本協定及び年度実施協定の変更によって国の予算の配分額が相違することとなっ

た場合を含む。）においては，当該流域下水道事業についての年度実施協定に定める単年度対象

改築業務に要する費用は，当該国の予算の配分額をもとに算出された額とする。この場合におい

て，県は，改築計画書及び改築実施基本協定の内容にかかわらず，運営権者と協議の上，当該年

度実施協定に規定する単年度対象改築業務の内容を，国補助金等に係る国の予算の配分額に合わ

せた内容とするものとし，運営権者は，これに異議を述べない。 

5  前項に定める場合において，単年度対象改築業務の内容を国補助金等に係る国の予算の配分額

に合わせた内容とすることにより，当該改築業務の内容が要求水準を満たさないこととなる場合，

当該流域下水道事業についての年度実施協定に定める単年度対象改築業務に要する費用は，国補

助金等に係る国の予算の配分額にかかわらず，要求水準を満たす改築を実施することを前提に算出

された額とする。県は，改築計画書及び改築実施基本協定の内容にかかわらず，運営権者と協議

の上，当該年度実施協定に定める単年度対象改築業務の内容を，最低限要求水準を満たすことと

なる内容とするものとし，運営権者は，これに異議を述べない。この場合において，県は，国補助

金等に係る国の予算の配分額にかかわらず，第50条の定めに従って，当該年度実施協定に定める

改築業務に要する費用を負担するものとする。 

6  改築実施基本協定及び年度実施協定は，本契約の一部を構成し，運営権者は，本契約第46条か

ら第52条までの定め並びに流域下水道事業に係る改築計画書，改築実施基本協定及び年度実施協

定の定めに従って，単年度対象改築業務を実施しなければならない。 

 

 （流域下水道事業における工事の中止） 

第46条 県は，必要があると認める場合，運営権者に対し，単年度対象改築業務として実施する運

営権設定対象施設の改築に係る工事の中止の内容及び理由を通知した上で，当該工事の全部又は

一部を一時中止させることができる。 

 

 （流域下水道事業における工期の変更） 

第47条 運営権者は，単年度対象改築業務として実施する運営権設定対象施設の改築について，年度
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実施協定に定められた完成期限（以下本条において「工期」という。）を遵守できないこと又は

そのおそれのあることが明らかになった場合，直ちに県に報告する。 

2  運営権者が特定法令等変更，特定条例等変更，不可抗力，県の責めに帰すべき事由又は施工上

やむを得ない事由により工期を遵守できないことを理由として工期の変更を請求した場合，県及

び運営権者は，協議により新しい工期を定めるものとする。 

3  前項の協議が整わない場合，県は，新しい工期を合理的に定めるものとし，運営権者はこれに

異議を述べない。 

4  工期の変更により単年度対象改築業務に生じた増加費用及び損害の負担については，次条に定

めるところによる。 

 

 （流域下水道事業における単年度対象改築業務に係る増加費用及び損害） 

第48条 年度実施協定の締結後に当該年度実施協定に基づく単年度対象改築業務について運営権者

に増加費用若しくは損害が生じた場合又はそのおそれが明らかになった場合，運営権者は，直ち

に県に報告する。 

2  年度実施協定の締結後に，年度実施協定の締結段階では予見できなかった事由による現場条件

の変更に起因する理由により，当該年度実施協定に基づく単年度対象改築業務について運営権者

に増加費用及び損害が生じた場合，県は，運営権者と協議の上，改築実施基本協定及び当該年度

実施協定に規定された単年度対象改築業務の内容の変更について決定し，当該決定に従って改築

実施基本協定及び当該年度実施協定を変更するものとし，運営権者はこれに異議を述べない。 

3  年度実施協定の締結後に，県の責めに帰すべき事由により当該年度実施協定に基づく単年度対

象改築業務について運営権者に増加費用及び損害が生じた場合，県は，運営権者と協議の上，当

該年度実施協定に定める単年度対象改築業務に要する費用を増額変更することによって，当該増

加費用及び損害相当額を，年度実施協定に基づく当該単年度対象改築業務に係る費用として，そ

の支払期限までに運営権者に支払う。 

4  年度実施協定の締結後に，不可抗力により当該年度実施協定に基づく単年度対象改築業務につ

いて運営権者に増加費用及び損害が生じた場合，当該増加費用及び損害の負担等については，次

条の定めに従うものとする。 

5  年度実施協定の締結後に，物価の著しい上昇により単年度対象改築業務に係る費用が著しく増

加したとして県が認めた場合には，県は，運営権者からの請求に基づき，変動前残工事代金額

（当該単年度対象改築業務に係る当初想定費用相当額から当該請求時の出来形部分に相応する費

用相当額を控除した額をいう。以下本項において同じ。）と変動後残工事代金額（上昇後の物価

を基礎として県が算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。）との差額のうち，変動前

残工事代金額の1000分の15を超える金額について，年度実施協定に基づく当該単年度対象改築業

務に係る費用の支払期限までに運営権者に支払う。  

6  年度実施協定の締結後に，運営権者の責めに帰すべき事由により当該年度実施協定に基づく単

年度対象改築業務について運営権者に増加費用及び損害が生じた場合，当該増加費用及び損害は

運営権者が負担する。 

7  第2項から前項までに定める場合及び第61条に定める場合以外の場合であって，単年度対象改築

業務に関連して運営権者に増加費用又は損害が生じた場合（別途の改築に係る工事が必要となっ
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た場合を含む。），県は，運営権者と協議の上，単年度対象改築業務の見直し並びに運営権者の

増加費用及び損害の負担につき決定し，当該決定に従って改築実施基本協定及び年度実施協定を

変更するものとし，運営権者はこれに異議を述べない。 

 

 （流域下水道事業における単年度対象改築業務に係る不可抗力による損害の特則） 

第48条の2 年度実施協定の締結後，当該年度実施協定に基づく単年度対象改築業務に係る工事目的

物の引渡し前に，不可抗力により，当該単年度対象改築業務に係る工事目的物，仮設物又は工事

現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは，運営権者は，その事実

の発生後直ちにその状況を県に通知しなければならない。 

2  運営権者は，前項に規定する不可抗力の発生後直ちに，同項の損害（運営権者が善良な管理者

の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第27条第1項の規定により付された保険によりてん補さ

れた部分を除く。以下本条において「損害」という。）について調査を行うとともに，その結果

を県に報告し，県の確認を受けなければならない。この場合において，県は，当該報告の内容を

確認するため，工事現場の確認その他必要な調査を行うことができるものとし，運営権者は，県

の要請に応じてこれに最大限協力するものとする。 

3  運営権者は，前項の規定により県によって損害の状況が確認されたときは，損害による費用の

負担を県に請求することができる。 

4  県は，前項の規定により運営権者から損害による費用の負担の請求があったときは，当該損害

の額（工事目的物，仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって，

運営権者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。）及び当該損

害の取片付けに要する費用の合計額（第6項において「損害合計額」という。）のうち，当該年度

実施協定に定める当該単年度対象改築業務に要する費用の額（以下第5項において「請負代金額」

という。）の百分の一を超える額を，当該年度実施協定に基づく当該単年度対象改築業務に係る

費用の支払期限までに運営権者に支払う。 

5  損害の額は，次の各号に掲げる損害につき，それぞれ当該各号に定めるところにより，（要求

水準書に規定する工事費内訳書に基づき）算定する。 

(1)  工事目的物に関する損害 

 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし，残存価値がある場合にはその評価額

を差し引いた額とする。 

(2)  工事材料に関する損害 

 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし，残存価値

がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 

(3)  仮設物又は建設機械器具に関する損害 

 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて，当該単年度

対象改築業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的

物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし，修繕によりその機能を回復するこ

とができ，かつ，修繕費の額が上記の額より少額であるものについては，その修繕費の額と

する。 

6  数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による
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損害合計額の負担については，第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と，「当

該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と，

「当該年度実施協定に定める当該単年度対象改築業務に要する費用の額の百分の一を超える額」

とあるのは「当該年度実施協定に定める当該単年度対象改築業務に要する費用の額の百分の一を

超える額から既に県が負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。 

 

 （流域下水道事業における単年度対象改築業務に係る費用の減少） 

第49条 理由の如何を問わず，単年度対象改築業務に要する費用が年度実施協定に定める費用を下

回る場合には，県は，運営権者と協議の上，当該差額相当額をもって行う流域下水道事業に係る

改築業務を決定し，必要に応じて当該決定に従って改築実施基本協定及び当該年度実施協定を変

更するものとし，運営権者はこれに異議を述べない。 

 

 （改築業務に要する費用の支払） 

第50条 運営権者は，年度実施協定に定める流域下水道事業に係る改築業務に要する費用相当額を，

県に代わって負担するものとする。ただし，当該改築業務に要する費用のうち，国補助金等の交

付対象費目に含まれない経費並びに県及び運営権者の間で運営権者の負担とすることについて別

途合意した費用については，運営権者が自ら負担するものとする。 

2  運営権者は，いずれかの流域下水道事業に係る改築業務について第43条第2項又は第4項の検査に

合格したときは，年度実施協定に定める当該改築業務に要する費用（ただし，国補助金等の交付

対象費目に含まれない経費並びに県及び運営権者の間で運営権者の負担とすることについて別途

合意した費用を除く。）を県に対して請求することができる。 

3  県は，前項の定めによる請求があったときは，請求を受けた日から40日以内に年度実施協定に定

める当該改築業務に要する費用を支払わなければならない。 

4  県がその責めに帰すべき事由により第43条第2項の期間内に検査をしないときは，その期限を経

過した日から検査をした日までの期間の日数は，前項の期間（以下本項において「約定期間」と

いう。）の日数から差し引くものとする。この場合において，その遅延日数が約定期間の日数を

超えるときは，約定期間は，遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみな

す。 

5  年度実施協定において完成期限が当該事業年度中とされていた改築業務につき，当該事業年度

中に完成することが見込まれない場合，運営権者は，当該改築業務に関し繰越調書を作成の上，

当該事業年度の12月10日までに県に提出する。 

 

 （県の部分払） 

第51条 運営権者は，いずれかの事業年度における，複数事業年度にわたる流域下水道事業に係る

改築業務の進捗が当該事業年度に係る年度実施協定に規定された出来高以上である場合，当該出

来高に対応する費用として当該年度実施協定に規定される金額（以下本条において「部分払対象額」

という。）について，次項から第5項までに定めるところにより，その支払（以下本条において「部

分払」という。）を請求することができる。 

2  運営権者は，部分払を請求しようとするときは，あらかじめ，出来形確認請求書を提出して，

当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場にある工場製品

の確認を県に請求しなければならない。 
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3  県は，前項の場合において，当該請求を受けた日から14日以内に，運営権者の立会いの上，設計

図書に定めるところにより，同項の確認をするための検査を行い，当該検査の結果を運営権者に

通知しなければならない。この場合において，県は，必要があると認められるときは，その理由

を運営権者に通知して，出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 

4  前項の場合において，検査又は復旧に直接要する費用は，運営権者の負担とし，当該検査又は

復旧に要した県及び運営権者の人件費は，各自の負担とする。 

5  運営権者は，第3項の規定による県の検査に合格した出来形部分について，部分払を請求するこ

とができる。この場合においては，県は，当該請求を受けた日から14日以内に部分払対象額を支払

わなければならない。 

6  流域下水道事業に係る改築業務の進捗が年度実施協定に規定された当該事業年度における当該

改築業務の出来高に達することが見込まれない場合，運営権者は，当該改築業務に関し繰越調書

を作成の上，当該事業年度の12月10日までに県に提出する。 

 

 （国補助金等に係る制度の変更） 

第52条 国補助金等に係る制度が変更される場合においては，県及び運営権者は，協議の上，本契

約の継続等に向けた措置を講ずる。 

 

第3節 県による改築等の実施 

 

 （県による改築等の実施） 

第53条 県は，公益上の理由を検討した上で必要と判断した場合，県が実施主体となり，県の費用

負担により，運営権設定対象施設の改築を行うことができ，運営権者はかかる改築に最大限協力

しなければならない。当該改築部分は，当然に運営権設定対象施設に含まれるものとして運営権

の効力が及ぶものとする。なお，県は，運営権者に対し，当該協力の一環として費用負担を求め

ることはない。 

2  県は，前項に定める運営権設定対象施設の改築を行う場合は，事前に運営権者に対して通知を

行うものとし，当該改築工事のうち，運営権者の業務に調整が必要となる工事について，県は，

運営権者と協議の上，実施するものとする。 

3  県が各運営権設定対象施設に係る管路等の改築又は維持管理を行う場合，運営権者は，県の要

請に応じて，これに協力しなければならない。なお，県は，運営権者に対し，当該協力の一環と

して費用負担を求めることはない。 

4  第1項の規定により県が実施する運営権設定対象施設の改築に起因して，①本事業等の実施が中

断された場合又は②運営権設定対象施設が毀損した場合，県は，運営権者に生じた増加費用又は

損害を補償するものとする。ただし，当該増加費用又は損害が不可抗力に起因する場合，第64条

及び第65条並びに第65条の2の定めに従うものとする。 

5  県が実施する管路等に係る改築若しくは維持管理又は管路等の契約不適合に起因して，①本事

業等の実施が中断された場合又は②運営権設定対象施設が毀損した場合，県は，運営権者に生じ

た増加費用又は損害を補償するものとする。ただし，当該増加費用又は損害が不可抗力に起因す

る場合，第64条及び第65条並びに第65条の2の定めに従うものとする。 

6  第1項又は第3項の規定により行われる改築又は維持管理の内容が，運営権者に著しい増加費用



 

25  

若しくは業務の増加又は損害を発生させることとなる場合には，県は，事前に運営権者と協議す

るものとする。 

 

第9章 利用料金の設定及び収受等 

 

 （利用料金の設定） 

第54条 運営権者は，本事業期間にわたり，本契約，募集要項，要求水準書及び提案書類，並びに

宮城県公営企業設置条例その他関連する法令等に従い，使用者から利用料金を収受する。運営権

者が収受する利用料金の金額は，別紙10-2に定める計算式によって算出される金額とする。 

 

 （運営権者収受額の定期改定） 

第55条 県は，各料金等の定期改定日において，運営権者収受額の定期改定として，当該料金等の

定期改定日を初日とする料金期間に適用される月次運営権者収受額の改定を行う。なお，運営権

者は，県から運営権者収受額の定期改定に関する協議の申入れを受けた場合，誠実かつ速やかに

これに応じるものとし，運営権者収受額の定期改定が適時になされるよう，県に最大限協力する

ものとする。 

2  運営権者収受額の定期改定は，次に定めるところに従って行われるものとする。 

(1)  需要及び物価の変動を理由とする改定 

 需要及び物価の変動を月次運営権者収受額に反映するため，別紙10-3に定める算定方法に従

い，月次運営権者収受額の改定を行うものとする。 

(2)  法令等若しくは県の計画又は税制の変更を理由とする改定 

 法令等若しくは県の計画の変更（ただし，要求水準の内容に影響する変更に限る。）又は

税制の変更によって，運営権者収受額の定期改定の対象となる料金期間における義務事業

（ただし，関連業務を除く。）及び附帯事業に係る費用が，提案書類において運営権者収受

額の算定の前提とされた当該費用と比較して増加又は減少することが見込まれる場合，県及

び運営権者は，月次運営権者収受額の改定を行うことができる。この場合，具体的な改定の

内容については，県及び運営権者の間の協議によって定める。 

3  前項各号に定める運営権者収受額の定期改定時において，県及び運営権者は，本契約締結時点

で予測困難な事業環境の変化により，月次運営権者収受額を改定する必要があると合理的に認め

る場合，相手方に対し，月次運営権者収受額の改定について協議を申し入れることができる。か

かる申入れが行われた場合，県及び運営権者は，月次運営権者収受額の改定について誠実に協議

を行うものとする。当該協議の結果，合意に至らなかった場合，県は，運営権者収受額の定期改

定の必要性及び当該定期改定後の運営権者収受額について，経営審査委員会から意見聴取を行っ

た上で，運営権者収受額の定期改定を行うことができる。 

 

 （運営権者収受額の臨時改定） 

第56条 各料金期間中に，本事業等に係る事業環境が著しく変化する場合として以下に列挙する事

象が発生した場合，運営権者は，県に通知するものとする（なお，県が当該事象の発生について

運営権者に通知することも妨げられないものとする。）。運営権者又は県から当該通知がなされ

た場合，県及び運営権者は，次に定めるところに従って，運営権者収受額の臨時改定について協
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議し，又は運営権者収受額の臨時改定を行う。なお，運営権者収受額の臨時改定の有効期間は，

本契約に別段の定めがない限り，当該臨時改定がなされた日から，当該日の属する料金期間の末

日までとする。 

(1)  各工業用水道事業に係る運営権者収受額の臨時改定 

 各工業用水道事業において，著しく契約水量が変動する場合として別紙10-4第1項に定める

場合，別紙10-4第1項に定める算定方法により，当該工業用水道事業に係る月次運営権者収受

額の改定を行う。 

(2)  各流域下水道事業に係る運営権者収受額の臨時改定 

 各流域下水道事業において，著しく動力費が変動する場合として別紙10-4第2項に定める場

合であって，かつ，継続的に義務事業（ただし，関連業務を除く。）及び附帯事業に係る費

用が増加又は減少することが予想される場合，別紙10-4第2項に定める算定方法に従い，当該

流域下水道事業に係る月次運営権者収受額の改定を行う。 

(3)  9個別事業共通の運営権者収受額の臨時改定（物価変動） 

 著しく物価水準が変動する場合として別紙10-4第3項に定める場合であって，かつ，継続的

に義務事業（ただし，関連業務を除く。）及び附帯事業に係る費用が増加又は減少すること

が予想される場合，別紙10-4第3項に定める算定方法に従い，月次運営権者収受額の改定を行

う。なお，本号の規定による臨時改定の実施後，別紙10-4第3項に定める方法により，改定後

の月次運営権者収受額の調整を行うものとする。 

(4)  9個別事業共通の運営権者収受額の臨時改定（法令等・税制の変更） 

 法令等若しくは県の計画の変更（要求水準の内容に影響する変更に限る。）又は税制の変更

によって，義務事業（ただし，関連業務を除く。）及び附帯事業に係る費用が，直前の運営

権者収受額の定期改定の実施日（当該日以降に本号の規定による運営権者収受額の臨時改定

がなされた場合においては，直前の当該運営権者収受額の臨時改定の実施日）において運営

権者収受額の算定の前提とされた当該費用（ただし，初回料金期間においては，本契約締結

時において運営権者収受額の算定の前提とされた当該費用）と比較して著しく増加又は減少

する場合，県及び運営権者は，運営権者収受額の臨時改定について協議の上，合意に基づき

運営権者収受額の臨時改定を行う。 

2  前項に規定するほか，県及び運営権者は，本契約締結時点で予測困難な事業環境の変化により，

運営権者収受額を改定する必要があると合理的に認める場合，相手方に対して，運営権者収受額

の臨時改定に関する協議を申し入れることができる。かかる申入れが行われた場合，県及び運営

権者は，運営権者収受額の臨時改定について誠実に協議を行う。当該協議の結果，合意に至らな

かった場合，県は，運営権者収受額の臨時改定の必要性及び当該臨時改定後の運営権者収受額の

内容について経営審査委員会から意見聴取を行った上で，運営権者収受額の臨時改定を行うこと

ができる。 

 

 （利用料金の収受等） 

第57条 運営権者は，県との間で締結する別紙11の様式による利用料金収受代行業務委託契約に基

づき，利用料金収受代行業務を県に委託し，県は，当該委託に基づき，県が使用者から収受する

料金等と併せて，利用料金の収受を行う。なお，県が使用者から料金等及び利用料金の合計額全

額を収受することができなかった場合には，県は，①当該使用者から実際に収受できた金額から，



 

27  

②当該実際に収受できた金額に県収受割合（利用料金収受代行業務が実施される月ごとに，当該

月において収受される予定であった料金等の額を，当該月において収受される予定であった料金

等及び利用料金の合計額で除して得た割合をいう。）を乗じた金額を差し引いた金額を運営権者

に対して支払えば足りる。 

2  県は，収受した利用料金を，第70条に定める要求水準違反違約金及び第95条に定める契約解除

違約金に充当することができる。 

 

第10章 リスク分担 

 

 （リスク分担の原則） 

第58条 県は，本契約で別途定める場合を除き，運営権者による本事業等の実施に対して，何らの

対価を支払う義務を負わない。 

2  第4項その他本契約で別途定める場合を除き，運営権者はその責任で本事業等を実施するものと

し，本事業等において運営権者に生じた収入の減少，費用の増加その他損害又は損失の発生につ

いては，すべて運営権者が負担し，県はこれについて何らの責任も負担しない。 

3  前項の定めにかかわらず，関連業務についてのリスク分担は，当該関連業務について運営権者

と関連業務要請者との間で別途締結される契約の定めに従うものとし，県が関連業務要請者とな

る契約で別途定める場合を除き，当該関連業務の実施に当たって運営権者に生じた収入の減少，

費用の増加その他損害又は損失の発生について，県は何らの責任も負担しない。 

4  本契約で別途定める場合を除き，法令等に従って県が実施義務を負う事業の実施に関して県の

故意又は重大な過失（なお，法令等の変更自体はこれに該当しない。）により運営権者に増加費

用又は損害が発生した場合，県は，当該増加費用又は損害について補償するものとする。 

 

 （水量又は水質の変動） 

第59条 県は，次の各号に掲げる場合に限り，水道用水供給事業又は工業用水道事業における，原

水の水量又は水質の変動に起因して運営権者に生じた増加費用又は損害を負担する。 

(1)  取水可能な水量が著しく減少したことに起因して運営権者に増加費用又は損害が発生した

場合において，当該取水可能な水量の減少が新たな水源開発を要する恒常的な原水水量の不

足と県が合理的に認めるときは，県は，当該増加費用又は損害について補償するものとする。 

(2)  ①本事業開始日以前における県又は県の委託を受けた水道用水供給事業若しくは工業用水

道事業に係る受託者による運転管理の実績に照らしても対処できない程度に原水水質が悪化

した場合であり，かつ，②運営権者の専門的な技術及び経験並びに運営権設定対象施設の処

理能力を最大限活かした運転管理によっても当該原水水質の悪化に対処できないと認められ

る場合において，当該原水水質の悪化に起因して，送水・配水の停止がなされたときは（た

だし，運営権者の責めに帰すべき事由により送水・配水の停止がなされた場合又は送水・配

水停止を回避するための合理的な措置が講じられていない場合を除く。），県は，運営権者

に生じた増加費用を補償するものとする。 

(3)  ①本事業開始日以前における県又は県の委託を受けた水道用水供給事業若しくは工業用水

道事業に係る受託者による運転管理の実績に照らしても対処できない程度に原水水質が恒常

的に悪化した場合であり，かつ，②運営権者の専門的な技術及び経験並びに運営権設定対象
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施設の処理能力を最大限活かした運転管理によっても当該原水水質の恒常的な悪化に対処で

きないと認められる場合において，当該原水水質の恒常的な悪化に起因して，運営権設定対

象施設について追加の施設整備が必要であると県が認めたときは，県は，当該追加の施設整

備によって運営権者に生じた増加費用を補償するものとする。 

2  県は，次の各号に掲げる場合に限り，流域下水道事業における流入水量又は流入水質の変動に

起因して運営権者に生じた増加費用又は損害を負担する。 

(1)  運営権設定対象施設への流入水量が要求水準書に定める運営権設定対象施設の処理能力を

明らかに超えて増加したことに起因して，運営権設定対象施設が毀損した場合，県は，当該

運営権設定対象施設の復旧費用について補償するものとする。 

(2)  運営権設定対象施設への流入水質が要求水準書に定める基準を概ね1ヶ月にわたり継続的に

満たさない場合であって，これに起因して運営権者に増加費用又は損害が発生した場合，県は，

当該増加費用又は損害について補償するものとする。 

3  前各項の定めにかかわらず，前各項に定める運営権者の増加費用又は損害の発生が，法令等の

変更又は不可抗力に起因する場合，第62条から第65条の2までの定めに従うものとする。 

 

 （維持管理に係るリスク） 

第60条 運営権設定対象施設に対する電力の供給停止又は供給能力の低下であって，運営権設定対

象施設に係るバックアップ機能によっても対応できないと認められるものに起因して，運営権者

に増加費用が発生したときは，県は，当該増加費用について補償するものとする。 

2  流域下水道事業において，運営権設定対象施設外の施設から搬入される汚泥の性状に起因して

運営権設定対象施設に不具合が生じたことにより，運営権者に増加費用又は損害が発生した場合，

県は，当該増加費用又は損害について補償するものとする。 

3  前各項の定めにかかわらず，前各項に定める運営権者における増加費用又は損害の発生が，法

令等の変更又は不可抗力に起因する場合，第62条から第65条の2までの定めに従うものとする。 

 

 （反対運動及び訴訟等） 

第61条 本事業等の実施自体により生ずる避けることのできない反対運動又は訴訟等により，本事

業期間の変更，本事業等の中断若しくは延期又は運営権設定対象施設に物理的な破損等が発生し

た場合であって，かかる事象に起因して運営権者に増加費用又は損害が発生したときは，県は，

当該増加費用又は損害（ただし，弁護士費用その他の訴訟費用は含まない。）について補償する

ものとする。 

 

 （法令等の変更） 

第62条 運営権者は，本契約締結日以降の法令等の変更（特定法令等変更を含むが，これに限られ

ない。）により本事業等の実施が困難となった場合又は困難となることが見込まれる場合，その

内容の詳細及び対応方針を直ちに県に対して通知しなければならない。 

2  前項の場合において，県は，運営権者に対し，法令等の変更による本事業等への影響を調査す

るため，必要な資料の提出を求めることができる。また，県は法令等の変更により履行困難とな

った運営権者の本契約上の義務の履行を，必要な範囲及び期間において免責することができる。

ただし，運営権者及び県は，当該法令等の変更の影響を早期に除去すべく，適切な対応手順に則
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り，早急に対応措置をとり，法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力

しなければならない。 

3  県が運営権者から第1項の通知を受領した場合，県及び運営権者は，当該法令等の変更に対応す

るために，速やかに本契約及び要求水準の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず，

変更された法令等の公布日から60日以内に本契約又は要求水準の変更について合意が成立しない

場合は，県が法令等の変更に対する対応方法を運営権者に対して通知し，運営権者はこれに従い

本事業等を継続しなければならない。 

 

 （法令等の変更による増加費用・損害の扱い） 

第63条 本契約で別途定める場合を除き，本契約締結日以降の法令等の変更により義務事業又は附帯

事業について運営権者に増加費用又は損害が生じたときは，運営権者が当該増加費用又は損害を

負担するものとする。ただし，法令等又は県の計画の変更に対応するため，運営権設定対象施設

について新たな設備投資が必要となる場合，県は，県の負担において，必要な設備投資を実施し，

若しくは第三者をして実施させ，又は運営権者が実施する当該設備投資の費用を負担するものと

する。また，特定条例等変更により（運営権者の責めに帰すべき事由により当該特定条例等変更

が行われた場合を除く。），義務事業（ただし，関連業務を除く。）又は附帯事業について運営

権者に増加費用又は損害が発生した場合，運営権者収受額の定期改定又は運営権者収受額の臨時

改定によっても当該増加費用又は損害が補填されなかった場合に限り，県は，当該補填されなか

った増加費用又は損害について補償するものとする。 

2  県の条例又は計画が変更されたことにより，本事業等（ただし，関連業務を除く。）又は運営

権設定対象施設に係る計画，設計又は仕様等（要求水準を含むが，これに限られない。）が変更

された場合において，運営権者に増加費用又は損害が発生したときは，県は，当該増加費用又は

損害について補償するものとする。 

3  前二項の定めにかかわらず，法令等の変更によって任意事業について運営権者に増加費用又は

損害が発生した場合，当該増加費用又は損害はすべて運営権者の負担とする。 

 

 （不可抗力の発生） 

第64条 本契約で別途定める場合を除き，本契約締結日以降，不可抗力により本事業等の全部又は

一部の遂行が困難となった場合，運営権者は，その内容の詳細を記載した書面をもって，直ちに

県，使用者及び関係機関に対し通知するとともに，運営事業BCPに従い初期対応をしなければな

らない。ただし，緊急対応が必要な場合には，運営権者は，自らの判断により臨機の措置を取る

ことができ，かかる措置を取った後速やかに県，使用者及び関係機関に報告することで足りる。 

2  前項の場合において，県が本事業等の継続のために必要と判断した場合，県は，運営権者に対

し必要な対応を指示することができ，運営権者はこれに従うものとする。 

3  第1項の場合において，県は運営権者に対し，不可抗力による本事業等への影響を調査するため，

必要な資料の提出を求めることができる。また，県は，不可抗力により履行困難となった運営権

者の本契約上の義務の履行を，必要な範囲及び期間において免責することができる。ただし，県

及び運営権者は，当該不可抗力の影響を早期に除去すべく，適切な対応手順に則り，早急に対応

措置をとり，不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。 

4  第1項の通知があった場合又は県が自ら不可抗力が発生していると認識した場合，県及び運営権
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者は，協議の上，運営権設定対象施設の復旧スケジュールや公共土木施設災害復旧事業費国庫負

担法，上水道施設災害復旧費及び簡易水道施設災害復旧費補助金交付要綱（厚生労働省発健0401

第3号），工業用水道事業費補助金交付要綱（20130226財地第1号）等に基づく国庫負担の申請等，

本事業等の復旧に向けて，相互に協力の上，必要となる事業継続措置とその後の役割分担を定め，

それぞれ当該事業継続措置に従うものとする。 

5  不可抗力により，重大な事業環境の変化が生じている場合には，県及び運営権者は，当該不可

抗力に対応するために必要な本契約及び要求水準並びにこれらに基づく履行義務の内容の変更に

ついて協議するものとする。ただし，当該不可抗力による増加費用及び損害の負担については，

次条の定めに従うものとする。 

 

 （不可抗力による増加費用及び損害の扱い） 

第65条 不可抗力により，義務事業（ただし，関連業務を除く。）又は附帯事業について運営権者

又は県に増加費用又は損害が生じたときは，本契約に別段の定めがある場合を除き，県及び運営

権者は，次の各号の定めに従い，当該増加費用又は損害を負担するものとする。 

(1)  暴動，戦争等の人的災害に係る不可抗力による増加費用又は損害の負担 

  9個別事業ごとに，運営権設定対象施設について生じた増加費用又は損害（ただし，①運営

権者による設計の不備又は工事施工の粗漏に起因して生じたと認められるもの，及び②運営

権者が維持管理の義務を怠ったことに起因して生じたと認められるものを除く。）の合計額

が以下に掲げる金額以上である場合，当該運営権設定対象施設について生じた増加費用又は

損害は，県の負担とする。なお，①次の（イ）又は（ロ）に掲げる場合にあっては，当該不

可抗力によって被害を受けた運営権設定対象施設を原形に復旧する（原形に復旧することが

不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設を設置することを含

む。）ことを目的とする各水道用水供給事業又は工業用水道事業における工事ごとに，②次

の（ハ）に掲げる場合にあっては，一箇所の工事（公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法

第6条に規定する意味を有する。）ごとに，当該増加費用又は損害の合計額を算定するものと

する。 

  水道用水供給事業 

 720万円 

  工業用水道事業 

 500万円 

  流域下水道事業 

 120万円 

  上記イ以外の場合は，運営権者の負担とする。 

(2)  地震，暴風，豪雨等の自然災害に係る不可抗力による増加費用又は損害の負担 

  水道用水供給事業については，当該不可抗力に起因する損害の回復を図る工事等が，上水

道施設災害復旧費及び簡易水道施設災害復旧費補助金交付要綱（厚生労働省発健0401第3号）

第2項第1号に規定する事業に該当する場合又はその他水道用水供給事業に関して国が定める

補助金制度における補助金交付対象事業に該当する場合，当該不可抗力に起因して運営権設

定対象施設について生じた増加費用又は損害は，県の負担とする。 



 

31  

  工業用水道事業については，当該不可抗力に起因する損害の回復を図る工事等が，工業用

水道事業費補助金交付要綱（20130226財地第1号）第3条第4項並びに同別表1第4項及び第5項

に規定する補助金採択基準を満たす災害復旧事業に該当する場合又はその他工業用水道事業

に関して国が定める補助金制度における補助金交付対象事業に該当する場合，当該不可抗力

に起因して運営権設定対象施設について生じた増加費用又は損害は，県の負担とする。 

  流域下水道事業については，当該不可抗力に起因する損害の回復を図る工事等が，公共土

木施設災害復旧事業費国庫負担法第2条第2項に定める災害復旧事業となり，かつ，公共土木

施設災害復旧事業費国庫負担法第6条第1項に定める適用除外の対象外となるものである場合，

当該不可抗力に起因して運営権設定対象施設について生じた増加費用又は損害は，県の負担

とする。 

  上記イ，ロ又はハ以外の場合は，運営権者の負担とする。 

2  前項の定めにかかわらず，不可抗力によって本事業用地が毀損した場合，本事業用地の修補そ

の他の原状回復に必要な措置は，県が自らの費用負担において行う。この場合，運営権者は，県

の要請に応じてこれに最大限協力するものとする。 

3  不可抗力発生時において本事業の継続に合理的に必要となる措置を講じるため，県が運営権者

に対して要請した業務の実施に関して，運営権者において提案書類に記載された緊急時の想定人

員以上の人員配置が必要となった場合，県は，当該想定人員以上の人員配置に起因して運営権者

に生じた増加費用について補償するものとする。 

4  前各項の定めにかかわらず，不可抗力によって任意事業について運営権者に増加費用又は損害

が発生した場合，当該増加費用又は損害はすべて運営権者の負担とする。 

 

 （突発的な事象による増加費用及び損害に関する特則） 

第65条の2 本契約締結時点で予測困難な突発的かつ一時的な事象（水道用水供給事業及び工業用水

道事業における突発的なかび臭の発生及び不可抗力を含むが，これらに限られない。以下本条に

おいて「突発事象」という。）に起因して，義務事業（ただし，関連業務を除く。）又は附帯事

業の実施に重大な悪影響を及ぼす程度の増加費用又は損害が運営権者に生じた場合，運営権者は，

県に対して，当該増加費用又は損害の負担に関する協議を申し入れることができる。ただし，①

当該増加費用又は損害を考慮した運営権者収受額の定期改定又は運営権者収受額の臨時改定が行

われた場合，又は②突発事象が不可抗力に該当する場合であって，当該不可抗力に関し，前条第1

項第1号イ又は第2号イ，ロ若しくはハの規定により県が当該増加費用又は損害を負担した場合は

この限りではない。 

 

 （損害賠償責任） 

第66条 本契約に別段の定めがある場合を除き，県又は運営権者が本契約に定める義務に違反した

（以下本条において，この場合における当該県又は運営権者を「違反当事者」という。）ことに

より相手方当事者に損害が発生したときは，相手方当事者は違反当事者に対し損害賠償を請求す

ることができる。 

 

 （第三者に及ぼした損害） 

第67条 運営権者は，運営権者が本事業等の実施に際し，第三者に損害を及ぼした場合は，直ちに

その状況を県に報告しなければならない。 
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2  前項の損害が運営権者の責めに帰すべき事由により生じたものである場合は，運営権者は，当

該第三者に対して当該損害を賠償しなければならない。 

3  第1項の損害が県の責めに帰すべき事由により生じたものである場合又は運営権設定対象施設の

存在そのものに起因して近隣住民等に生じたものである場合は，県がその損害を賠償しなければ

ならない。 

4  本事業等の実施に関し第三者との間に紛争が生じた場合においては，県及び運営権者が協力し

てその処理解決に当たるものとする。 

 

第11章 適正な業務の確保 

 

 （運営権者によるセルフモニタリング） 

第68条 運営権者は，本事業期間中，法令等及び要求水準によって実施が義務付けられている事項

について水道法，工業用水道事業法，下水道法その他の法令等及び要求水準（モニタリング基本

計画書に規定された事項を含むが，これらに限られない。）並びに提案書類において提案したセ

ルフモニタリング方法に基づき点検等を行い，その結果を適切に保存するとともに，県からの提

出要請があった場合には速やかに提出する。 

2  運営権者は，本事業期間中，提案書類において提案した業務に関する事項及びその他提案書類

において提案した事項についてセルフモニタリングを実施し，その方法（セルフモニタリングの

実施体制，実施内容，実施手順及び実施頻度を含むが，これらに限られない。）及び結果につい

て，県に対して，自らが提案書類において提案した方法又は県の求めに応じて，随時報告書を作

成してこれを提出する。 

3  運営権者は，前二項のセルフモニタリングの方法及び結果のうち，自らが提案書類において提

案した公表事項及び要求水準書に定める事項については，運営権者のホームページ上で公表し，本

事業期間中，公表を維持しなければならない。 

4  本条に関するその他の詳細については，モニタリング基本計画書に従うものとする。 

 

 （県及び経営審査委員会によるモニタリング） 

第69条 県は，本事業期間中，運営権者がPFI法，水道法，工業用水道事業法，下水道法その他の法

令等及び要求水準（モニタリング基本計画書に規定された事項を含むが，これらに限られない。）

を満たす方法により本事業等を実施しているか否かについて，モニタリング基本計画書及び提案

書類に従ってモニタリングを実施する。 

2  前項に定める県によるモニタリングに加えて，本事業期間中，運営権者の要求水準の達成状況

や経営状況等について，経営審査委員会によるモニタリングも実施されるものとする。 

3  本条に関するその他の詳細については，モニタリング基本計画書に従うものとする。 

 

 （要求水準違反違約金） 

第70条 前二条に規定するモニタリングの結果，本事業等について要求水準を遵守していない事項

が存在することが判明した場合，県は，モニタリング基本計画書の定めるところに従って，運営

権者に対して要求水準違反違約金の支払を求めることができる。この場合において，県は，第57条

第1項の規定により収受し，保管している利用料金相当額を，運営権者からの要求水準違反違約金
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の支払に充当することができる。 

 

 （運営権の行使の停止） 

第71条 県は，PFI法第29条第1項各号に規定する事由が生じたと判断した場合（要求水準が達成され

ていないことが判明した場合において，運営権者のみでは改善が見込まれず，要求水準の達成が

困難であると県が判断したときを含むが，これに限られない。），同条第2項の規定による聴聞を

行った上で，同条第1項の規定により，県の判断で，必要な期間，必要な範囲において運営権の行使

の停止を命ずることができる。この場合，県は，当該停止した義務事業及び附帯事業を自ら行い，

又は第三者に委託した上，当該第三者（以下本項において「受託者」という。）をして行わせる

ことができ，また，運営権者に対して，県又は受託者による当該事業の実施について協力（運営

権者が所有する資産についての県又は受託者による一時的使用，締結している契約についての県

又は受託者による一時的承継その他の協力を含むが，これらに限られない。）を要請することが

でき，運営権者はこれに協力しなければならない。 

2  前項の規定により運営権の行使が停止された場合，県は，PFI法第27条第1項の規定によりこれ

を登録するとともに，当該停止が同法第29条第1項第2号に規定する事由によるときは，運営権の

行使が停止された期間に係る受領済みの運営権対価相当額を県及び運営権者が別途合意する期限

までに運営権者に支払う。また，当該停止が同法第29条第1項第2号に規定する事由によるときは，

県は，運営権者に対して，同法第30条第1項の規定により通常生ずべき損失（運営権者の責めに帰

すべき事由によって発生した損失等を除く。）を補償する責任を負う。 

 

 （運営事業BCPの作成等） 

第72条 県及び運営権者は，本契約締結日において，優先交渉権者によって①水道用水供給事業につ

いての各運営権設定対象施設に係る災害その他非常の場合における水道事業等を継続するための

措置（水道法施行規則（昭和33年厚生省令第45号）第17条の11第1項第4号に規定する措置をいい，

以下「災害等対応措置」という。）についての計画及び②9個別事業全体についての運営権設定対

象施設に係る災害等対応措置についての計画が作成され，当該計画について県が承認済みであるこ

とを確認する。運営権者は，当該計画の内容を踏まえて，①本事業開始予定日の90日前までに，募

集要項等，要求水準書及び提案書類に従い，水道用水供給事業及び9個別事業全体についての各運

営権設定対象施設に係る運営事業BCPを作成し，県に提出するものとし，②県と協議の上，本事業

開始予定日の30日前までに県の承認を得なければならない。 

2  運営権者は，①本事業開始予定日の90日前までに，募集要項等，要求水準書及び提案書類に従い，

工業用水道事業及び流域下水道事業についての各運営権設定対象施設に係る運営事業BCPを作成し，県

に提出するものとし，②県と協議の上，本事業開始予定日の30日前までに県の承認を得なければ

ならない。 

3  運営事業BCPについて変更が必要となった場合，運営権者は，変更後の運営事業BCPの内容につ

いて，事前に県の承認を得るものとする。 

4  第1項及び第2項に規定する運営事業BCPの記載事項等については，県が別途指定する。 

5  運営権者は，本事業期間中，本事業等及び他の類似事業で生じた異常事象並びに不可抗力への

対応等について情報の収集及び分析等を行うことにより，運営事業BCPを常に見直し，改善等を

行い，各種事象への対応力を高めるよう努めるものとする。 
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6  運営権者は，不可抗力を含む災害又は事故等の緊急時には運営事業BCPに従い対応するものとし，

対応中及び対応後に報告書等を作成し，県に報告しなければならない。 

 

 （その他必要な措置） 

第73条 県は，PFI法第28条の規定により，運営権者による本事業等の適正を期するため，運営権者

に対して，本事業等の業務若しくは経理の状況に関し報告を求め，実施について調査し，又は必

要な指示をすることができる。 

2  前項の県の調査又は指示に従うことにより運営権者に費用が発生する場合，かかる費用は運営

権者の負担とする。 

 

第12章 誓約事項 

 

 （運営権者による誓約事項） 

第74条 運営権者は，運営権者についての次の各号に掲げる書面の記載内容が変更された場合，変

更後の書面（ただし，第1号に規定する定款及び第4号に規定する株主名簿については原本証明付

写しとする。）を，当該変更から10日以内に県に対して提出する。 

(1)  定款 

(2)  履歴事項全部証明書 

(3)  代表印の印鑑証明書 

(4)  株主名簿 

(5)  運営権者と金融機関等との間の①融資に関する契約書（もしあれば。）の写し，②運営権

に対する担保設定に係る契約書（もしあれば。）の写し，並びに③本契約その他運営権者と

県との間で締結された契約に基づく運営権者の権利及び契約上の地位に対する担保権設定に

係る契約書（もしあれば。）の写し 

(6)  運営権者の株式に対する担保設定に係る契約書（もしあれば。）の写し 

2  運営権者は，本事業期間中，法令等及び本契約の各規定を遵守するほか，次の各号に掲げる事

項を遵守しなければならない。 

(1)  運営権者は，会社法に基づき適式，有効かつ適法に設立され，存続する株式会社であり，

本店所在地が宮城県内であること。 

(2)  運営権者は，新たに本議決権株式，当該株式に転換若しくは交換され得る有価証券又は当

該株式を受領する権利を表象する有価証券（以下本号において「本議決権株式等」という。）

を株主総会又は取締役会の決議により発行しようとする場合には，会社法の規定に従うほか，

その内容について県の事前の承認を得る必要があること。ただし，本議決権株式等を本議決

権株主のみに対して割り当てて新規発行する場合は，県の事前の承認を要しない。 

(3)  運営権者は，第76条第1項の定めに従い，本議決権株主の異動等について県に報告すること。 

(4)  運営権者の定款に，運営権者が発行できる株式は，本完全無議決権株式及び本議決権株式

のみであることの定めがあること。 

(5)  運営権者の定款に，会社法第326条第2項に規定する取締役会，会計監査人及び監査等委員

会を設置する規定があること。 
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(6)  運営権者の定款の事業目的が本事業等の遂行に限定されていること。 

(7)  前各号のほか，提案書類において運営権者の義務事項として提案した事項を充足している

こと。 

3  運営権者は，本事業期間中，県の事前の承認を得ることなく，合併，株式交換，株式移転，会

社分割，事業譲渡，組織変更その他会社の基礎の変更を行ってはならない。 

4  運営権者は，本事業期間中，株主総会及び取締役会が開催された場合，それぞれの議事録要旨

を，当該開催後30日以内に県に提出する。 

 

 （運営権等の処分） 

第75条 運営権者は，県の書面による事前の承認を得ることなく，運営権その他本契約上の地位及び

本事業等について県との間で締結した契約に基づく契約上の地位並びにこれらの契約に基づく運

営権者の権利及び義務について，譲渡，担保提供その他の方法による処分（以下本条及び次条に

おいて「処分」という。）を行ってはならない。 

2  前項の定めにかかわらず，運営権者は，PFI法第26条第2項の規定による県の許可をあらかじめ得

た場合には，運営権を移転することができる。この場合，県は，議会の議決を経て当該許可を行

うものとし，また，次の各号に掲げる内容を含む許可の条件を付すことができる。 

(1)  譲受人が，本事業等における運営権者の本契約上の地位を承継し，本契約に拘束されること

について，県に対して承諾書を提出すること。 

(2)  譲受人が，運営権者が所有し，本事業等の実施に必要な一切の資産及び契約上の地位の譲渡

を受けること。 

(3)  譲受人が，すべての運営権を譲り受けること及び9個別事業を一体として長期運営すること。 

(4)  譲受人のすべての株主が，県に対して株主誓約書と同様の内容の誓約書を提出すること。 

3  第1項の定めにかかわらず，運営権者が本事業等の実施に要する資金を調達するために金融機関

等から借入れを行う場合であって，当該借入れのために運営権に対して担保権を設定する場合，

県は合理的な理由なくこれに対する承認を拒否しない。ただし，当該借入れ及び担保権設定に関

する契約書の写しが県に提出されること及び第111条の規定による協定書が県と金融機関等の間で

県の合理的に満足する内容で締結されていることを，承認の条件とする。 

4  第1項の定めにかかわらず，運営権者が本事業等の実施に要する資金を調達するために金融機関

等から借入れを行う場合であって，当該借入れのために本契約その他県と運営権者の間の契約に

基づく運営権者の債権又は契約上の地位に対して担保権（契約上の地位の譲渡に係る予約完結権

を含む。以下本項において同じ。）を設定する場合，県は合理的な理由なくこれに対する承認を

拒否しない。ただし，当該借入れ及び担保権設定に関する契約書の写しが県に提出されること及

び第111条の規定による協定書が県と金融機関等の間で県の合理的に満足する内容で締結されてい

ること（相殺を含む県の抗弁権が当該担保権の設定及び実行の前後とを問わず，担保権者に対抗

できることを含む。）を承認の条件とする。 

 

 （本議決権株主の異動等） 

第76条 運営権者は，本議決権株主に異動等があり，株主名簿の記載内容が変更された場合，直ち

に県に対して最新の株主名簿の原本証明付写しを提出し，県の求めに応じてその他株主に関する
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情報を提供する。 

2  運営権者は，本議決権株主が次の各号に掲げる事由に該当することが判明したときは，その旨

を県に対して速やかに通知しなければならない。この場合において，運営権者は，当該本議決権

株主に係る当該事由を解消させ，又は当該事由に該当しない他の本議決権株主に対しその保有株

式を処分させる等して，速やかにかかる状態を解消しなければならない。 

(1)  PFI法第9条各号に掲げる，特定事業を実施する民間事業者の欠格事由に該当すること。 

(2)  会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てがされていること又は

民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがされていること。 

(3)  株主誓約書に違反して，県の承認を得ることなく本議決権株式について処分を行ったこと。 

 

第13章 契約の期間及び期間満了に伴う措置 

 

第1節 本契約の期間 

 

 （契約の有効期間） 

第77条 本契約は，本契約に別段の定めがある場合を除き，本契約締結日を始期とし，次条に定め

る本事業終了日まで効力を有する。 

 

 （事業期間） 

第78条 運営権者は，本事業開始日を始期とし，運営権設定日から20年を経過する日が属する事業年

度の末日（又は本契約に基づき期間が変更された場合は当該変更後の日）を本事業終了日とする

期間中，本事業等を実施する。 

2  前項の定めにかかわらず，次の各号に掲げる場合，県及び運営権者は，本事業期間の延長を申

し出ることができる。この場合，県及び運営権者が協議の上，第4項の規定の範囲内で，別途合意

した日まで本事業期間を延長することができる（かかる期間延長を「合意延長」という。）。た

だし，合意延長は，本事業等の全部との関係で行うものとし，本事業等の一部についてのみ合意

延長を行うことはできないものとする。なお，合意延長の実施回数は1回に限られない。 

(1)  不可抗力の発生により，9個別事業の全部又は一部が中断又は遅延した場合 

(2)  県の責めに帰すべき事由による義務事業（ただし，関連業務を除く。）又は附帯事業の内

容の変更その他県の責めに帰すべき事由により，9個別事業の全部又は一部が中断又は遅延し

た場合 

(3)  運営権設定対象施設の存在自体に対する反対運動や訴訟等により，9個別事業の全部又は一

部が中断又は遅延した場合 

3  前項の規定により合意延長が行われた場合，県及び運営権者は，本契約，事業計画書，改築計

画書，改築実施基本協定及び年度実施協定の変更について誠実に協議を行う。 

4  本事業期間（第2項の規定により合意延長が行われた場合は，合意延長後の本事業期間）は，い

かなる理由によっても運営権設定日から25年を経過する日が属する事業年度の末日を超えること

はできない。 

5  本事業終了日をもって附帯事業及び任意事業も終了するものとし，当該時点をもって運営権の
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存続期間の終期となり，すべての運営権は消滅する。 

 

第2節 期間満了による本事業等終了手続 

 

 （事業引継ぎ） 

第79条 本事業終了日までに，運営権者は，自らの責任及び費用負担により，県又は県の指定する

者に本事業等が円滑に引き継がれるよう，次の各号に掲げる内容を含む事業の引継ぎをしなけれ

ばならない。 

(1)  運営権者は，本事業終了日の1年前の応当日から本事業終了日の180日前までの間に，運営

権設定対象施設について機能確認を行うとともに，要求水準書の定めに従い，①県に対する

施設機能確認報告書の提出及び②県又は県の指定する者に対する技術指導を行わなければな

らない。 

(2)  運営権者は，要求水準書の定めに従い，本事業終了日の180日前までに引継事項を記載した

文書の暫定版を，本事業終了日までに最終版を県に提出しなければならない。 

(3)  運営権者は，運営権者の従業員について，県の指定する者が転籍での受入れを希望する場

合には，県の指定する日までに，従業員の意向確認等について必要かつ可能な協力をし，転

籍を希望する全従業員の記録を県の指定する者に送付しなければならない。 

(4)  運営権者は，運営権者が締結している契約及び維持している許認可等について県又は県の

指定する者が承継を希望する場合には，県の指定する日までに，契約相手方の意向確認又は

許認可等の継続等について必要かつ可能な協力をし，承継を希望する契約又は許認可等に関

する資料を県又は県の指定する者に送付しなければならない。 

(5)  運営権者は，県又は県の指定する者が本事業等を引き継ぐまでに，県又は県の指定する者

によって行われる，本事業等の業務内容の調査及び運営権設定対象施設が要求水準を満たし

ていることの確認等の調査に協力しなければならない。 

(6)  運営権者は，県の指定する日までに，本事業等に関して運営権者が有する財務，運営及び

技術（知的財産を含む第三者の使用許可が不要なライセンス，運営権設定対象施設の運営に

必要なマニュアル等，並びに第105条第2項及び第3項の規定による利用許諾の対象となる知的

財産権対象技術（同条第1項に定義する意味を有する。）を含むが，当該知的財産権対象技術

以外の運営権者又は本議決権株主独自のノウハウに関するものを含まない。）に関するすべ

ての最新文書を，県又は県の指定する者に電子媒体（県又は県の指定する者が必要とする場

合にはハードコピーも含む。）で送付しなければならない。 

(7)  運営権者は，次条の定めに従い，資産の引渡し及び譲渡等を実施しなければならない。 

 

 （本契約終了による資産の取扱い） 

第80条 運営権者は，本事業終了日又はそれ以降の県が指定する日に，運営権設定対象施設を県又

は県の指定する者に引き渡し，本事業用地を県又は県の指定する者に明け渡さなければならない。

その引渡しに当たっては，運営権者は，本事業終了日に運営権設定対象施設が適切な状態にある

こと及び本事業等に係る運営の円滑な移行を確保することを目的として，必要に応じて，引渡時

点において要求水準を充足させるため必要な措置を実施する。 

2  県は，水道用水供給事業及び工業用水道事業に係る運営権設定対象施設に関して運営権者が行
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った改築業務の対象となる施設（ただし，完工している施設に限る。）について，当該業務に関

して運営権者が支払った費用相当額のうち，帳簿原価から本事業期間終了時までに行うこととな

る減価償却累計額（ただし，減価償却の計算については，償却資産の種類を問わず，地方公営企

業法施行規則（昭和27年総理府令第73号）第15条に規定する定額法（ただし，同条第3項について

は，「償却資産である有形固定資産で，その帳簿価額が帳簿原価の百分の五に相当する金額に達

したものが，なお事業の用に供されている場合においては，第一項の規定にかかわらず，当該有

形固定資産について，その帳簿原価の百分の五に相当する金額に達した事業年度の翌事業年度に

おいて，その帳簿価額が一円に達するまで減価償却を行うこととする。」と読み替えた上でこれ

を準用するものとする。）により行うこととする。）を控除した金額に相当する金銭を，運営権

者に対して支払うものとする（以下本条及び第82条において，当該支払額を「本事業期間終了時

の残存価値」という。）。 

3  運営権者は，本事業終了日において本事業等の実施のために運営権者が本事業用地及び運営権

設定対象施設内において保有する資産（任意事業に係る資産を含む。）を，すべて運営権者の責

任において相当の期間内に本事業用地及び運営権設定対象施設から撤去しなければならない。た

だし，県又は県の指定する者が必要と認めた場合には，県又は県の指定する者は，当該資産を県

及び運営権者が別途合意する価格で買い取ることができ，運営権者はこれに応じるものとする。 

4  前項の場合において，運営権者が正当な理由なく，本事業終了日から相当の期間内に本事業用

地及び運営権設定対象施設を明け渡すための措置を行わないときは，県は，運営権者に代わり当

該措置を行うことができ，これに要した費用を運営権者に求償することができる。この場合，運

営権者は，県の処分について異議を申し出ることができない。 

5  第2項の規定による本事業期間終了時の残存価値の支払は，運営権者が行った改築業務の対象と

なる施設ごとに，第43条第5項の規定による引渡しの実施日が属する事業年度の翌事業年度の末日

（ただし，当該日が本事業終了日以降となる場合には，本事業終了日の1年後の応当日）までに，

運営権者が別途指定する銀行口座に振り込む方法により，行うものとする。この場合，本事業期間

終了時の残存価値の算定は，本事業期間終了時の残存価値の支払日における本事業期間の末日を

「本事業期間終了時」とみなして行うものとする。 

6  前項の規定による本事業期間終了時の残存価値の支払後，第78条第2項の規定により本事業期間

が延長された場合，運営権者は，前項の規定により支払を受けた本事業期間終了時の残存価値と，

延長後の本事業終了日を「本事業期間終了時」として算定した本事業期間終了時の残存価値に相

当する金額との差額を，延長後の本事業終了日までに，県が指定する方法により，県に一括して

支払うものとし，当該支払後に第78条第2項の規定により本事業期間が延長された場合も同様とす

る。 

7  第3項の規定により資産の買取りが行われる場合の買取対価の支払は，本事業終了日から1年を経

過した日以降速やかに（運営権者が自らの負担する契約不適合に関する責任の履行を担保するため

に合理的な保全措置が採られていることを示して県又は県の指定する者に対して当該支払を求め

た場合において，当該支払を行う者がこれを適切と認めた場合には，本事業終了日から速やか

に）運営権者が別途指定する銀行口座に振り込む方法により，行うものとする。ただし，当該支

払日の到来より前に，県又は県の指定する者が第83条に定める契約不適合に関する責任に基づき損

害賠償請求を行った場合，県又は県の指定する者は，当該支払に係る債務と当該損害賠償請求に係

る債権を法令等の範囲内において対当額で相殺することができる。この場合，県又は県の指定する
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者は，当該相殺が実行され，又は当該損害賠償請求に係る債権が弁済されるまでの間，当該支払を

拒むことができる。 

 

 （本契約終了による本事業用地及び運営権設定対象施設の取扱い） 

第81条 本事業用地及び運営権設定対象施設に係る公有財産無償貸付契約は，本事業終了日に当然

に終了する。この場合，運営権者は，本事業用地上に存在する不動産又は動産及び貸付物件たる

運営権設定対象施設内に存する動産を自らの費用で撤去した上で，本事業用地を更地として県又

は県の指定する第三者に引き渡さなければならない。ただし，以下に掲げる不動産又は動産が本

事業用地上に存在する場合には，当該不動産又は動産は撤去せず，現状有姿で県又は県の指定す

る第三者に引き渡す。 

(1)  運営権設定対象施設 

(2)  第80条第2項及び第3項の定めに従い県又は県の指定する第三者が買い取った資産 

(3)  運営権者以外の者が所有する不動産又は動産であって，県又は県の指定する第三者が，当

該不動産又は動産について引き続き本事業用地上で当該所有者による所有が継続されること

が必要と認め，当該所有者との間で土地の使用の継続等について合意が形成されている不動

産又は動産 

(4)  前各号のほか，県が所有する不動産及び動産並びに県が別途指示した不動産及び動産 

2  前項の場合において，運営権者が正当な理由なく，本事業期間終了日から相当の期間内に本事

業用地を更地で返還するための措置を行わないときは，県は，運営権者に代わり当該措置を行う

ことができ，これに要した費用を運営権者に求償することができる。この場合，運営権者は，県

の処分について異議を申し出ることができない。 

 

 （原状回復費用等） 

第82条 運営権者は，第80条第1項に規定する運営権設定対象施設の引渡しの時点においても要求水

準書に定める項目を満たさない事項が存在する場合には，第80条第1項第二文に規定する措置に加

えて，県に対し，要求水準を充足させるために必要となる費用等を支払うものとする。ただし，県

が認めた場合には，第80条第3項の規定による支払額及び同条第5項の規定により県が運営権者に

対して支払う本事業期間終了時の残存価値（ただし，第43条第5項の規定による引渡しの実施日が

属する事業年度の翌事業年度の末日が本事業終了日以降となる場合に限る。）から控除する方法に

より支払うことができる。 

 

 （契約不適合に関する責任） 

第83条 県又は県の指定する者は，第80条第1項の規定により引き渡された運営権設定対象施設又は

同条第2項及び第3項の規定により譲渡された資産に契約不適合（なお，経年劣化は契約不適合に

該当しない。以下本条において同じ。）があるときは，本事業終了日から1年以内に限り，運営権

者に対し，相当の期間を定めて，当該契約不適合の修補を請求し，又は修補に代えて若しくは修

補とともに損害の賠償を請求することができる（ただし，当該契約不適合から県又は県の指定す

る者に生じた損害又は費用等の額が1件につき100万円（消費税の額及び地方消費税の額を含まな

い金額とする。）を超えた場合に限る。）。また，第79条の規定により運営権者から県又は県の指

定する者に提供された情報等に契約不適合（情報の齟齬，矛盾，欠缺，権利の契約不適合を含むが
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これらに限られない。）が発見された場合についても同様とする（ただし，当該契約不適合から

県又は県の指定する者に生じた損害又は費用等の額が1件につき100万円（消費税の額及び地方消

費税の額を含まない金額とする。）を超えない場合であっても，運営権者は，県又は県の指定す

る者において当該情報の契約不適合を是正又は訂正できるよう，最大限協力するものとする。）。 

 

第14章 契約の解除又は終了及び解除又は終了に伴う措置 

 

第1節 本契約の全部解除又は終了事由 

 

 （運営権者の事由による本契約の解除） 

第84条 県は，次の各号に掲げる事由が発生したときは，催告することなく本契約の全部を解除す

ることができる（なお，本契約の一部のみの解除はできないものとする。）。 

(1)  運営権者の責めに帰すべき事由により本契約の履行が不能又は不能となることが明らかと

なったとき。 

(2)  運営権者が，破産，会社更生，民事再生，若しくは特別清算の手続又はこれらに類似する

手続について運営権者の株主総会又は取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者（運

営権者の取締役を含む。）によってその申立てがなされたとき。 

(3)  運営権者について手形取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停

止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置がなされたとき。 

(4)  運営権者の責めに帰すべき事由により，本事業開始日が本事業開始予定日より1ヶ月以上遅

延することが明らかとなったとき。 

(5)  正当な理由なく，運営権者が本事業等を放棄したと認められるとき。 

(6)  運営権者について，本事業等の実施に必要となる許認可等が終了し又は取り消され，かつ，

相当期間内にこれを復させることが困難であって，その結果，本事業等の継続が困難となっ

たとき。 

(7)  運営権者が，PFI法第29条第1項第1号イからトまでのいずれかに該当する場合であって，行

政手続法第13条第2項に該当し，又は同条第1項第1号の規定による聴聞手続を執った上で，運

営権が取り消されたとき。 

(8)  運営権者が適用ある法令等に関して重大な違反をしたと認められるとき。 

(9)  モニタリング基本計画書に定めるとき。 

(10)  第76条第2項に定める状態が解消されなかったとき。 

(11)  基本協定書の当事者が，基本協定書第7条第6項各号のいずれかに該当したとき。 

(12)  運営権者又はその親会社等（PFI法第9条第4号に規定する親会社等をいう。以下本項におい

て同じ。）の役員のうちに次のいずれかに該当する者があることが判明したとき。 

  成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令等上これらと同様に取り扱われている者 

  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令等上これと同様に取り扱われ

ている者 

  禁錮以上の刑（これに相当する外国の法令等による刑を含む。）に処せられ，その執行を

終わり，又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 
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  暴力団員等及びその他の関係者に該当する者 

  PFI法に基づく公共施設等運営権を取り消された者の役員であった者又はその取消しの日前

30日以内に当該取り消された者の役員であった者で，その取消しの日から5年を経過しない者 

  事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれ

かに該当する者 

(13)  運営権者が以下のいずれかに該当することが判明したとき。運営権者の親会社等について

も同様とする。 

  役員等（業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者をいい，相談役，顧

問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず，運営権者又は運営権者の親会社等に対

し業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する

ものと認められる者を含む。以下本号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日

から5年を経過しない者（以下本号において「暴力団員等」という。）であると認められると

き。 

  暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

  役員等が自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって，暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。 

  役員等が，暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し，又は便宜を供与するなど直接

的又は積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若しくは関与していると認められるとき。 

  役員等が，暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ

るとき。 

2  県は，次の各号に掲げる事由が発生したときは，運営権者に対して当該不履行を是正するのに

必要な合理的期間を設けて催告し，当該期間内に当該不履行が是正されない場合，解除事由を記

載した書面を送付することにより，直ちに本契約の全部を解除することができる（なお，本契約の

一部のみの解除はできないものとする。）。 

(1)  運営権者が本契約上の誓約事項又は表明保証事項に違反したとき。 

(2)  運営権者がその責めに帰すべき事由により本契約上の義務を履行しないとき。 

(3)  運営権者が法令等に違反したとき。 

(4)  運営権者が運営権対価を支払うべき期日を過ぎても支払わないとき。 

(5)  運営権者が本契約に基づいて県に提出した書類に重大な虚偽記載を行ったとき。 

(6)  運営権者の財務状況の著しい悪化，その他運営権者の責めに帰すべき事由により，本事業

等の継続が困難と合理的に判断されるとき。 

 

 （本事業開始日前のその他事由による解除） 

第85条 県又は運営権者は，県又は運営権者のいずれの責めにも帰すべきでない事由（不可抗力の

場合を除く。）により，本事業開始日が本事業開始予定日より6ヶ月以上遅延することが明らかと

なった場合，催告することなく本契約の全部を解除することができる（なお，本契約の一部のみ

の解除はできないものとする。）。 
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 （県の任意による解除） 

第86条 県は，公益上やむを得ない必要が生じたときは，6ヶ月以上前に運営権者に対して通知する

ことにより，本契約の全部を解除することができる（なお，本契約の一部のみの解除はできない

ものとする。）。 

 

 （県の事由による本契約の解除又は終了） 

第87条 県の責めに帰すべき事由により，県が本契約上の県の重大な義務に違反し，運営権者から

60日以上の当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告を受けたにもかかわらず，

当該期間内に当該不履行が是正されない場合又は県の責めに帰すべき事由により本契約に基づく

運営権者の重要な義務の履行が不能になった場合は，運営権者は，県に対し，解除事由を記載し

た書面を送付することにより，本契約の全部を解除することができる（なお，本契約の一部のみの

解除はできないものとする。）。 

2  県が各運営権設定対象施設の所有権を有しなくなった場合（不可抗力により滅失した場合を除

く。）は，PFI法第29条第4項の規定により，当該運営権設定対象施設に係る運営権は消滅し，当該

運営権設定対象施設に係る部分に限って本契約は当然に終了する。 

 

 （不可抗力による本契約の終了又は解除） 

第88条 各運営権設定対象施設が不可抗力により滅失した場合，当該運営権設定対象施設に係る運

営権は消滅し，当該消滅した運営権に係る運営権設定対象施設に係る部分に限って本契約は当然

に終了する。 

2  第64条第4項の規定により不可抗力を原因とする事業継続措置が行われる場合であって，本事業

等の復旧スケジュールを決定することができない場合又は復旧スケジュールに基づく本事業等の

再開が不可能若しくは著しく困難であることが判明した場合，県は，運営権者と協議の上，本契

約の全部を解除することができる（なお，本契約の一部のみの解除はできないものとする。）。

なお，運営権者との協議が整わないことは，県による解除権の行使を妨げるものではない。 

 

 （特定法令等変更又は特定条例等変更による本契約の解除） 

第89条 本事業期間中に発生した特定法令等変更（運営権者の責めに帰すべき事由により当該特定

法令等変更が行われた場合を除く。）により，本事業等の継続が不可能となったときは，県又は

運営権者は，本契約の全部を解除することができる（なお，本契約の一部のみの解除はできない

ものとする。）。 

2  本事業期間中に発生した特定条例等変更（運営権者の責めに帰すべき事由により当該特定条例

等変更が行われた場合を除く。）により，本事業等の継続が不可能となったときは，運営権者は，

本契約の全部を解除することができる（なお，本契約の一部のみの解除はできないものとす

る。）。 

 

第2節 本契約の一部解除等 

 

 （本契約の一部解除） 

第90条 第88条第2項又は第89条第1項の定めにかかわらず，県は，第88条第2項又は第89条第1項に
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定める解除事由が生じた場合，当該解除事由の対象となった9個別事業単位で，当該事業に係る部

分に限って本契約を一部解除することができるものとする。ただし，当該解除事由から本契約の

解除の範囲が明らかでない場合には，県は，運営権者と協議の上，本契約の解除範囲を決定する

ことができるものとする。 

2  第86条の定めにかかわらず，県は，第86条に定める解除事由（ただし，著しい事業環境の変化

によって9個別事業の一部の継続が不可能又は著しく困難になった場合に限る。）が生じた場合，

6ヶ月以上前に運営権者に対して通知することにより，当該解除事由の対象となった9個別事業単

位で，当該事業に係る部分に限って本契約を一部解除することができるものとする。 

 

 （大崎広域水道用水供給事業及び仙台北部工業用水道事業の共用施設に係る特則） 

第91条 県は，本契約の定めに従い，大崎広域水道用水供給事業に係る部分について本契約を一部

解除する場合，本契約のうち，仙台北部工業用水道事業に係る部分についても同時に解除するこ

とができるものとする。ただし，大崎広域水道用水供給事業に係る部分について本契約が一部解

除された場合において，仙台北部工業用水道事業に係る部分についての本契約が解除されなかっ

たときは，県及び運営権者は，速やかに大崎広域水道用水供給事業に係る部分の本契約の一部解

除に伴って必要となる仙台北部工業用水道事業に係る要求水準書の変更について協議する。 

2  第87条第2項又は第88条第1項の規定により，大崎広域水道用水供給事業に係る部分について本

契約が一部終了した場合，本契約の他の定めにかかわらず，仙台北部工業用水道事業に係る部分

についての本契約も当然に終了するものとする。 

 

第3節 本契約の合意解除 

 

 （合意解除） 

第92条 県及び運営権者は，合意により本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合，

本契約に別途定めるほか，解除の効果については県及び運営権者の合意により決定する。 

 

第4節 解除又は終了の効果（全事由共通） 

 

 （本事業開始日前の解除又は終了の効果） 

第93条 本事業開始日前に，第84条から第92条までの規定により本契約の全部又は一部が解除され，

又は終了した場合，第79条から第83条までの規定は適用しない。ただし，当該解除又は終了時点ま

でに第9条第1項の規定により義務事業の承継等を実施していた場合には，承継等に際して交付さ

れた資産又は資料の返還等の必要な措置を行うものとする。この場合，当該承継等及び措置に要

した費用は各自これを負担する。 

 

 （本事業開始日以後の解除又は終了の効果） 

第94条 本事業開始日以後に，第84条から第92条までの規定により本契約の全部又は一部が解除さ

れ，又は終了した場合，第79条から第83条までの規定（ただし，第80条第5項及び第6項の規定を

除く。）につき，「本事業終了日」を「本契約の全部又は一部の解除又は終了日」に適宜読み替え

て適用する。ただし，以下の各号に記載されている規定については，各号の定めに従う。 

(1)  第79条柱書については，以下のように読み替える。 
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 「本契約の全部又は一部の解除又は終了日以降速やかに，運営権者は，自らの責任及び費

用負担により，県又は県の指定する者に本事業等が円滑に引き継がれるよう，次の各号に掲

げる内容を含む事業の引継ぎをしなければならない。」 

(2)  第79条第1号については，以下のように読み替える。 

 「(1) 運営権者は，本契約の全部又は一部の解除又は終了日以降速やかに，運営権設定対

象施設について機能確認を行うとともに，要求水準書の定めに従い，①県に対する施設機能

確認報告書の提出及び②県又は県の指定する者に対する技術指導を行わなければならない。」 

(3)  第79条第2号については，以下のように読み替える。 

 「(2) 運営権者は，要求水準書の定めに従い，本契約の全部又は一部の解除又は終了日以

降速やかに，引継事項を記載した文書を県に提出しなければならない。」 

2  前項の規定のほか，本事業開始日以後に，第84条から第92条までの規定により本契約の全部又は

一部が解除され，又は終了した場合であって，当該解除又は終了日において，県への引渡しが完

了していない改築業務の工事目的物について出来形部分がある場合には，県は，当該出来形部分

を検査の上引き受けることができる。ただし，当該改築業務の出来形部分が流域下水道事業にお

ける改築業務の出来形部分である場合，県は，当該出来形部分を検査の上，引き受けなければな

らない。 

3  前項の規定により県が出来形部分を引き受ける場合（流域下水道事業における改築業務の出来

形部分を引き受ける場合を含む。），県は，当該出来形部分の価格相当額から当該出来形部分に

係る改築業務に関し県が支払済の費用（もしあれば。）を減じた額を運営権者に支払うものとす

る。この場合，第1項によって読み替える第80条第7項の定めを適用する。 

4  第1項の場合において，運営権者は，県又は県の指定する者による本事業等の実施に協力するた

め，本契約が解除又は終了した後合理的に必要な期間，県又は県の指定する者の行う本事業等に

係る業務について合理的な範囲で協力を行うものとする。 

5  第1項の場合において，運営権者は，本契約の全部又は一部の解除又は終了日以降の期間に，解

除又は終了の対象となった運営権設定対象施設に係る利用料金を収受することはできない。運営

権者は，利用料金収受代行業務委託契約の終了に伴い，県が収受した利用料金について，県と協

議の上，精算を行う。 

6  本契約の全部又は一部の解除又は終了日までに第80条第5項の規定による県の支払が完了した施

設に係る本事業期間終了時の残存価値の支払は，当該県による支払済みの金額と，本契約の全部又

は一部の解除又は終了日における当該施設の本事業期間終了時の残存価値相当額との差額を，第1

項によって読み替える第80条第7項に規定する期限までに運営権者が別途指定する銀行口座に振り

込む方法により，行うものとする。 

 

第5節 解除又は終了の効果（運営権者の事由による解除又は終了） 

 

 （契約解除違約金等－運営権者事由解除又は終了） 

第95条 第84条各項又は第87条第2項（運営権者の責めに帰すべき事由による場合に限る。）の規定

により本契約の全部又は一部が解除され，又は終了した場合（第91条第2項の規定により本契約の

一部が終了した場合を含む。），運営権者は，県に対して県の指定する期限までに次項に定める

契約解除違約金その他の金員を一括で支払わなければならない。この場合において，県は，第57条
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第1項の規定により収受し，保管している利用料金相当額を，運営権者からの契約解除違約金の支

払に充当することができる。 

2  前項に定める契約解除違約金の額は，解除又は終了の対象となった9個別事業ごとに別紙12に定

める額とし，運営権者は，当該本契約の解除又は終了に起因して県が被った損害額が契約解除違

約金の額を上回るときは，その差額を，県の請求に基づき支払わなければならない。ただし，県

の責めに帰すべき事由により運営権者に生じた損害がある場合には，当該運営権者の損害相当額

を，当該県が被った損害額（ただし，当該県が被った損害額が契約解除違約金の額以下である場

合には契約解除違約金の額）から控除する。 

3  第1項の場合，運営権者が第1項の規定による違約金その他の金員の支払を完了したときは，県

は，受領済の運営権対価のうち，残余の運営権の存続期間に対応する運営権対価相当額を運営権

者に支払う。 

 

 （運営権取消等－運営権者事由解除） 

第96条 第84条各項の規定により本契約の全部が解除された場合，PFI法第29条第1項第1号ホに規定

する重大な違反があったものとして，行政手続法第13条第1項第1号に規定する聴聞手続を執った上

で（同条第2項に該当するときは直ちに），県は PFI法第29条第1項第1号の規定により，すべての

運営権設定対象施設に係る運営権を取り消し，県及び運営権者は，遅滞なく運営権の抹消登録を行

う。また，第87条第2項（運営権者の責めに帰すべき事由による場合に限る。）の規定により本契約

の全部又は一部が終了した場合（第91条第2項の規定により本契約の一部が終了した場合を含む。）

には，県及び運営権者は，遅滞なく終了の対象となった運営権設定対象施設に係る運営権の抹消

登録を行う。 

 

第6節 解除又は終了の効果（県の事由又は双方無責の事由による解除又は終了） 

 

 （運営権取消等及び損失の補償－県事由又は双方無責の事由による解除又は終了） 

第97条 第85条，第86条，第87条第1項，第89条第2項又は第90条第2項の規定により本契約の全部又は

一部が解除された場合（第91条第1項の規定により本契約の一部が解除された場合を含む。），県

は，行政手続法第13条第1項第1号の規定による聴聞手続を執った上で（同条第2項に該当するとき

は直ちに），PFI法第29条第1項第2号の規定により解除の対象となった運営権設定対象施設に係る

運営権を取り消し，県及び運営権者は，遅滞なく当該運営権の抹消登録を行う。また，第87条第2

項（運営権者の責めに帰すべき事由による場合を除く。）の規定により本契約の全部又は一部が終

了した場合（第91条第2項の規定により本契約の一部が終了した場合を含む。）には，県及び運営

権者は，遅滞なく終了の対象となった運営権設定対象施設に係る運営権の抹消登録を行う。 

2  前項の場合（第85条の規定により本契約が解除された場合を除く。また，第87条第2項の規定に

よる本契約の全部又は一部の終了（第91条第2項の規定により本契約の一部が終了した場合を含

む。）については，運営権者の責めに帰すべき事由による場合を除く。），県は，運営権者に対

して，解除又は終了の対象となった9個別事業ごとに，別紙12に定める額の契約解除違約金を支払

う。この場合，県は，当該本契約の解除に起因して運営権者が被った損害額（ただし，当該解除

に起因して直接的に生じた損害に限るものとし，逸失利益相当額は含まない。）が契約解除違約

金の額を上回るときは，その差額を，運営権者の請求に基づき支払う。ただし，運営権者の責め

に帰すべき事由により県に生じた損害がある場合には，当該損害相当額を県の支払額から控除す
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る。 

3  第1項の場合，県は，受領済の運営権対価のうち，残余の運営権の存続期間に対応する運営権対

価相当額を運営権者に支払う。 

 

第7節 解除又は終了の効果（特定法令等変更による解除） 

 

 （運営権放棄等及び損失の負担－特定法令等変更による解除） 

第98条 第89条第1項又は第90条第1項（第89条第1項に定める解除事由による場合に限る。）の規定に

より本契約の全部又は一部が解除された場合（第91条第1項の規定により本契約の一部が解除され

た場合を含む。）には，運営権者は，解除の対象となった運営権設定対象施設に係る運営権を放棄

するものとし，県及び運営権者は，遅滞なく当該運営権の抹消登録を行う。 

2  前項の場合，県及び運営権者のいずれも，自らに生じた損失については，自ら負担するものとす

る。 

3  第1項の場合，県は，受領済の運営権対価のうち，残余の運営権の存続期間に対応する運営権対

価相当額を運営権者に支払う。 

 

第8節 解除又は終了の効果（不可抗力による解除又は終了） 

 

 （運営権放棄等及び損害の負担－不可抗力解除） 

第99条 第88条第1項の規定により本契約の全部又は一部が終了した場合（第91条第2項の規定によ

り本契約の一部が終了した場合を含む。）には，県及び運営権者は，遅滞なく終了の対象となっ

た運営権設定対象施設に係る運営権の抹消登録を行う。また，第88条第2項又は第90条第1項（第88

条第2項に定める解除事由による場合に限る。）の規定により本契約の全部又は一部が解除された

場合（第91条第1項の規定により本契約の一部が解除された場合を含む。），県は，自らの判断に

より，運営権者に対して，解除の対象となった運営権設定対象施設に係る運営権を放棄させる又

は県の指定する者に無償で譲渡させることができ，運営権者は県の指示に従うものとする。 

2  県及び運営権者のいずれも，第88条第1項若しくは第2項又は第90条第1項（第88条第2項に定める

解除事由による場合に限る。）の規定による本契約の解除又は終了（第91条第1項又は第2項の規

定による本契約の一部の解除又は終了が同時になされた場合，当該解除又は終了を含む。）によ

って生じた損害については，自ら負担するものとする。 

3  第1項の場合，県は，受領済の運営権対価のうち，残余の運営権の存続期間に対応する運営権対

価相当額を運営権者に支払う。 

 

第15章 知的財産権 

 

 （知的財産権の帰属等） 

第100条 県が，本事業等の募集段階又は本契約に基づき，運営権者に対して提供した情報，書類及

び図面等（県が著作権を有しないものを除く。）について，著作権，特許権，実用新案権，意匠

権，営業秘密の権利，商標権その他一切の知的財産権（以下本章において「知的財産権」とい

う。）が存する場合，その知的財産権は，県に帰属する。 
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 （著作権の利用等） 

第101条 県は，成果物について，県の裁量により無償で利用する権利及び権限を有するものとし，

その利用の権利及び権限は，本契約の終了後も存続するものとする。 

2  県の指定する者に対して運営権設定対象施設について新たに運営権が設定される場合及び県の

指定する者が運営権者の所有する資産を買い取る場合，前項の利用の権利及び権限は，本契約終

了後，県の指定する者も有するものとする。 

3  成果物及び運営権設定対象施設のうち著作権法第2条第1項第1号に規定する著作物に該当するも

のに係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利（次条において「著作者の権利」という。）

の帰属は，同法の定めるところによる。 

4  運営権者は，県（第2項における県の指定する者を含む。）が成果物及び運営権設定対象施設を

次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず，自ら又は著作者

（運営権者を除く。）をして，著作権法第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し，又は

させてはならない。 

(1)  著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は運営権設定対象施設の内容を

自ら公表し，若しくは広報に使用し，又は県が認めた公的機関をして公表させ，若しくは広

報に利用させること。 

(2)  成果物を他人に閲覧させ，複写させ，又は譲渡すること。 

(3)  必要な範囲で，県又は県が委託する第三者をして，成果物について，複製，頒布，展示，

改変，翻案その他の修正をすること。 

(4)  運営権設定対象施設を写真，模型，絵画その他の方法により表現すること。 

(5)  本契約終了後，運営権設定対象施設を増築，改築，修繕若しくは模様替えにより改変し，

又は取り壊すこと。 

5  運営権者は，自ら又は著作者若しくは著作権者をして，次の各号に掲げる行為をし，又はさせ

てはならない。ただし，本契約で別途定める場合及びあらかじめ県の承認を得た場合は，この限

りではない。 

(1)  成果物及び運営権設定対象施設の内容を公表すること。 

(2)  運営権設定対象施設に著作者の実名又は変名を表示すること。 

(3)  成果物を他人に閲覧させ，複写させ，又は譲渡すること。 

 

 （著作権等の譲渡禁止） 

第102条 運営権者は，自ら又は著作権者をして，成果物及び運営権設定対象施設に係る著作者の権

利を第三者に譲渡し，若しくは継承し，又は譲渡させ，若しくは継承させてはならない。ただし，

事前に県の書面による承認を得た場合は，この限りではない。 

 

 （第三者の有する著作権の侵害防止） 

第103条 運営権者は，成果物及び運営権設定対象施設（運営権者が改築を行った部分に限る。以下

本条において同じ。）が，第三者の有する著作権を侵害するものでないことを県に対して保証す

る。 

2  運営権者は，成果物又は運営権設定対象施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において，
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当該第三者に対して損害の賠償を行い，又は必要な措置を講じなければならないときは，運営権

者がその賠償額を負担し，又は必要な措置を講ずるものとする。なお，本項の規定は本契約の終

了後も存続するものとする。 

 

 （第三者の知的財産権の侵害防止） 

第104条 運営権者は，本契約の履行に当たり，前条のほか，第三者の有する知的財産権を侵害しな

いこと及び運営権者が県に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産権を侵害して

いないことを県に対して保証する。 

2  運営権者が本契約の履行にあたり第三者の有する知的財産権を侵害し，又は運営権者が県に対

して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産権を侵害する場合には，運営権者

は，運営権者の責めに帰すべき事由の有無の如何にかかわらず，当該侵害に起因して県又は県の

指定する者に直接又は間接に生じたすべての損失，損害及び費用につき，県又は県の指定する者

に対して補償及び賠償し，又はこれらの者が指示する必要な措置を行う。ただし，運営権者の当

該侵害が，県の特に指定する方法等を使用したことに起因する場合には，この限りではない。な

お，本項の規定は，本契約の終了後も存続するものとする。 

 

 （新技術の導入） 

第105条 運営権者は，知的財産権の対象となっている技術等（以下本条において「知的財産権対象

技術」という。）を使用するときは，その使用に関する一切の責任を負わなければならない。た

だし，県が当該知的財産権対象技術の使用を指定した場合であって運営権者が当該知的財産権の

存在を過失なく知らなかったときは，県は，運営権者がその使用に関して要した費用を負担しな

ければならない。 

2  運営権者は，自己が知的財産権を保有する知的財産権対象技術を義務事業又は附帯事業に導入

した場合，県及び県が指定する者に対し，本契約終了後における運営権設定対象施設の運営のた

めの当該導入技術の利用を，無償かつ無期限で許諾したものとみなす。 

3  運営権者は，第三者（運営権者の株主を含むが，これに限られない。）が知的財産権を保有す

る知的財産権対象技術を義務事業又は附帯事業に導入した場合，当該第三者をして，県及び県が

指定する者に対し，本契約終了後における運営権設定対象施設の運営のための当該導入技術の利

用を，無償かつ無期限で許諾させなければならない。ただし，本契約終了日において運営権者が

当該第三者に対して当該導入技術の利用に係る対価の支払義務を負っている場合で，当該対価の

支払が当該導入技術の利用期間に応じて定期的に行われていたものである場合には，有償（県が

合理的と認める範囲に限るものとし，かつ，合理的な理由のない限り運営権者が負担していた金

額を上限とする。）かつ無期限で許諾させることで足りる。また，当該第三者が運営権者の株主

以外の第三者である場合には，運営権者は，当該第三者をして，当該導入技術の利用を無償（た

だし，県が別途認める場合は有償）かつ無期限で許諾させるよう最大限努力することで足りるも

のとする。 

 

第16章 その他 

 

 （経営審査委員会の設置） 

第106条 県は，本事業等の実施に関し，以下に定める事項について中立かつ公平な意見を表明する
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機関として，経営審査委員会を設置する。 

(1)  運営権者によるモニタリング結果及び県によるモニタリング結果 

(2)  予測困難な環境変化に起因する運営権者収受額の定期改定又は運営権者収受額の臨時改定

の内容 

(3)  利用料金の改定内容 

(4)  改築計画書の内容 

(5)  第80条第2項に定める本事業期間終了時の残存価値の算定内容 

(6)  県及び運営権者の間の紛争内容 

(7)  前各号のほか，本契約において経営審査委員会による意見を求めることとされている事項 

(8)  前各号のほか，本事業等に関し経営審査委員会による意見表明が必要と県が合理的に認め

る事項 

2  経営審査委員会の設置及び運営に係る事項は，県が条例によって定めるものとする。 

3  県及び運営権者は，経営審査委員会が表明した意見を最大限尊重するものとする。 

 

 （公租公課） 

第107条 本契約に関連して生じる公租公課は，すべて運営権者の負担とする。 

2  県は，改築業務に関して運営権者に対して支払う対価（第80条第2項の規定により支払われるも

のを含む。）については，適用のある消費税及び地方消費税相当額を付して支払うほか，本契約に

関連するすべての公租公課について本契約に別段の定めのある場合を除き負担しない。 

 

 （個人情報の保護） 

第108条 運営権者は，本事業等の実施に当たり，個人情報を取り扱う場合は，知り得た個人情報の

内容をみだりに他人に知らせ，又は不当な目的に使用してはならず，本事業期間が終了した後に

おいても同様とする。 

2  運営権者は，本事業等の実施に当たり，個人情報を取り扱う場合は，法令等の規定に従うほか，

県の指示を受けて適正に取り扱うものとする。 

3  運営権者は，本事業等の実施に当たり，個人情報を収集するときは，本契約の目的を達成する

ために必要な範囲内で，適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

4  運営権者は，本事業等の実施に当たり，収集，作成した個人情報を，県の指示又は承認を得る

ことなしに本契約の目的以外に使用し，又は第三者に提供してはならない。 

5  運営権者は，県が承認した場合を除き，個人情報の処理は自ら行い，第三者にその処理を委託

してはならない。 

6  運営権者は，県が承認した場合を除き，本事業等の実施に当たり，県から提供された個人情報

が記録された資料等を複写し，又は複製してはならない。 

7  運営権者は，個人情報の取扱いの状況について県が随時の調査を実施する場合には協力しなけ

ればならない。 

8  前項の調査の結果，県は，個人情報の取扱いが不適正と認められるときは，必要な勧告を行う

ことができる。 
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9  運営権者は，本事業等の実施に当たり，県から提供を受け，又は自らが取得し，若しくは作成

した個人情報が記録された資料等を，本事業期間が終了した後直ちに県に返還し，又は引き渡す

ものとする。ただし，県が別に指示したときは，その指示に従うものとする。 

10 運営権者は，本事業等の遂行により知り得た個人情報の漏えい，滅失，き損の防止，並びに本

人からの開示の申出，苦情及び異議の申出への適切かつ迅速な対応その他個人情報の適正な管理

の確保を図るために，個人情報保護条例（平成8年宮城県条例第27号）の趣旨に沿った取扱規程等

を作成し，公表するものとする。 

11 前項の個人情報の取扱規程等を定めるにあたっては，運営権者は，県と協議するものとする。

当該個人情報の取扱規程等を変更する場合も同様とする。 

12 個人情報の開示に当たって，個人情報の記載された資料等の写しの交付をする場合で，当該写

しの交付に要する費用の負担を開示の申出者に求めるときは，その旨を第10項の取扱規程等に定

めなければならない。 

 

 （情報公開） 

第109条 県及び運営権者は，本契約締結日において，優先交渉権者によって，本事業等の実施に当

たり作成され，又は取得された文書等であって，運営権者が管理しているものの公開について，

情報公開条例（平成11年宮城県条例第10号）の趣旨に沿った情報公開取扱規程が作成され，当該

情報公開取扱規程について県が承認済みであることを確認する。運営権者は，本契約締結後速やか

に当該情報公開取扱規程を公表するものとし，当該情報公開取扱規程に従って本事業等に関する

情報公開を適時に行うものとする。 

 

 （秘密保持義務） 

第110条 県は，本契約に関する情報を開示することができる。ただし，次の各号に掲げる情報を他

の者に開示することはできない。 

(1)  法令等の規定により公開することができないとされている情報。 

(2)  個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって，特定の

個人が識別され，若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが，

開示することにより，なお個人の権利利益が害されるおそれがあるもの。ただし，次に掲げ

る情報を除く。 

  法令の規定により又は慣行として公開され，又は公開することが予定されている情報。 

  当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和22年法律第120号）第2条第1項に規定する国家公

務員（独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第2条第4項に規定する行政執行法人の役

員及び職員を除く。），独立行政法人等（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法

律（平成13年法律第140号）第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下本条において

同じ。）の役員及び職員，地方公務員法（昭和25年法律第261号）第2条に規定する地方公務

員並びに地方独立行政法人及び公社の役員及び職員をいう。）である場合において，当該情

報がその職務の遂行に係る情報であるときは，当該情報のうち，当該公務員等の職，氏名及

び当該職務遂行の内容に係る部分。 

(3)  法人その他の団体（国，独立行政法人等，地方公共団体，地方独立行政法人及び公社を除

く。以下本条において「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に
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関する情報であって，開示することにより，当該法人等又は当該個人の権利，競争上の地位

その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし，事業活動によって生じ，又は生

ずるおそれのある危害から人の生命，身体，健康，生活又は財産を保護するため，開示する

ことが必要であると認められる情報を除く。 

(4)  開示することにより，犯罪の予防，鎮圧又は捜査，公訴の維持，刑の執行その他の公共の

安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると実施機関（県の知事，公営企業管理者，教

育委員会，選挙管理委員会，人事委員会，監査委員，公安委員会，警察本部長，労働委員会，

収用委員会，海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会，県が設立した地方独立行政法

人並びに公社をいう。）が認めることにつき相当の理由がある情報。 

(5)  県の機関，県が設立した地方独立行政法人，公社又は国等（国，独立行政法人等，地方公

共団体，地方独立行政法人（県が設立したものを除く。）その他の公共団体をいう。以下こ

の項において同じ。）の機関が行う衛生，営業，建築，交通等に係る規制等に関する情報で

あって，開示することにより，人の生命，身体，健康，生活又は財産の保護に支障が生ずる

おそれのあるもの。 

(6)  県，県が設立した地方独立行政法人，公社又は国等の事務事業に係る意思形成過程におい

て行われる県の機関内部若しくは機関相互の間若しくは県が設立した地方独立行政法人若し

くは公社の内部又は県の機関，県が設立した地方独立行政法人，公社及び国等，国等の機関

の相互の間における審議，検討，調査，研究等に関する情報であって，開示することにより，

当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずると明らかに認められ

るもの。 

(7)  県の機関，県が設立した地方独立行政法人，公社又は国等の機関が行う検査，監査，取締

り，争訟，交渉，渉外，入札，試験その他の事務事業に関する情報であって，当該事務事業

の性質上，開示することにより，当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成

できなくなり，又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずると認められ

るもの。 

2  運営権者は，県の事前の承認がない限り，次の各号に掲げる場合を除き，本事業に関して知り

得た県の秘密及び運営権者が本事業の実施を通じて知り得た情報を他の者に開示してはならない。

なお，次の各号に掲げる場合において，開示の方法について県が指示した場合には，当該指示に

従うものとする。 

(1)  特定の第三者に対して開示することが予定されている情報を当該第三者に対して開示する

場合 

(2)  ①当該情報を知る必要のある運営権者の従業員等若しくは弁護士，公認会計士，税理士等

の専門家，又は②当該情報を知る必要のある者としてあらかじめ県と運営権者の間で合意さ

れた会社等若しくはそれらの従業員等若しくは弁護士，公認会計士，税理士等の専門家に対

して，運営権者と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合 

(3)  本条の定めに違反することなく第三者に既に知られている情報を，当該第三者に対して開

示する場合 

(4)  既に公知の事実となっている情報を，第三者に対して開示する場合 

(5)  法令等又は裁判所の命令により開示を求められた情報を開示する場合 
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3  前二項の定めは，県及び運営権者による本契約の完全な履行又は本契約の終了にかかわらず，

有効に存続する。 

4  県は，本契約締結後，本契約の内容を県のホームページ上で公表することができるものとし，

運営権者はあらかじめこれを承認する。 

 

 （金融機関等との協議） 

第111条 県は，必要と認めた場合には，本事業等に関して，運営権者に融資等を行う金融機関等と

の間で協定書を締結する。県がかかる協定書を締結する場合には，次の各号に掲げる事項を定め

る。 

(1)  県が本契約に関して運営権者に損害賠償を請求し，又は本契約を終了させる際の金融機関

等への事前通知及び金融機関等との協議に関する事項。 

(2)  本議決権株式の全部又は一部を，株主から第三者に対して譲渡させるに際しての金融機関

等との間で行う事前協議に関する事項。 

(3)  金融機関等が運営権者への融資について期限の利益を喪失させ，又は担保権を実行するに

際しての県との間で行う事前協議及び県に対する通知に関する事項。 

(4)  県による本契約の解除に伴う措置に関する事項。 

(5)  運営権者が保有する権利及び資産に金融機関等が担保を設定し，又は行使する際の県との

間で行う事前協議に関する事項（第2号で定める事項を除く。）。 

 

 （兼業禁止） 

第112条 運営権者は，本事業等に係る業務以外の業務を行ってはならない。ただし，あらかじめ県

の承認を得た場合は，この限りでない。 

 

 （遅延利息） 

第113条 県又は運営権者が，本契約に基づく支払を遅延した場合には，未払額につき履行すべき日

（以下本条において「履行期日」という。）の翌日（同日を含む。）から当該金銭債務の支払が

完了した日（同日を含む。）までの期間の日数に応じ，政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率

（昭和24年大蔵省告示第991号）に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息

を相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は，年365日の日割計算

とする。 

2  県は，本契約に基づいて生じた運営権者に対する債権及び債務を，法令等の範囲内において対

当額で相殺することができる。 

 

 （管轄裁判所） 

第114条 本契約に関連して発生したすべての紛争は，仙台地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁

判所とする。 

 

 （その他） 

第115条 本契約に定める請求，通知，報告，勧告，命令，処分，承諾，承認及び契約終了告知並び

に解除は，相手方に対する書面をもって行われなければならない。なお，県及び運営権者は，当
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該請求等の宛先をそれぞれ相手方に対して別途通知するものとする。 

2  本契約の履行に関して県と運営権者の間で用いる言語は，日本語とする。 

3  本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は，日本円とする。 

4  本契約の履行に関して県と運営権者の間で用いる計算単位は，本契約，募集要項等，要求水準

書又は提案書類に特別の定めがある場合を除き，計量法（平成4年法律第51号）に定めるところによ

るものとする。 

5  本契約の履行に関する期間の定めについては，本契約，募集要項等，要求水準書又は提案書類

に特別の定めがある場合を除き，民法及び会社法の定めるところによるものとする。 

6  本契約は，日本国の法令等に準拠し，日本国の法令等に従って解釈するものとする。 

 

 （疑義に関する協議） 

第116条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合，又は本契約の解釈に関して疑

義が生じた場合は，その都度，県及び運営権者が誠実に協議して，必要に応じて経営審査委員会

に意見を求めた上で，当該経営審査委員会の意見を最大限尊重して，これを定めるものとする。 
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別紙1 定義集 

 

(1) 「阿武隈川下流流域下水道事業」とは，別紙2第1項(7)に記載される施設を用いて実施される

下水道法に定める流域下水道事業をいう。 

(2) 「維持管理」とは，運転管理，保守点検及び修繕の総称をいう。 

(3) 「維持管理負担金」とは，下水道法（昭和33年法律第79号）第31条の2第1項並びに宮城県公

営企業設置条例第6条の2第1項の規定により流域関連市町村が県に対して負担する負担金をい

う。 

(4) 「委託禁止業務」とは，法令等上委託が禁止されている業務及び委託等を禁止する業務として

要求水準書に定める業務をいう。 

(5) 「運営権」とは，運営権設定対象施設について，運営権設定日付で運営権者に別紙2第1項(1)か

ら(9)までに掲げる施設単位で設定された， PFI法第2条第7項に定義される公共施設等運営権を

総称して又は個別にいう。 

(6) 「運営権者」とは，株式会社みずむすびマネジメントみやぎをいう。 

(7) 「運営権者収受額」とは，9個別事業ごとに，義務事業（ただし，関連業務を除く。）及び附

帯事業（ただし，本契約において運営権者が費用負担をしないこととされている業務を除

く。）の実施に必要となる額として提案書類において提示された別紙3第2項に記載する金額

（消費税の額及び地方消費税の額を含まない金額とする。）をいう。 

(8) 「運営権者収受額の構成項目」とは，別紙3第3項に掲げる運営権者収受額の構成項目を総称

して又は個別にいう。 

(9) 「運営権者収受額の定期改定」とは，第55条第2項の規定により，料金等の定期改定日に行わ

れる，月次運営権者収受額の改定をいう。 

(10) 「運営権者収受額の臨時改定」とは，第56条第1項に従って，県及び運営権者が必要に応じて

行う，月次運営権者収受額の改定をいう。 

(11) 「運営権者承継対象契約」とは，別紙5-1第2項に記載の運営権者への承継対象となる契約等を

いう。 

(12) 「運営権者譲渡対象資産」とは，別紙5-1第3項記載の手続において運営権者への譲渡対象とな

る動産をいう。 

(13) 「運営権設定対象施設」とは，別紙2第1項(1)から(9)までに記載される施設を総称して又は個

別にいう。 

(14) 「運営権設定日」とは，令和●年●月●日をいう。 

(15) 「運営権対価」とは，第18条第1項の規定により，9個別事業ごとに運営権者から県に対して

支払われる別紙3第1項に記載する金額をいう。 

(16) 「運営事業BCP」とは，運営権者が要求水準に従い作成する本事業等に対する事業継続計画で

ある宮城県上工下水一体官民連携運営事業（みやぎ型管理運営方式）業務継続計画書をいう。 

(17) 「運転管理」とは，要求水準に従い，運営権設定対象施設その他要求水準に定める施設又は

設備において安定的な水処理等を行うほか，日常点検，水質検査等を行うことをいう。 

(18) 「大崎広域水道用水供給事業」とは，別紙2第1項(1)に記載される施設を用いて実施される水
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道法に基づく水道用水供給事業をいう。 

(19) 「会社法」とは，会社法（平成17年法律第86号）をいう。 

(20) 「改築」とは，更新，長寿命化及び附設の総称をいう。 

(21) 「改築計画書」とは，要求水準書に従って作成される改築に係る計画で，第39条第2項又は第

3項の規定により県の承認を得たものをいう。 

(22) 「改築計画書（案）」とは，改築提案書に記載された内容に基づき運営権者によって作成さ

れる改築に係る計画の案をいう。 

(23) 「改築実施基本協定」とは，第45条第1項の規定により，県と運営権者の間で各料金期間中に

実施される流域下水道事業に係る改築業務に関して締結される別紙9-1の様式による協定をい

う。 

(24) 「改築提案書」とは，優先交渉権者によって作成及び提出された，改築に係る計画が記載さ

れた提案書をいう。 

(25) 「株主誓約書」とは，基本協定書に定める様式に従い，本議決権株主が県に対して差し入れた

株主誓約書をいう。 

(26) 「関連業務」とは，第22条第1項第6号に定める関連業務をいう。 

(27) 「関連業務要請者」とは，運営権者に対して関連業務の実施を要請する者を総称して又は個別

にいう。 

(28) 「関連資料集」とは，募集要項等のうち，関連資料集として特定された文書をいう。 

(29) 「管路等」とは，①水道用水供給事業及び工業用水道事業においては場外等の管路，弁室

（空気弁及び手動弁が設置されている弁室をいう。），マンホール，ハンドホール，弁きょ，

鉄蓋，管路上にある手動弁，水管橋及びトンネルをいい，②流域下水道事業においては，場

外の管路，マンホール，マンホール蓋及び管路上にある手動弁をいう。 

(30) 「基本協定書」とは，県と優先交渉権者構成員との間で令和3年4月13日に締結された宮城県

上工下水一体官民連携運営事業（みやぎ型管理運営方式）基本協定書をいう。 

(31) 「義務事業」とは，第22条第1項各号に定める各事業の総称をいう。 

(32) 「9個別事業」とは，①大崎広域水道用水供給事業，②仙南・仙塩広域水道用水供給事業，③

仙塩工業用水道事業，④仙台圏工業用水道事業，⑤仙台北部工業用水道事業，⑥仙塩流域下

水道事業，⑦阿武隈川下流流域下水道事業，⑧鳴瀬川流域下水道事業，及び⑨吉田川流域下

水道事業を総称して又は個別にいう。 

(33) 「行政手続法」とは，行政手続法（平成5年法律第88号）をいう。 

(34) 「許認可等」とは，許可，認可，指定及びその他の形式の行政行為をいう。 

(35) 「国補助金等」とは，下水道法第34条の規定により国から県に対し支給される補助金又は交

付金をいう。 

(36) 「経営」とは，事業計画の作成，実施体制の確保，財務管理，危機管理，情報公開及び説明，

利用料金の収受，技術管理，環境対策，地域貢献，モニタリング等事業全体を管理・遂行する

ことをいう。 

(37) 「経営審査委員会」とは，本事業等の実施に関し，運営権者によるモニタリング結果及び県

によるモニタリング結果等について中立かつ公平な意見を表明する県の附属機関として設置
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された，宮城県企業局経営審査委員会をいう。 

(38) 「経営に関する業務」とは，要求水準書第2に定める業務をいう。 

(39) 「契約解除違約金」とは，第95条第2項又は第97条第2項の規定により，運営権者又は県が支

払義務を負う違約金をいう。 

(40) 「下水道法」とは，下水道法（昭和33年法律第79号）をいう。 

(41) 「月次運営権者収受額」とは，本事業期間を20年間として運営権者収受額を均等割した月次

の運営権者収受額であって，9個別事業ごとに，別紙3第2項に掲げる金額をいう。 

(42) 「県内市町村等」とは，宮城県内の市町村及び県が別途指定する一部事務組合をいう。 

(43) 「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」とは，公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法

（昭和26年法律第97号）をいう。 

(44) 「工業用水使用者」とは，現在又は将来において，各工業用水道事業に係る工業用水の供給

を受ける者を総称して又は個別にいう。 

(45) 「工業用水道事業」とは，①仙塩工業用水道事業，②仙台圏工業用水道事業，及び③仙台北

部工業用水道事業を総称して又は個別にいう。 

(46) 「工業用水道事業法」とは，工業用水道事業法（昭和33年法律第84号）をいう。 

(47) 「公社」とは，宮城県住宅供給公社，宮城県道路公社及び宮城県土地開発公社をいう。 

(48) 「更新」とは，①所定の耐用年数と機能を新たに確保するため，運営権設定対象施設その他要

求水準書に定める施設又は設備に係る既存の設備の全部を取り換えること，又は②義務事業

の実施に必要な設備を導入することをいう。 

(49) 「事業計画書」とは，全体事業計画書，中期事業計画書及び年間事業計画書をいう。 

(50) 「事業継続措置」とは，運営権者による事業継続のために，県が公共土木施設災害復旧事業費

国庫負担法等の規定に基づく国庫負担の申請等により，運営権設定対象施設を復旧するために

実施する措置をいう。 

(51) 「事業年度」とは，運営権者の事業年度として定められる，各暦年の4月1日に始まり，翌年

の3月31日に終了する1年間（本契約締結年度にあっては，契約締結日から次に到来する3月31

日までの期間）をいう。 

(52) 「四半期」とは，毎年4月1日から6月末日まで，7月1日から9月末日まで，10月1日から12月末

日まで，及び翌年1月1日から3月末日までの各期間をいう。 

(53) 「修繕」とは，老朽化した施設又は故障若しくは損傷した施設を対象として，対象施設の所

定の耐用年数内において機能を維持するために行う工事その他の行為（ただし，更新を伴わ

ないものとする。）をいう。 

(54) 「受水市町村」とは，現在又は将来において，各水道用水供給事業に係る水道用水の供給を

受ける宮城県内の市町村を総称して又は個別にいう。 

(55) 「消化ガス発電施設」とは，本契約締結日において株式会社大原鉄工所が所有し，運営する，

仙塩流域下水道事業において発生した消化ガスを用いる発電施設であって，別紙2第4項に掲

げる施設をいう。 

(56) 「上・工水道料金」とは，宮城県公営企業設置条例第6条第1項の規定により，受水市町村及

び工業用水使用者から県が徴収する料金を総称して又は個別にいう。 
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(57) 「使用者」とは，受水市町村，工業用水使用者及び流域関連市町村を総称して又は個別にい

う。 

(58) 「消費税」とは，消費税法（昭和63年法律第108号）に定める税をいう。 

(59) 「初回料金期間」とは，本事業開始予定日の属する料金期間をいう。 

(60) 「新設調整池等」とは，募集要項に定める仙南・仙塩広域水道用水供給事業における姥ヶ懐

調整池及びこれに付属する制御室等をいう。 

(61) 「水道法」とは，水道法（昭和32年法律第177号）をいう。 

(62) 「水道用水供給事業」とは，①大崎広域水道用水供給事業及び②仙南・仙塩広域水道用水供給

事業を総称して又は個別にいう。 

(63) 「水量実績」とは，対象とする期間ごとに，水道用水供給事業及び工業用水道事業にあって

は給水量（単位：㎥）を，流域下水道事業にあっては公共下水道からの流入量（単位：㎥）

をいう。 

(64) 「水量見込」とは，水道用水供給事業及び工業用水道事業にあっては給水量に係る見込量

（単位：㎥）を，流域下水道事業にあっては公共下水道からの流入量に係る見込量（単位：

㎥）をいう。 

(65) 「成果物」とは，各種計画書，報告書，図面及びその他運営権者が本契約又は県の請求により

県に提出した一切の書類，図面，写真，映像等の総称をいう。 

(66) 「設計図書」とは，要求水準書3.1.2 4) ②，3.2.2 4) ②及び3.3.2 4) ③に規定する各書類の総称を

いう。 

(67) 「仙塩工業用水道事業」とは，別紙2第1項(3)に記載される施設を用いて実施される工業用水

道事業法に定める工業用水道事業をいう。 

(68) 「仙塩流域下水道事業」とは，別紙2第1項(6)に記載される施設を用いて実施される下水道法

に定める流域下水道事業をいう。 

(69) 「仙台圏工業用水道事業」とは，別紙2第1項(4)に記載される施設を用いて実施される工業用

水道事業法に定める工業用水道事業をいう。 

(70) 「全体事業計画書」とは，20年間の義務事業，附帯事業及び任意事業に対する計画をいう。 

(71) 「仙台北部工業用水道事業」とは，別紙2第1項(5)に記載される施設を用いて実施される工業

用水道事業法に定める工業用水道事業をいう。 

(72) 「仙南・仙塩広域水道用水供給事業」とは，別紙2第1項(2)に記載される施設を用いて実施さ

れる水道法に基づく水道用水供給事業をいう。 

(73) 「第二受水テレメータ室」とは，本事業等において運営権者が運転管理及び保守点検業務を

行う対象となる，別紙2第2項に掲げる施設をいう。 

(74) 「大和・富谷ポンプ場」とは，本事業等において運営権者が保安等に係る業務を行う対象と

なる，別紙2第3項に掲げる施設をいう。 

(75) 「単年度対象改築業務」とは，流域下水道事業における年度実施協定の対象となる事業年度

における運営権設定対象施設の改築の総称をいう。 

(76) 「地方消費税」とは，地方税法（昭和25年法律第226号）第2章第3節に定める税をいう。 
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(77) 「地方独立行政法人」とは，地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第2条第1項に規定

する地方独立行政法人をいう。 

(78) 「中期事業計画書」とは，各料金期間の義務事業，附帯事業及び任意事業に対する計画をい

う。 

(79) 「長寿命化」とは，設備の一部を活かしながら，当該設備を部分的に新しくすることをいう。 

(80) 「著作権法」とは，著作権法（昭和45年法律第48号）をいう。 

(81) 「提案書類」とは，優先交渉権者が令和3年1月13日付で提出した審査に係る書類及び本事業

等の実施に係るその他の書類一式（審査書類についての確認事項回答文書，その他書類一式

に関して県が優先交渉権者に対して確認した事項に対する優先交渉権者の回答（書面による

回答（県に提出された書類を含む。）及び口頭による回答を含む。）を含む。）をいう。 

(82) 「定期改定実施年度」とは，各料金等の定期改定日が属する事業年度を総称して又は個別に

いう。 

(83) 「当初長期水量見込」とは，別紙10-1に記載する，県が優先交渉権者に提示した本事業開始日

から本事業終了日までの期間に係る各事業年度の水量見込をいう。 

(84) 「特定条例等変更」とは，水道用水供給事業，工業用水道事業又は流域下水道事業における公

共施設等運営事業のみに適用され，運営権者に不利な影響を及ぼす県の条例及び計画等の変

更をいう。 

(85) 「特定法令等変更」とは，水道用水供給事業，工業用水道事業又は流域下水道事業における公

共施設等運営事業のみに適用され，運営権者に不利な影響を及ぼす国の法令等の変更をいう。 

(86) 「鳴瀬川流域下水道事業」とは，別紙2第1項(8)に記載される施設を用いて実施される下水道

法に定める流域下水道事業をいう。 

(87) 「任意事業」とは，本契約及び法令等を遵守し，運営権設定対象施設の機能を阻害せず，公序

良俗に反しない範囲において運営権者が実施する事業の総称をいう。 

(88) 「年間事業計画書」とは，対象期間となる事業年度の義務事業，附帯事業及び任意事業に対

する計画をいう。 

(89) 「年度実施協定」とは，第45条第2項の規定により，県と運営権者の間で本事業期間中の1事

業年度中に実施される流域下水道事業に係る改築業務に関して締結される別紙9-2の様式によ

る協定をいう。 

(90) 「PFI法」とは，民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11年

法律第117号）をいう。 

(91) 「不可抗力」とは，本契約の義務の履行に直接かつ不利に影響を与えるものであって，豪雨，

暴風，高潮，洪水，落盤，地滑り，噴火，地震，津波，疫病その他の自然災害又は戦争，暴動，

騒乱，騒擾，テロ，放射能汚染，放火その他の人為的な現象のうち，県及び運営権者のいずれ

の責めにも帰すことのできないもので，県又は運営権者によっても予見し得ず，若しくは予見

できてもその損失，損害又は障害発生の防止手段を合理的に期待できないものをいう。 

(92) 「附設」とは，附帯事業の実施に必要な施設を導入することをいう。 

(93) 「附設施設」とは，附設によって設置された設備をいう。 

(94) 「附帯事業」とは，流域下水道事業において，既存の処理工程に捉われない新たな処理工程
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を導入し，義務事業と一体的に行うことにより費用縮減，収益発生，環境負荷低減等の効用が

発揮される事業として優先交渉権者が提案書類において提案した事業をいう。 

(95) 「物品譲渡契約」とは，第9条第1項の規定により，県と運営権者の間で運営権者譲渡対象資

産の譲渡に関して締結される別紙5-2の様式による契約をいう。 

(96) 「変更改築計画書」とは，改築計画書の変更に係る計画で，第40条第2項の規定により県が承

認したものをいう。 

(97) 「変更改築計画書（案）」とは，第40条第2項の規定により運営権者が作成する改築計画書の

変更に係る計画の案をいう。 

(98) 「暴力団」とは，暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴

力団をいう。 

(99) 「暴力団員等及びその他の関係者」とは，以下のいずれかの1つ以上に該当する者をいう。 

 暴力団員等 

 暴力団 

 暴力団員（暴力団の構成員をいう。以下同じ。） 

 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 

 暴力団準構成員（暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって，暴力団の威力を背

景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者，又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金，

武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し，若しくは関与する者をい

う。以下同じ。） 

 暴力団関係企業（暴力団員が実質的にその経営に関与している企業，暴力団準構成員若

しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは

運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力

団を利用し，暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。） 

 総会屋等（総会屋，会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を

行うおそれがあり，市民生活の安全に脅威を与える者をいう。） 

 社会運動等標ぼうゴロ（社会運動若しくは政治活動を仮装し，又は標ぼうして，不正な

利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり，市民生活の安全に脅威を与える者

をいう。） 

 特殊知能暴力集団等（上記（イ）から（ト）までに掲げる者以外の，暴力団との関係

を背景に，その威力を用い，又は暴力団と資金的なつながりを有し，構造的な不正の中

核となっている集団又は個人をいう。） 

 その他上記（イ）から（チ）までに準ずる者 

 その他の関係者 

 上記イに該当する者（以下「暴力団員等」という。）が経営を支配していると認めら

れる関係を有する者 

 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 

 自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をも

ってする等，不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 
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 暴力団員等に対して資金等を提供し，又は便宜を供与する等の関与をしていると認めら

れる関係を有する者 

 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係

を有する者 

(100) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」とは，暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成3年法律第77号）をいう。 

(101) 「法令等」とは，条約，法律，政令，省令，条例及び規則並びにこれらに基づく命令，行政指

導及びガイドライン，裁判所の判決，決定，命令及び仲裁判断，並びにその他の公的機関の

定めるすべての規定，判断，措置等をいう。 

(102) 「募集要項」とは，県が令和2年3月13日付で公表した，宮城県上工下水一体官民連携運営事

業（みやぎ型管理運営方式）募集要項をいう。 

(103) 「募集要項等」とは，募集要項及びその添付書類（参考資料集を除く。）（いずれも修正が

あった場合は，修正後の記述による。）並びに補足資料，県のホームページへの掲載などに

より公表したこれらに関する質問回答書（宮城県上工下水一体官民連携運営事業（みやぎ型

管理運営方式）実施方針に対する質問への回答を含まない。），その他これらに関して県が

発出した書類（基本協定書（案），実施契約書（案）及び要求水準書（案）を除く。）をい

う。 

(104) 「保守点検」とは，要求水準に従い，運営権設定対象施設その他要求水準書に定める施設又

は設備の機能を保持するために，消耗品や部品の交換及び定期点検等を行うことをいう。 

(105) 「本完全無議決権株式」とは，運営権者の発行する株式で，運営権者の株主総会におけるい

かなる決議についても議決権を有しない種類の株式（会社法第108条第1項第3号）をいう。 

(106) 「本議決権株式」とは，運営権者の発行する株式で，運営権者の株主総会におけるすべての

決議について議決権を有する普通株式をいう。 

(107) 「本議決権株主」とは，本議決権株式の株主をいう。 

(108) 「本事業」とは，本事業等のうち，運営権に基づいて実施する業務をいう。 

(109) 「本事業開始日」とは，第20条に定める開始条件が充足され，運営権者による義務事業が開

始された日をいう。 

(110) 「本事業開始予定日」とは，県がPFI法第21条第1項の規定により指定する義務事業の開始予定

日である令和4年4月1日又は本契約の定めに従って延期された日をいう。 

(111) 「本事業期間」とは，本事業開始日から本事業終了日までの期間をいう。 

(112) 「本事業終了日」とは，第78条第1項に定める（第78条第2項の定めにより延長が行われた場

合は当該延長後の）本事業期間の終了日をいう。 

(113) 「本事業等」とは，義務事業，附帯事業及び任意事業の総称をいう。 

(114) 「本事業用地」とは，本事業等に使用される土地であって，県が所有権その他の使用権原又

は占有権原を有する土地をいう。 

(115) 「本事業用地及び運営権設定対象施設等」とは，本事業用地，運営権設定対象施設，並びに

第二受水テレメータ室が立地する土地及び第二受水テレメータ室，大和・富谷ポンプ場が立

地する土地及び大和・富谷ポンプ場建物をいう。 
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(116) 「宮城県公営企業設置条例」とは，宮城県公営企業の設置等に関する条例（昭和49年宮城県

条例第8号）をいう。 

(117) 「民法」とは，民法（明治29年法律第89号）をいう。 

(118) 「モニタリング基本計画書」とは，宮城県上工下水一体官民連携運営事業（みやぎ型管理運

営方式）モニタリング基本計画書をいう。 

(119) 「優先交渉権者」とは，県が運営権者を設立する者を選ぶために実施する運営権者選定手続

で選定されたメタウォーターグループをいう。 

(120) 「優先交渉権者構成員」とは，優先交渉権者を構成する法人であるメタウォーター株式会社，

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社，オリックス株式会社，株式会社日立製作所，株式会社日

水コン，メタウォーターサービス株式会社，東急建設株式会社，株式会社復建技術コンサル

タント，産電工業株式会社及び株式会社橋本店をいう。 

(121) 「要求水準」とは，本契約，募集要項等，要求水準書及び提案書類に基づき定められている，

本事業等の実施において運営権者が充足すべき水準をいう。 

(122) 「要求水準違反違約金」とは，第70条及びモニタリング基本計画書に基づき，9個別事業ごと

に，要求水準の違反の程度に応じて運営権者が支払義務を負う違約金をいう。 

(123) 「要求水準書」とは，宮城県上工下水一体官民連携運営事業（みやぎ型管理運営方式）要求

水準書（要求水準書が追加又は変更された場合は，当該追加又は変更を含む。）をいう。 

(124) 「吉田川流域下水道事業」とは，別紙2第1項(9)に記載される施設を用いて実施される下水道

法に定める流域下水道事業をいう。 

(125) 「流域関連市町村」とは，現在又は将来において，各流域下水道事業により利益を受ける市

町村として，維持管理負担金及び利用料金の負担を行うこととされる宮城県内の市町村を総

称して又は個別にいう。 

(126) 「流域下水道事業」とは，①仙塩流域下水道事業，②阿武隈川下流流域下水道事業，③鳴瀬

川流域下水道事業，及び④吉田川流域下水道事業を総称して又は個別にいう。 

(127) 「料金期間」とは，料金等の定期改定により設定された料金等が継続して適用される各期間

を総称して又は個別にいう。 

(128) 「料金等」とは，上・工水道料金及び維持管理負担金を総称して又は個別にいう。 

(129) 「料金等の定期改定」とは，県が実施する料金等の定期改定をいう。 

(130) 「料金等の定期改定日」とは，県が本事業期間中に実施する料金等の定期改定の実施日であ

る令和6年4月1日，令和11年4月1日，令和16年4月1日及び令和21年4月1日又はこれら以外の日

であって県が別途指定する日を総称して又は個別にいう。 

(131) 「利用料金」とは，運営権設定対象施設の利用について，使用者が運営権者に対して支払う

こととなる，宮城県公営企業設置条例第19条第1項に定める利用料金をいう。 

(132) 「利用料金収受代行業務」とは，使用者からの利用料金の収受に係る代行業務をいう。 

(133) 「利用料金収受代行業務委託契約」とは，第57条の規定により，県と運営権者の間で利用料

金収受代行業務に関して締結される別紙11の様式による契約をいう。 
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別紙2 運営権設定対象施設その他関連施設 

 

1. 運営権設定対象施設 

 

 9個別事業における運営権設定対象施設及び運営権設定対象施設に係る運営権の単位は次に掲げる

とおり。なお，各運営権設定対象施設に付された運営権の存続期間の満了日はいずれも令和24年3月

31日であり，各運営権設定対象施設の立地等の詳細については募集要項及び開示資料に示す。 

 

 
事業名 運営権設定対象施設 

運営権

の単位 
対象区域 

(1)  大崎広域水道

用水供給事業 

水道法に基づく大崎広域水道用水供給

事業の事業用資産（取水施設，導水施

設，浄水施設及び送水施設）の一式

（管路等を除く） 

1 

栗原市，大崎市，富

谷市，松島町，大和

町，大郷町，大衡

村，加美町，涌谷

町，美里町 

(2)  仙南・仙塩広

域水道用水供

給事業 

水道法に基づく仙南・仙塩広域水道用

水供給事業の事業用資産（取水施設，

導水施設，浄水施設及び送水施設）の

一式（管路等を除く） 

1 

仙台市，塩竈市，白

石市，名取市，角田

市，多賀城市，岩沼

市，富谷市，蔵王

町，大河原町，村田

町，柴田町，亘理

町，山元町，松島

町，七ヶ浜町，利府

町 

(3)  仙塩工業用水

道事業 

工業用水道事業法に基づく仙塩工業用

水道事業の事業用資産（取水施設，導

水施設，浄水施設及び配水施設）の一

式（管路等を除く） 

1 

仙台市，塩竈市，多

賀城市，富谷市，七

ヶ浜町，利府町，大

和町 

(4)  仙台圏工業用

水道事業 

工業用水道事業法に基づく仙台圏工業

用水道事業の事業用資産（取水施設及

び配水施設）の一式（管路等を除く） 

1 

仙台市，名取市，多

賀城市，七ヶ浜町，

利府町 

(5)  仙台北部工業

用水道事業 

工業用水道事業法に基づく仙台北部工

業用水道事業の事業用資産（取水施

設，導水施設，浄水施設及び配水施

設）の一式（門沢取水堰，芋沢沈砂

池，麓山浄水場における着水井及び管

理棟，並びに管路等を除く） 

1 

大崎市，大和町，大

衡村，加美町 

(6)  仙塩流域下水

道事業 

下水道法に基づく仙塩流域下水道事業

の事業用資産（排水施設及び処理施

設）の一式（管路等を除く） 

1 

仙台市，塩竈市，多

賀城市，七ヶ浜町，

利府町 
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(7)  阿武隈川下流

流域下水道事

業 

下水道法に基づく阿武隈川下流流域下

水道事業の事業用資産（排水施設及び

処理施設）の一式（管路等を除く） 1 

仙台市，白石市，名

取市，角田市，岩沼

市，蔵王町，大河原

町，村田町，柴田

町，丸森町，亘理町 

(8)  鳴瀬川流域下

水道事業 

下水道法に基づく鳴瀬川流域下水道事

業の事業用資産（排水施設及び処理施

設）の一式（鹿島台浄化センターにお

ける移動式脱水車車庫及び管路等を除

く） 

1 

大崎市，美里町 

(9)  吉田川流域下

水道事業 

下水道法に基づく吉田川流域下水道事

業の事業用資産（排水施設及び処理施

設）の一式（管路等を除く） 

1 

富谷市，大和町，大

郷町，大衡村 

 

2. 第二受水テレメータ室 

 

 第二受水テレメータ室に係る詳細は次に掲げるとおり。 

 

 施設名 所在地 所有者 

(1)  富谷第2受水テレメータ室 黒川郡大和町宮床字山田中１１ 富谷市 

(2)  松山第2受水テレメータ室 大崎市松山字与作松４９番１ 大崎市 

(3)  仙台坪沼テレメータ室 仙台市太白区坪沼字北の中５３－１ 仙台市 

(4)  仙台太白テレメータ室 仙台市太白区茂庭真地里内 

(5)  仙台錦ヶ丘テレメータ室 仙台市青葉区錦ヶ丘２９－５ 

(6)  仙台高森テレメータ室 仙台市泉区明通１地内 

(7)  仙台紫山テレメータ室 仙台市根白石紫山５ 

(8)  仙台松陵テレメータ室 仙台市泉区松陵地内 

(9)  白石鷹巣テレメータ室 白石市鷹巣字石神後山１－５０ 白石市 

(10)  角田高倉テレメータ室 角田市高倉字小田原１５５ 角田市 

(11)  山元大平テレメータ室 亘理郡山元町大平字舘の内８３－６ 山元町 

(12)  亘理愛宕前テレメータ室 亘理郡亘理町字愛宕前１５７－１ 

（愛宕山配水池） 

亘理町 

(13)  亘理吉田テレメータ室 亘理郡亘理町吉田字中原５５－３６４（サ

ニータウン配水池） 

(14)  村田菅生テレメータ室 柴田郡村田町大字菅生字東４９－２ 村田町 

(15)  大河原稗田前テレメータ室 柴田郡大河原町大谷字稗田前１１８－２ 大河原町 

(16)  利府赤沼テレメータ室 宮城郡利府町赤沼字大貝１０２－３ 利府町 

(17)  柴田山田沢テレメータ室 柴田郡柴田町大字船岡字大沼端地内（山田

沢浄水場） 

柴田町 
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3. 大和・富谷ポンプ場 

 

 大和・富谷ポンプ場に係る詳細は次に掲げるとおり。 

 

 土 地：宮城県黒川郡大和町もみじヶ丘４１－５ 

 建 物：鉄筋コンクリート建 延900.80㎡ 

  地下1階：322.5㎡ 

  地上1階：322.5㎡ 

  地上2階：255.8㎡ 

 所有者：大和町（土地及び建物） 

  宮城県（土地及び建物以外の設備等） 

 

4. 消化ガス発電施設 

 

 消化ガス発電施設に係る詳細は次に掲げるとおり。 

 

 所在地：宮城県多賀城市大代一丁目５８番１ 

 構成物件：消化ガス発電施設7基ほか 

 所有者：株式会社大原鉄工所 
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別紙3 運営権対価及び運営権者収受額等 

 

1. 運営権対価の内訳 

 

 運営権対価は，9個別事業ごとに，以下に定める金額とする。 

 

 支払総額： 合計10億円（消費税及び地方消費税別） 

 

 運営権設定対象施設 運営権対価 

(1)  大崎広域水道用水供給事業における，別紙2第1項(1)記載の施設 金1.4億円 

(2)  仙南・仙塩広域水道用水供給事業における，別紙2第1項(2)記載の施設 金3.1億円 

(3)  仙塩工業用水道事業における，別紙2第1項(3)記載の施設 金0.3億円 

(4)  仙台圏工業用水道事業における，別紙2第1項(4)記載の施設 金0.3億円 

(5)  仙台北部工業用水道事業における，別紙2第1項(5)記載の施設 金0.3億円 

(6)  仙塩流域下水道事業における，別紙2第1項(6)記載の施設 金1.4億円 

(7)  阿武隈川下流流域下水道事業における，別紙2第1項(7)記載の施設 金1.6億円 

(8)  鳴瀬川流域下水道事業における，別紙2第1項(8)記載の施設 金0.6億円 

(9)  吉田川流域下水道事業における，別紙2第1項(9)記載の施設 金1億円 

 

2. 運営権者収受額及び月次運営権者収受額 

 

 運営権者収受額及び月次運営権者収受額は，9個別事業ごとに，以下に定める金額（いずれも消費

税及び地方消費税別）とする（なお，以下の月次運営権者収受額の金額は，便宜上1円未満の端数を

切り捨てた金額を記載しているが，別紙10-2，別紙10-3及び別紙10-4において用いる月次運営権者収

受額の金額は，端数を切り捨てない金額とする。以下本別紙において同じ。）。 

 

 運営権設定対象施設 運営権者収受額 月次運営権者収受額 

(1)  大崎広域水道用水供給事業における， 

別紙2第1項(1)記載の施設 

金26,892,487,595円 金112,052,031円 

(2)  仙南・仙塩広域水道用水供給事業における，

別紙2第1項(2)記載の施設 

金28,624,988,453円 金119,270,785円 

(3)  仙塩工業用水道事業における， 

別紙2第1項(3)記載の施設 

金4,746,937,392円 金19,778,905円 

(4)  仙台圏工業用水道事業における， 

別紙2第1項(4)記載の施設 

金2,605,668,666円 金10,856,952円 

(5)  仙台北部工業用水道事業における， 

別紙2第1項(5)記載の施設 

金1,029,333,707円 金4,288,890円 

(6)  仙塩流域下水道事業における， 

別紙2第1項(6)記載の施設 

金25,998,300,354円 金108,326,251円 
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(7)  阿武隈川下流流域下水道事業における， 

別紙2第1項(7)記載の施設 

金25,180,622,350円 金104,919,259円 

(8)  鳴瀬川流域下水道事業における， 

別紙2第1項(8)記載の施設 

金3,385,855,728円 金14,107,732円 

(9)  吉田川流域下水道事業における， 

別紙2第1項(9)記載の施設 

金9,127,243,639円 金38,030,181円 

 

 

3. 運営権者収受額の構成項目 

 

 運営権者収受額の構成項目は，以下に掲げる各項目とする。 

 

構成項目 説明 

イ）人件費 給料，手当，賃金，報酬，法定福利費及び退職給付費をいう。 

ロ）薬品費 薬品に係る費用をいう。 

ハ）動力費 事業用資産の稼働に係る動力源（電力等）に係る費用をいう。 

ニ）修繕費 事業用資産の修繕に係る費用をいう。 

ホ）保守点検費 事業用資産の保守点検に係る費用をいう。 

ヘ）廃棄物処理費 廃棄物の処理に係る費用をいう。 

ト）償却費 改築に係る資産の減価償却費をいう。 

なお，改築費総額から本事業期間終了時の残存価値（本契約第80条第2

項に定める意味を有する。）相当額を除いた額をいう。また，流域下

水道事業においては本項目の適用はないものとする。 

チ）資産減耗費 事業用資産の除却費及び棚卸減耗費をいう。 

リ）その他営業費用 通信運搬費等，上記イ）～チ）に区分されない営業費用をいう。 

ヌ）公租公課 運営権者に係る税金等をいう。 

ル）事業報酬 支払利息，配当等をいう。 

 

  なお，運営権者収受額の構成項目ごとの内訳は，以下のとおりである。 

  ※いずれも，（ ）内の数値は月次運営権者収受額を示す。 

 



 

 

 

（単位：円） 
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下
水
道
事

業 鳴
瀬
川
流
域 

下
水
道
事
業 

吉
田
川
流
域 

下
水
道
事
業 

人件費 
7,072,760,477 

(29,469,835) 

6,663,508,478 

(27,764,618) 

1,112,204,315 

(4,634,184) 

265,824,315 

(1,107,601) 

465,804,315 

(1,940,851) 

5,456,961,474 

(22,737,339) 

5,366,902,554 

(22,362,093) 

672,664,903 

(2,802,770) 

2,719,317,669 

(11,330,490) 

薬品費 
689,272,873 

(2,871,970) 

984,087,579 

(4,100,364) 

23,038,026 

(95,991) 

0 

(0) 

8,645,000 

(36,020) 

1,696,494,828 

(7,068,728) 

1,046,458,686 

(4,360,244) 

82,914,545 

(345,477) 

333,522,585 

(1,389,677) 

動力費 
874,336,000 

(3,643,066) 

761,015,000 

(3,170,895) 

172,258,000 

(717,741) 

450,093,000 

(1,875,387) 

3,940,000 

(16,416) 

4,707,698,000 

(19,615,408) 

4,384,265,000 

(18,267,770) 

559,175,000 

(2,329,895) 

1,366,688,000 

(5,694,533) 

修繕費 
2,872,037,000 

(11,966,820) 

3,963,624,000 

(16,515,100) 

760,303,000 

(3,167,929) 

443,485,000 

(1,847,854) 

71,000,000 

(295,833) 

5,618,117,000 

(23,408,820) 

4,358,818,000 

(18,161,741) 

947,708,000 

(3,948,783) 

1,524,025,000 

(6,350,104) 

保守点

検費 

568,155,000 

(2,367,312) 

1,129,993,000 

(4,708,304) 

221,793,000 

(924,137) 

97,373,000 

(405,720) 

0 

(0) 

350,253,000 

(1,459,387) 

1,812,413,000 

(7,551,720) 

86,053,000 

(358,554) 

110,973,000 

(462,387) 

廃棄物

処理費 

575,954,000 

(2,399,808) 

645,953,000 

(2,691,470) 

104,320,000 

(434,666) 

91,200,000 

(380,000) 

0 

(0) 

1,742,441,000 

(7,260,170) 

1,371,051,000 

(5,712,712) 

219,505,000 

(914,604) 

622,964,000 

(2,595,683) 

償却費 
6,716,740,200 

(27,986,417) 

6,594,152,000 

(27,475,633) 

1,625,966,500 

(6,774,860) 

830,329,650 

(3,459,706) 

179,854,400 

(749,393) 
― ― ― ― 

資産減

耗費 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

その他

営業費

用 

4,635,245,112 

(19,313,521) 

4,771,750,338 

(19,882,293) 

217,137,786 

(904,740) 

146,770,054 

(611,541) 

184,290,602 

(767,877) 

3,167,390,855 

(13,197,461) 

3,683,091,219 

(15,346,213) 

393,431,824 

(1,639,299) 

1,305,701,733 

(5,440,423) 

公租公

課 

666,167,973 

(2,775,699) 

703,294,155 

(2,930,392) 

24,009,742 

(100,040) 

24,015,475 

(100,064) 

24,009,742 

(100,040) 

392,715,242 

(1,636,313) 

380,237,276 

(1,584,321) 

51,108,089 

(212,950) 

138,012,946 

(575,053) 

事業報

酬 

2,221,818,960 

(9,257,578) 

2,407,610,903 

(10,031,712) 

485,907,023 

(2,024,612) 

256,578,172 

(1,069,075) 

91,789,648 

(382,456) 

2,866,228,956 

(11,942,620) 

2,777,385,615 

(11,572,440) 

373,295,367 

(1,555,397) 

1,006,038,706 

(4,191,827) 
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4. 流域下水道事業における改築に係る業務の費用総額 

 

 本事業期間中に実施する流域下水道事業における改築業務に要する費用の総額は，流域下水道事

業ごとに，以下に定める金額を上限とする。 

 

(1) 仙塩流域下水道事業 ：金 12,322,055,710円 

(2) 阿武隈川下流流域下水道事業 ：金 7,124,795,727円 

(3) 鳴瀬川流域下水道事業 ：金 1,557,815,000円 

(4) 吉田川流域下水道事業 ：金 4,993,848,333円 
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別紙4 県が維持する許認可等 

 

 本契約第6条第1項に定める「別紙4に記載の許認可等」は，関連資料集の宮城県上工下水一体

官民連携運営事業（みやぎ型管理運営方式）に関連する許認可・協定等整理表の「２．許認可等

【受】」の「（２）運営権者承継対象外（県が継続して使用許可等を取得するもの）」（以下本

別紙において「本資料」という。）に示す許認可等とする。 

 

※本資料は，本契約締結日現在で県が維持することを想定している許認可等を示したものであ

り，県は，本事業開始日までに県が行った許認可等の新規取得，終了又は内容変更に基づく本

資料の更新を行うものとする。県は，本事業開始日までの間，本事業等の実施に合理的に必要

となる範囲でのみ許認可等の新規取得，終了又は内容変更を行うものとし，当該許認可等の新

規取得，終了又は内容変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明

を行い，現状の許認可等の新規取得，終了又は内容変更の結果，本資料が更新された場合には

これを速やかに運営権者に通知するものとする。 
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別紙5-1 義務事業の承継等の対象・方法 

 

1. 運営権設定対象施設 

 運営権設定対象施設に対して，運営権が設定され，運営権者に引き渡されるものとする。 

 

2. 運営権者承継対象契約 

 関連資料集の宮城県上工下水一体官民連携運営事業（みやぎ型管理運営方式）に関連する許認

可・協定等整理表の１．協定・覚書・申し合わせの（１）運営権者承継対象に示す契約文書につ

いて，同整理表の取扱方針欄記載の内容に従って承継するものとする。 

なお，当該整理表は，本契約締結日現在の契約文書を示したものであり，県は，本事業開始日

までに契約文書の新規締結，終了又は内容変更に基づく当該整理表の更新を行うものとする。県

は，本事業開始日までの間，本事業等の実施に合理的に必要となる範囲でのみ契約文書の新規締

結，終了又は内容変更を行うものとし，当該契約文書の新規締結，終了又は内容変更を行おうと

する場合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い，当該契約文書の新規締結，終了

又は内容変更の結果，当該整理表が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するもの

とする。 

 

3. 運営権者譲渡対象資産 

運営権者譲渡対象資産の譲渡手続は，本契約締結日以降に県が作成した予定価格に対し，運営

権者が見積書を提出する方法で行う。運営権者が予定価格以上で有効な見積書を提出した場合，

県と運営権者は運営権者譲渡対象資産に関する物品譲渡契約を締結し，運営権者は，当該契約の

定めに従って県が指定する期日まで一括払で対価を支払い，運営権者譲渡対象資産を取得するも

のとする。 

運営権者譲渡対象資産のリストについては，県が譲渡手続の開始前までに，運営権者に対して

提示するものとする。 
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別紙5-2 物品譲渡契約書 

 

件 名：宮城県上工下水一体官民連携運営事業（みやぎ型管理運営方式）に係る

【    】（以下「譲渡物品」という。）の譲渡 

 

品名・規格・数量：別紙のとおり 

引 渡 場 所：● 

譲 渡 代 金 額：●円 

（うち消費税及び地方消費税相当額 ●円） 

 

契 約 保 証 金 ：免除 

 

 

 宮城県上工下水一体官民連携運営事業（みやぎ型管理運営方式）の実施にあたって，上記の物

品を譲渡するため，令和●年●月●日付宮城県上工下水一体官民連携運営事業（みやぎ型管理運営方

式）公共施設等運営権実施契約書（以下「実施契約」という。）第9条第1項の規定により，宮城県

企業局（以下「譲渡人」という。）と運営権者である株式会社みずむすびマネジメントみやぎ（以

下「譲受人」という。）とは，各々の対等な立場における合意に基づいて，次の条項により公正

な物品譲渡契約（頭書を含み，以下「本契約」という。）を締結し，信義に従い誠実にこれを履行

するものとする。なお，実施契約において定義されている用語は，本契約において別段の定めが

ない限り，文脈上別意に解すべきものを除き，本契約においても同じ意味を有するものとする。 

 

 

 （総則） 

第1条 譲渡人及び譲受人は，本契約に基づき，日本国の法令を遵守し，本契約を履行しなければな

らない。 

2  実施契約と本契約の間に齟齬がある場合，本契約が実施契約に優先して適用される。 

 

 （契約の成立） 

第2条 本契約は，譲渡人及び譲受人双方の権限ある代表者による本契約への記名押印又は署名が完

了したときをもって成立する｡ 

 

 （権利義務の譲渡等） 

第3条 譲受人は，本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させ若しくは担保に

供してはならない。ただし，あらかじめ，譲渡人の承認を得た場合は，この限りでない。 

 

 （代金の支払） 

第4条 譲渡人は，譲渡代金の支払期限の20日前までに，譲受人に譲渡代金に係る請求書を送付する

ものとし，譲受人は，実施契約に定める本事業開始日の前日までに，譲渡代金を譲渡人が別途指

定する銀行口座に振り込む方法により，譲渡人に一括して支払わなければならない。 
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2  譲受人は，前項に規定する期限までに譲渡代金を支払わないときは，その翌日から起算して支

払日までの日数に応じ，政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率（昭和24年大蔵省告示第991号）

に定める履行期日時点における率を乗じて計算した金額を延滞金として支払わなければならない。 

3  天災，地変その他不可抗力事象であって，譲渡人又は譲受人のいずれの責めにも帰すことがで

きない事由により支払が遅延した場合には，その事由の継続する期間は延滞金を支払う日数に算

入しないものとする。 

 

 （所有権の移転） 

第5条 譲渡物品の所有権は，譲受人が前条第1項に定める譲渡代金（前条第2項に定める延滞金を支

払う義務がある場合は，これに加えて延滞金）を支払ったことを譲渡人が確認したことを条件と

して，実施契約に定める本事業開始日をもって，譲渡人から譲受人に移転する。 

 

 （譲渡物品の引渡及び引取等） 

第6条 譲渡人は，前条の譲渡人による支払確認がなされたことを条件として，本事業開始日に当該

譲渡物品を譲渡人から譲受人に引き渡すものとし，譲受人はこれを速やかに引き取る義務を負う

ものとする。 

2  譲渡人は，譲渡物品の引渡しにあたり，適正な履行を確認するため譲渡人の職員を立ち会わせ

るものとする。 

3  譲受人は前項の引渡しを受けたときは，受領書を譲渡人に提出するものとする。 

 

 （危険負担） 

第7条 譲受人は，本契約締結時から譲渡物品の引渡時までにおいて，当該物品が譲渡人の責めに帰

すべき事由により滅失，毀損した場合を除き，譲渡人に対し譲渡代金の減免を請求することがで

きない。 

 

 （契約不適合に関する責任） 

第8条 譲渡物品の引渡しは現状有姿で行うものとし，譲受人は，本契約締結後，譲渡物品に数量の

不足，その他契約不適合等のあることを発見しても，譲渡代金の減免若しくは損害賠償の請求又

は契約の解除をすることができない。 

 

 （契約の解除） 

第9条 譲渡人及び譲受人は，相手方が本契約に定める義務を履行しないときは，本契約を解除する

ことができる。 

2  譲渡人は，実施契約が解除その他の理由で本事業開始日前に終了した場合，本契約を解除する

ことができる。本事業開始日以降は，いかなる理由によっても本契約を解除することはできない

ものとし，その場合の譲渡物品の取扱いは実施契約の定めに従うものとする。 

3  譲渡人は，譲受人の役員若しくはその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者（以下

「役員等」という。）が暴力団員等及びその他の関係者であると認められるとき，又は譲受人若

しくは譲受人の親会社等が以下のいずれかに該当するときは，本契約を解除することができる。 

(1)  役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第6
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号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

（以下本項において「暴力団員等」という。）であると認められるとき。 

(2)  暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をい

う。以下同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

(3)  役員等が自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的

をもって，暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。 

(4)  役員等が，暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し，又は便宜を供与するなど直接的

あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若しくは関与していると認められるとき。 

(5)  役員等が，暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる

とき。 

 

 （返還金等） 

第10条 譲渡人は，譲渡人又は譲受人が前条に定める契約解除権を行使したときには，譲受人が支

払った譲渡代金を返還しなければならない。ただし，当該返還金には延滞金は付さない。 

2  譲渡人は，解除権を行使したときは，譲受人の負担した本契約の費用を返還しない。 

3  譲渡人は，解除権を行使したときは，譲受人が譲渡物品に支出した必要費，有益費その他一切

の費用を償還しない。 

 

 （損害賠償） 

第11条 譲渡人及び譲受人は，第9条に定める契約解除権を行使したとき及び相手方が本契約に定め

る義務を履行しないことにより損害を受けたときは，損害賠償を請求することができる。 

 

 （返還金の相殺） 

第12条 譲渡人は，第10条第1項の規定により譲渡代金を返還する場合において，譲受人が前条に定

める損害賠償金を譲渡人に支払うべき義務があるときは，返還する代金の全部又は一部と相殺す

ることができる。 

 

 （契約の費用） 

第13条 本契約の締結及び履行等に関して必要な費用は，すべて譲受人の負担とする。 

 

 （準拠法及び裁判管轄） 

第14条 本契約の成立及び効力についての準拠法は日本法とし，本契約に関連して発生したすべて

の紛争については，仙台地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

 （補則） 

第15条 本契約に定めのない事項については，実施契約の定めに従うほか，必要に応じて譲渡人と

譲受人とが協議して定める。 

 

 

 

 本契約を証するため，本書2通を作成し，譲渡人及び譲受人が記名押印の上，各自その1通を所
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持する。 

 

 
 

令和●年●月●日 

 

 

 

 所 在 地 宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号 

譲渡人 名 称 宮城県企業局 

 代 表 者 宮城県公営企業管理者 櫻井 雅之 ㊞ 

 

 

 住 所 又 は 宮城県仙台市青葉区立町27番21号 

 所 在 地 

譲受人 商 号 又 は 株式会社みずむすびマネジメントみやぎ 

 名 称 

 代 表 者 代表取締役社長 酒井 雅史 ㊞ 
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別紙 

譲渡物品の品名，規格，数量 
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別紙6-1 県が維持する協定等 

 

本契約第12条第1項に定める「別紙6-1に記載の協定等」は，関連資料集の宮城県上工下水一体官

民連携運営事業（みやぎ型管理運営方式）に関連する許認可・協定等整理表の「１．協定・覚書・

申し合わせ」の「（３）運営権者承継対象外（県が継続して協定を維持するもの）」（以下本別紙

において「本資料」という。）に示す契約文書とする。 

 

※本資料は，本契約締結日現在で県が維持することを想定している協定等を示したものであり，

県は，本事業開始日までに県が行った協定等の新規締結，終了又は内容変更に基づく本資料の更

新を行うものとする。県は，本事業開始日までの間，本事業等の実施に合理的に必要となる範囲

でのみ協定等の新規締結，終了又は内容変更を行うものとし，当該協定等の新規締結，終了又は

内容変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い，協定等の新

規締結，終了又は内容変更の結果，本資料が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知

するものとする。 
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別紙6-2 運営権者が締結する協定等 

 

本契約第12条第2項に定める「別紙6-2に記載の協定等」は，関連資料集の宮城県上工下水一体官

民連携運営事業（みやぎ型管理運営方式）に関連する許認可・協定等整理表の「１．協定・覚書・

申し合わせ」の「（２）運営権者締結対象（運営権者と相手先の間で新たに締結するもの）」（以

下本別紙において「本資料」という。）に示す契約文書とする。 

 

※本資料は，本契約締結日現在の協定等を示したものであり，県は，本事業開始日までに協定等

の新規締結，終了又は内容変更に基づく本資料の更新を行うものとする。県は，本事業開始日ま

での間，本事業等の実施に合理的に必要となる範囲でのみ協定等の新規締結，終了又は内容変更

を行うものとし，当該協定等の新規締結，終了又は内容変更を行おうとする場合には事前に運営

権者に対してこれを通知し説明を行い，協定等の新規締結，終了又は内容変更の結果，本資料が

更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとする。 
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別紙7-1 公有財産無償貸付契約書（本事業用地） 

 

 貸付人宮城県企業局（以下「県」という。）と借受人株式会社みずむすびマネジメントみやぎ

（以下「運営権者」という。）は，宮城県上工下水一体官民連携運営事業（みやぎ型管理運営方式）

（以下「本事業等」という。）の実施にあたって，令和●年●月●日付宮城県上工下水一体官民連携

運営事業（みやぎ型管理運営方式）公共施設等運営権実施契約書（以下「実施契約」という。）第

15条第1項の規定により，ここに県が保有する公有財産についての無償貸付契約（以下「本契約」と

いう。）を締結する。 

 

 （定義） 

第1条 実施契約において定義されている用語は，本契約において別段の定めがない限り，本契約に

おいても同じ意味を有するものとする。 

2  実施契約と本契約の間に齟齬がある場合，本契約が実施契約に優先して適用される。 

3  本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり，本契約の条項の解釈に影響

を与えないものとする。 

 

 （貸付物件） 

第2条 県は，PFI法第71条第2項及び本契約に従い，運営権者に対し，別紙1の貸付物件を無償で使

用することを許諾する。 

 

 （使用目的） 

第3条 運営権者は，実施契約に基づき，貸付物件を本事業等の実施以外の用途に使用してはならな

い。 

 

 （貸付期間） 

第4条 貸付期間は，本事業開始日から本事業終了日までとする。 

 

 （貸付物件の引渡） 

第5条 県は，運営権者に対し，第4条に定める貸付期間の初日に，貸付物件を運営権者に引き渡す

ものとする。 

 

 （契約不適合に関する責任） 

第6条 県は，実施契約に定める場合を除き，貸付物件について契約不適合に関する責任を一切負担

しない。 

2  境界確定に関する隣地所有者との紛争その他本事業用地の所有に関する第三者との紛争が発生

した場合，県は自らの責任においてかかる紛争の解決に必要な対応を行う。 

 

 （権利譲渡等の禁止） 

第7条 運営権者は，貸付物件の使用権その他の権利について，第三者に譲渡若しくは転貸し，又は

抵当権，質権その他の担保物権を設定することはできない。ただし，県が事前に承認した場合は，

この限りではない。 
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 （貸付物件の変更） 

第8条 運営権者は，貸付物件について現状を変更（軽微な変更を除く。）しようとするときは，実

施契約に定めるところに従って，必要な県の承認等を得なければならない。 

 

 （物件保全義務及び調査協力義務） 

第9条 運営権者は，善良な管理者としての注意をもって貸付物件の維持保全に努めなければならな

い。 

2  県は，随時，貸付物件について，その使用状況を実地に調査することができ，この場合，運営

権者はかかる調査に協力しなければならないものとする。 

3  運営権者は，第1項の注意義務を果たさないことに起因して貸付物件が毀損し，第三者に損害を

与えた場合には，その賠償の責任を負うものとする。 

4  前項の場合において，県が運営権者に代わって当該賠償の責任を果たした場合には，運営権者

に求償することができるものとする。 

 

 （本契約の解除） 

第10条 県は，実施契約が解除その他の理由で本事業終了日前に終了した場合に限り，本契約を解

除することができる。 

 

 （本契約終了時の処理） 

第11条 前条の規定により本契約が終了した場合の貸付物件上の施設の取扱いその他の処理につい

ては，実施契約の定めに従う。 

 

 （損害賠償等） 

第12条 運営権者は，本契約に定める義務を履行しないため県に損害を与えたときは，その損害を

賠償しなければならない。 

2  運営権者は，運営権者に帰すべき事由により，第10条の規定により本契約が解除されたときは，

県の受けた損害を賠償しなければならない。 

 

 （有益費等の放棄） 

第13条 運営権者は，本契約が終了した場合において貸付物件を返還するときは，運営権者が支出

した必要費及び有益費等については，実施契約に定めるものを除き，県に対しその償還等の請求

をすることができない。 

 

 （契約の費用） 

第14条 本契約の締結に関して必要な費用は，運営権者の負担とする。 

 

 （権利義務の譲渡の禁止） 

第15条 県は，運営権者の事前の書面による承諾なくして，貸付物件を第三者に対して譲渡し，又

はその他の処分を行ってはならない。 

 

 （秘密保持義務） 
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第16条 県は，本契約に関する情報を開示することができる。ただし，以下に定める情報を他の者

に開示することはできない。 

(1)  法令等の規定により公開することができないとされている情報。 

(2)  個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって，特定の

個人が識別され，若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが，

開示することにより，なお個人の権利利益が害されるおそれがあるもの。ただし，次に掲げ

る情報を除く。 

  法令の規定により又は慣行として公開され，又は公開することが予定されている情報。 

  当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和22年法律第120号）第2条第1項に規定する国家公

務員（独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第2条第4項に規定する行政執行法人の役

員及び職員を除く。），独立行政法人等（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法

律（平成13年法律第140号）第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下本条において

同じ。）の役員及び職員，地方公務員法（昭和25年法律第261号）第2条に規定する地方公務

員並びに地方独立行政法人及び公社の役員及び職員をいう。）である場合において，当該情

報がその職務の遂行に係る情報であるときは，当該情報のうち，当該公務員等の職，氏名及

び当該職務遂行の内容に係る部分。 

(3)  法人その他の団体（国，独立行政法人等，地方公共団体，地方独立行政法人及び公社を除

く。以下本条において「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に

関する情報であって，開示することにより，当該法人等又は当該個人の権利，競争上の地位

その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし，事業活動によって生じ，又は生

ずるおそれのある危害から人の生命，身体，健康，生活又は財産を保護するため，開示する

ことが必要であると認められる情報を除く。 

(4)  開示することにより，犯罪の予防，鎮圧又は捜査，公訴の維持，刑の執行その他の公共の

安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると実施機関（県の知事，公営企業管理者，教

育委員会，選挙管理委員会，人事委員会，監査委員，公安委員会，警察本部長，労働委員会，

収用委員会，海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会，県が設立した地方独立行政法

人並びに公社をいう。）が認めることにつき相当の理由がある情報。 

(5)  県の機関，県が設立した地方独立行政法人，公社又は国等（国，独立行政法人等，地方公

共団体，地方独立行政法人（県が設立したものを除く。）その他の公共団体をいう。以下こ

の項において同じ。）の機関が行う衛生，営業，建築，交通等に係る規制等に関する情報で

あって，開示することにより，人の生命，身体，健康，生活又は財産の保護に支障が生ずる

おそれのあるもの。 

(6)  県，県が設立した地方独立行政法人，公社又は国等の事務事業に係る意思形成過程におい

て行われる県の機関内部若しくは機関相互の間若しくは県が設立した地方独立行政法人若し

くは公社の内部又は県の機関，県が設立した地方独立行政法人，公社及び国等，国等の機関

の相互の間における審議，検討，調査，研究等に関する情報であって，開示することにより，

当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずると明らかに認められ

るもの。 

(7)  県の機関，県が設立した地方独立行政法人，公社又は国等の機関が行う検査，監査，取締

り，争訟，交渉，渉外，入札，試験その他の事務事業に関する情報であって，当該事務事業
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の性質上，開示することにより，当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成

できなくなり，又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずると認められ

るもの。 

2  運営権者は，県の事前の承認がない限り，次の各号に掲げる場合を除き，本事業に関して知り

得た県の秘密及び運営権者が本事業の実施を通じて知り得た情報を他の者に開示してはならない。

なお，次の各号に掲げる場合において，開示の方法について県が指示した場合には，当該指示に

従うものとする。 

(1)  特定の第三者に対して開示することが予定されている情報を当該第三者に対して開示する

場合 

(2)  ①当該情報を知る必要のある運営権者の従業員等若しくは弁護士，公認会計士，税理士等

の専門家，又は②当該情報を知る必要のある者としてあらかじめ県と運営権者の間で合意さ

れた会社等若しくはそれらの従業員等若しくは弁護士，公認会計士，税理士等の専門家に対

して，運営権者と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合 

(3)  本条の定めに違反することなく第三者に既に知られている情報を，当該第三者に対して開

示する場合 

(4)  既に公知の事実となっている情報を，第三者に対して開示する場合 

(5)  法令等又は裁判所の命令により開示を求められた情報を開示する場合 

3  前二項の定めは，県及び運営権者による本契約の完全な履行又は本契約の終了にかかわらず，

有効に存続する。 

 

 （裁判管轄） 

第17条 本契約に関する紛争又は訴訟については，仙台地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判

所とする。 

 

 （信義誠実等の義務） 

第18条 県及び運営権者は，信義を重んじ，誠実に本契約を履行しなければならない。 

2  運営権者は，貸付物件が公有財産であることを常に考慮し，適正に使用するよう留意しなけれ

ばならない。 

 

 （疑義についての協議） 

第19条 本契約について各条項及び条件の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に定めのない

事項については，県及び運営権者が協議のうえこれを定めるものとする。 
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 上記の契約の締結を証するため，本契約2通を作成し，両者記名押印のうえ，各自その1通を保有

する。 

 

令和●年●月●日 

 

 

 

 所 在 地 宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号 

 

貸付人 名 称 宮城県企業局 

 

 代 表 者 宮城県公営企業管理者 櫻井 雅之 ㊞ 

 

 

 

 所 在 地 宮城県仙台市青葉区立町27番21号 

 

借受人 商号又は 株式会社みずむすびマネジメントみやぎ 

 名 称  

 

 代 表 者 代表取締役社長 酒井 雅史 ㊞ 
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（公有財産無償貸付契約書（本事業用地））別紙1 貸付物件 

 

本契約第15条第1項に定める「別紙7-1の様式の別紙1に記載の貸付物件」は，関連資料集の「公有

財産無償貸付契約書（本事業用地）に係る貸付物件」に示す物件とする。 

 

※上記表及び本別紙の別添図面は，実施契約締結日【注：実施契約締結日から公有財産等無償貸

付契約（本事業用地）締結日までの間に県が当該表及び図面の更新を行った場合には，「実施契

約締結日」に代えて当該更新を行った日を記載する。】現在の貸付物件を示したものであり，県

は，本事業開始日までに上記表及び当該図面の更新を行うものとする。県は，本事業開始日まで

の間，本事業等の実施に合理的に必要となる範囲でのみ貸付物件の変更を行うものとし，当該貸

付物件の変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い，貸付物

件変更の結果上記表又は当該図面が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するもの

とする。 
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別紙7-2 公有財産無償貸付契約書（運営権設定対象施設） 

 

 貸付人宮城県企業局（以下「県」という。）と借受人株式会社みずむすびマネジメントみやぎ

（以下「運営権者」という。）は，宮城県上工下水一体官民連携運営事業（みやぎ型管理運営方式）

（以下「本事業等」という。）の実施にあたって，令和●年●月●日付宮城県上工下水一体官民連携

運営事業（みやぎ型管理運営方式）公共施設等運営権実施契約書（以下「実施契約」という。）第

15条第1項の規定により，ここに県が保有する公有財産について無償貸付契約（以下「本契約」とい

う。）を締結する。 

 

 （定義） 

第1条 実施契約において定義されている用語は，本契約において別段の定めがない限り，本契約に

おいても同じ意味を有するものとする。 

2  実施契約と本契約の間に齟齬がある場合，本契約が実施契約に優先して適用される。 

3  本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり，本契約の条項の解釈に影響

を与えないものとする。 

 

 （貸付物件） 

第2条 県は，PFI法第71条第2項及び本契約に従い，運営権者に対し，別紙1の貸付物件を無償で使

用することを許諾する。 

 

 （使用目的） 

第3条 運営権者は，実施契約に基づき，貸付物件を本事業等の実施以外の用途に使用してはならな

い。 

 

 （貸付期間） 

第4条 貸付期間は，本事業開始日から本事業終了日までとする。 

 

 （貸付物件の引渡し） 

第5条 県は，運営権者に対し，第4条に定める貸付期間の初日に，貸付物件を運営権者に引き渡す

ものとする。 

 

 （契約不適合に関する責任） 

第6条 県は，実施契約に定める場合を除き，貸付物件について契約不適合に関する責任を一切負担

しない。 

 

 （権利譲渡等の禁止） 

第7条 運営権者は，貸付物件の使用権その他の権利について，第三者に譲渡若しくは転貸し，又は

抵当権，質権その他の担保物権を設定することはできない。ただし，県が事前に承認した場合は，

この限りではない。 

 

 （貸付物件の変更） 
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第8条 運営権者は，貸付物件について現状を変更（軽微な変更を除く。）しようとするときは，実

施契約に定めるところに従って，必要な県の承認等を得なければならない。 

 

 （物件保全義務及び調査協力義務） 

第9条 運営権者は，善良な管理者としての注意をもって貸付物件の維持保全に努めなければならな

い。 

2  県は，随時，貸付物件について，その使用状況を実地に調査することができ，この場合，運営

権者はかかる調査に協力しなければならないものとする。 

3  運営権者は，第1項の注意義務を果たさないことに起因して貸付物件が毀損し，第三者に損害を

与えた場合には，その賠償の責任を負うものとする。 

4  前項の場合において，県が運営権者に代わって当該賠償の責任を果たした場合には，運営権者

に求償することができるものとする。 

 

 （本契約の解除） 

第10条 県は，実施契約が解除その他の理由で本事業終了日前に終了した場合に限り，本契約を解

除することができる。 

 

 （本契約終了時の処理） 

第11条 前条の規定により本契約が終了した場合の貸付物件上の施設の取扱いその他の処理につい

ては，実施契約の定めに従う。 

 

 （損害賠償等） 

第12条 運営権者は，本契約に定める義務を履行しないため県に損害を与えたときは，その損害を

賠償しなければならない。 

2  運営権者は，運営権者に帰すべき事由により，第10条第1項の規定により本契約が解除されたと

きは，県の受けた損害を賠償しなければならない。 

 

 （有益費等の放棄） 

第13条 運営権者は，本契約が終了した場合において貸付物件を返還するときは，運営権者が支出

した必要費及び有益費等については，実施契約に規定するものを除き，県に対しその償還等の請

求をすることができない。 

 

 （契約の費用） 

第14条 本契約の締結に関して必要な費用は，運営権者の負担とする。 

 

 （権利義務の譲渡の禁止） 

第15条 県は，運営権者の事前の書面による承諾なくして，貸付物件を第三者に対して譲渡し，又

はその他の処分を行ってはならない。 

 

 （秘密保持義務） 

第16条 県は，本契約に関する情報を開示することができる。ただし，以下に定める情報を他の者
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に開示することはできない。  

(1)  法令等の規定により公開することができないとされている情報。 

(2)  個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって，特定の

個人が識別され，若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが，

開示することにより，なお個人の権利利益が害されるおそれがあるもの。ただし，次に掲げ

る情報を除く。 

  法令の規定により又は慣行として公開され，又は公開することが予定されている情報。 

  当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和22年法律第120号）第2条第1項に規定する国家公

務員（独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第2条第4項に規定する行政執行法人の役

員及び職員を除く。），独立行政法人等（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法

律（平成13年法律第140号）第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下本条において

同じ。）の役員及び職員，地方公務員法（昭和25年法律第261号）第2条に規定する地方公務

員並びに地方独立行政法人及び公社の役員及び職員をいう。）である場合において，当該情

報がその職務の遂行に係る情報であるときは，当該情報のうち，当該公務員等の職，氏名及

び当該職務遂行の内容に係る部分。 

(3)  法人その他の団体（国，独立行政法人等，地方公共団体，地方独立行政法人及び公社を除

く。以下本条において「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に

関する情報であって，開示することにより，当該法人等又は当該個人の権利，競争上の地位

その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし，事業活動によって生じ，又は生

ずるおそれのある危害から人の生命，身体，健康，生活又は財産を保護するため，開示する

ことが必要であると認められる情報を除く。 

(4)  開示することにより，犯罪の予防，鎮圧又は捜査，公訴の維持，刑の執行その他の公共の

安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると実施機関（県の知事，公営企業管理者，教

育委員会，選挙管理委員会，人事委員会，監査委員，公安委員会，警察本部長，労働委員会，

収用委員会，海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会，県が設立した地方独立行政法

人並びに公社をいう。）が認めることにつき相当の理由がある情報。 

(5)  県の機関，県が設立した地方独立行政法人，公社又は国等（国，独立行政法人等，地方公

共団体，地方独立行政法人（県が設立したものを除く。）その他の公共団体をいう。以下こ

の項において同じ。）の機関が行う衛生，営業，建築，交通等に係る規制等に関する情報で

あって，開示することにより，人の生命，身体，健康，生活又は財産の保護に支障が生ずる

おそれのあるもの。 

(6)  県，県が設立した地方独立行政法人，公社又は国等の事務事業に係る意思形成過程におい

て行われる県の機関内部若しくは機関相互の間若しくは県が設立した地方独立行政法人若し

くは公社の内部又は県の機関，県が設立した地方独立行政法人，公社及び国等，国等の機関

の相互の間における審議，検討，調査，研究等に関する情報であって，開示することにより，

当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずると明らかに認められ

るもの。 

(7)  県の機関，県が設立した地方独立行政法人，公社又は国等の機関が行う検査，監査，取締

り，争訟，交渉，渉外，入札，試験その他の事務事業に関する情報であって，当該事務事業

の性質上，開示することにより，当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成
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できなくなり，又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずると認められ

るもの。 

2  運営権者は，県の事前の承認がない限り，次の各号に掲げる場合を除き，本事業に関して知り

得た県の秘密及び運営権者が本事業の実施を通じて知り得た情報を他の者に開示してはならない。

なお，次の各号に掲げる場合において，開示の方法について県が指示した場合には，当該指示に

従うものとする。 

(1)  特定の第三者に対して開示することが予定されている情報を当該第三者に対して開示する

場合 

(2)  ①当該情報を知る必要のある運営権者の従業員等若しくは弁護士，公認会計士，税理士等

の専門家，又は②当該情報を知る必要のある者としてあらかじめ県と運営権者の間で合意さ

れた会社等若しくはそれらの従業員等若しくは弁護士，公認会計士，税理士等の専門家に対

して，運営権者と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合 

(3)  本条の定めに違反することなく第三者に既に知られている情報を，当該第三者に対して開

示する場合 

(4)  既に公知の事実となっている情報を，第三者に対して開示する場合 

(5)  法令等又は裁判所の命令により開示を求められた情報を開示する場合 

3  前二項の定めは，県及び運営権者による本契約の完全な履行又は本契約の終了にかかわらず，

有効に存続する。 

 

 （裁判管轄） 

第17条 本契約に関する紛争又は訴訟については，仙台地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判

所とする。 

 

 （信義誠実等の義務） 

第18条 県及び運営権者は，信義を重んじ，誠実に本契約を履行しなければならない。 

2  運営権者は，貸付物件が公有財産であることを常に考慮し，適正に使用するよう留意しなけれ

ばならない。 

 

 （疑義についての協議） 

第19条 本契約について各条項及び条件の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に定めのない

事項については，県及び運営権者が協議のうえこれを定めるものとする。 
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 上記の契約の締結を証するため，本契約2通を作成し，両者記名押印のうえ，各自その1通を保有

する。 

 

令和●年●月●日 

 

 
 

 所 在 地 宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号 

 

貸付人 名 称 宮城県企業局 

 

 代 表 者 宮城県公営企業管理者 櫻井 雅之 ㊞ 

 

 

 

 所 在 地 宮城県仙台市青葉区立町27番21号 

 

借受人 商号又は 株式会社みずむすびマネジメントみやぎ 

 名 称  

 

 代 表 者 代表取締役社長 酒井 雅史 ㊞ 
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（公有財産無償貸付契約書（運営権設定対象施設））別紙1 貸付物件 

 

本契約第15条第1項に定める「別紙7-2の様式の別紙1に記載の貸付物件」は，関連資料集の「運営

権設定対象施設一覧」に示す物件とする。 

 

※上記表は，実施契約締結日【注：実施契約締結日から公有財産無償貸付契約書（運営権設定対

象施設）締結日までの間に県が当該表の更新を行った場合には，「実施契約締結日」に代えて当

該更新を行った日を記載する。】現在の貸付物件を示したものであり，県は，本事業開始日まで

に上記表の更新を行うものとする。県は，本事業開始日までの間，本事業等の実施に合理的に必

要となる範囲でのみ貸付物件の変更を行うものとし，当該貸付物件の変更を行おうとする場合に

は事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い，貸付物件変更の結果上記表が更新された場

合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとする。 
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別紙8-1 転使用貸借対象用地及び施設（県使用部分） 

 本契約第15条第3項に定める「別紙8-1に記載された用地及び施設」は，関連資料集の「転使用貸

借対象用地及び施設（県使用部分）」（以下本別紙において「本資料」という。）に示す用地及び

施設とする。 

 

※本資料は，本契約締結日現在の転使用貸借対象用地及び施設（県使用部分）を示したものであ

り，県は，本事業開始日までに本資料の更新を行うものとする。県は，本事業開始日までの間，

本事業等の実施に合理的に必要となる範囲でのみ転使用貸借対象用地及び施設（県使用部分）の

変更を行うものとし，当該転使用貸借対象用地及び施設（県使用部分）の変更を行おうとする場

合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い，転使用貸借対象用地及び施設（県使用

部分）変更の結果本資料が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとする。 
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別紙8-2 転使用貸借契約書 

 

 株式会社みずむすびマネジメントみやぎ（以下「運営権者」という。）と借受人宮城県企業局

（以下「県」という。）は，別紙1の貸付物件を無償で使用することを許諾するため，令和●年●月●

日付宮城県上工下水一体官民連携運営事業（みやぎ型管理運営方式）公共施設等運営権実施契約書

（以下「実施契約」という。）第15条第3項の規定により，ここに民法第593条の規定に定める使用

貸借契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

 （定義） 

第1条 実施契約において定義されている用語は，本契約において別段の定めがない限り，本契約に

おいても同じ意味を有するものとする。 

2  実施契約と本契約の間に齟齬がある場合，本契約が実施契約に優先して適用される。 

3  本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり，本契約の条項の解釈に影響

を与えないものとする。 

 

 （貸付物件） 

第2条 運営権者は，県に対し，別紙1の貸付物件を無償で使用することを許諾する。 

 

 （用途） 

第3条 県は，貸付物件を別紙1に記載した用途以外の用途に使用してはならない。 

 

 （貸付期間） 

第4条 貸付期間は，本事業開始日から本事業終了日までとする。 

 

 （貸付物件の引渡） 

第5条 運営権者は，県に対し，第4条に定める貸付期間の初日に，県から貸付物件の貸付を受けた

のと同時に，貸付物件を県に引き渡すものとする。 

 

 （契約不適合に関する責任） 

第6条 運営権者は，実施契約に定める場合を除き，貸付物件について契約不適合に関する責任を一

切負担しない。 

 

 （権利譲渡等の禁止） 

第7条 県は，貸付物件の使用権その他の権利について，第三者に譲渡若しくは転貸し，又は抵当権，

質権その他の担保物権を設定することはできない。ただし，あらかじめ運営権者の書面による承

諾を受けた場合は，この限りではない。 

 

 （貸付物件の変更） 

第8条 県は，貸付物件について現状を変更（軽微な変更を除く。）しようとするときは，実施契約

に定めるところに従って，必要な運営権者の承認等を得なければならない。 

 

 （物件保全義務） 
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第9条 県は，善良な管理者としての注意をもって貸付物件の維持保全に努めなければならない。 

 

 （本契約の解除） 

第10条 運営権者は，実施契約が解除その他の理由で本事業終了日前に終了した場合に限り，本契

約を解除することができる。 

 

 （本契約終了時の処理） 

第11条 前条の規定により本契約が終了した場合の貸付物件上の施設の取扱いその他の処理につい

ては，実施契約の定めに従う。 

 

 （損害賠償等） 

第12条 県は，本契約に定める義務を履行しないため運営権者に損害を与えたときは，その損害を

賠償しなければならない。 

 

 （有益費等の放棄） 

第13条 県は，本契約が終了した場合において貸付物件を返還するときは，県が支出した必要費及

び有益費等については，実施契約に定めるものを除き，運営権者に対しその償還等の請求をする

ことができない。 

 

 （費用） 

第14条 本契約の締結に関して必要な費用は，運営権者の負担とする。 

2  県による貸付物件の使用に際して発生する光熱水料費その他の費用は，県の負担とする。当該

費用の算出及び精算の方法は，県及び運営権者において別途協議して定める。 

 

 （秘密保持義務） 

第15条 県は，本契約に関する情報を開示することができる。ただし，以下に定める情報を他の者

に開示することはできない。  

(1)  法令等の規定により公開することができないとされている情報。 

(2)  個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって，特定の

個人が識別され，若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが，

開示することにより，なお個人の権利利益が害されるおそれがあるもの。ただし，次に掲げ

る情報を除く。 

  法令の規定により又は慣行として公開され，又は公開することが予定されている情報。 

  当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和22年法律第120号）第2条第1項に規定する国家公

務員（独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第2条第4項に規定する行政執行法人の役

員及び職員を除く。），独立行政法人等（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法

律（平成13年法律第140号）第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下本条において

同じ。）の役員及び職員，地方公務員法（昭和25年法律第261号）第2条に規定する地方公務

員並びに地方独立行政法人及び公社の役員及び職員をいう。）である場合において，当該情

報がその職務の遂行に係る情報であるときは，当該情報のうち，当該公務員等の職，氏名及

び当該職務遂行の内容に係る部分。 
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(3)  法人その他の団体（国，独立行政法人等，地方公共団体，地方独立行政法人及び公社を除

く。以下本条において「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に

関する情報であって，開示することにより，当該法人等又は当該個人の権利，競争上の地位

その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし，事業活動によって生じ，又は生

ずるおそれのある危害から人の生命，身体，健康，生活又は財産を保護するため，開示する

ことが必要であると認められる情報を除く。 

(4)  開示することにより，犯罪の予防，鎮圧又は捜査，公訴の維持，刑の執行その他の公共の

安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると実施機関（県の知事，公営企業管理者，教

育委員会，選挙管理委員会，人事委員会，監査委員，公安委員会，警察本部長，労働委員会，

収用委員会，海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会，県が設立した地方独立行政法

人並びに公社をいう。）が認めることにつき相当の理由がある情報。 

(5)  県の機関，県が設立した地方独立行政法人，公社又は国等（国，独立行政法人等，地方公

共団体，地方独立行政法人（県が設立したものを除く。）その他の公共団体をいう。以下こ

の項において同じ。）の機関が行う衛生，営業，建築，交通等に係る規制等に関する情報で

あって，開示することにより，人の生命，身体，健康，生活又は財産の保護に支障が生ずる

おそれのあるもの。 

(6)  県，県が設立した地方独立行政法人，公社又は国等の事務事業に係る意思形成過程におい

て行われる県の機関内部若しくは機関相互の間若しくは県が設立した地方独立行政法人若し

くは公社の内部又は県の機関，県が設立した地方独立行政法人，公社及び国等，国等の機関

の相互の間における審議，検討，調査，研究等に関する情報であって，開示することにより，

当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずると明らかに認められ

るもの。 

(7)  県の機関，県が設立した地方独立行政法人，公社又は国等の機関が行う検査，監査，取締

り，争訟，交渉，渉外，入札，試験その他の事務事業に関する情報であって，当該事務事業

の性質上，開示することにより，当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成

できなくなり，又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずると認められ

るもの。 

2  運営権者は，県の事前の承認がない限り，次の各号に掲げる場合を除き，本事業に関して知り

得た県の秘密及び運営権者が本事業の実施を通じて知り得た情報を他の者に開示してはならない。

なお，次の各号に掲げる場合において，開示の方法について県が指示した場合には，当該指示に

従うものとする。 

(1)  特定の第三者に対して開示することが予定されている情報を当該第三者に対して開示する

場合 

(2)  ①当該情報を知る必要のある運営権者の従業員等若しくは弁護士，公認会計士，税理士等

の専門家，又は②当該情報を知る必要のある者としてあらかじめ県と運営権者の間で合意さ

れた会社等若しくはそれらの従業員等若しくは弁護士，公認会計士，税理士等の専門家に対

して，運営権者と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合 

(3)  本条の定めに違反することなく第三者に既に知られている情報を，当該第三者に対して開

示する場合 

(4)  既に公知の事実となっている情報を，第三者に対して開示する場合 
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(5)  法令等又は裁判所の命令により開示を求められた情報を開示する場合 

3  前二項の定めは，県及び運営権者による本契約の完全な履行又は本契約の終了にかかわらず，

有効に存続する。 

 

 （裁判管轄） 

第16条 本契約に関する紛争又は訴訟については，仙台地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判

所とする。 

 

 （信義誠実等の義務） 

第17条 県及び運営権者は，信義を重んじ，誠実に本契約を履行しなければならない。 

 

 （疑義についての協議） 

第18条 本契約について各条項及び条件の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に定めのない

事項については，県及び運営権者が協議のうえこれを定めるものとする。 
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 上記の契約の締結を証するため，本契約2通を作成し，両者記名押印のうえ，各自その1通を保有

する。 

 

令和●年●月●日 

 

 

 

 所 在 地 宮城県仙台市青葉区立町27番21号 

 

貸付人 商号又は 株式会社みずむすびマネジメントみやぎ 

 名 称  

 

 代 表 者 代表取締役社長 酒井 雅史 ㊞ 

 

 

 

 所 在 地 宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号 

 

借受人 名 称 宮城県企業局 

 

 代 表 者 宮城県公営企業管理者 櫻井 雅之 ㊞ 
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（転使用貸借契約書）別紙1 貸付物件 
 

【別紙8-1の各物件をここに記載する。】 
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別紙8-3 転貸義務を生じる相手方（県以外）とその内容 

 
 本契約第15条第5項に定める「別紙8-3に記載の相手方」及び「同別紙に記載の内容」並びに同条

第6項に定める「別紙8-3に記載の各期間」は，関連資料集の「転貸義務を生じる相手方（県以外）

とその内容」（以下本別紙において「本資料」という。）に示すとおりとする。 

 
※本資料は，本契約締結日現在で転貸義務を生じる相手方（県以外）とその内容を示したもので

あり，県は，本事業開始日までに転貸義務を生じる相手方（県以外）とその内容の変更に基づく

本資料の更新を行うものとする。県は，本事業開始日までの間，本事業等の実施に合理的に必要

となる範囲でのみ転貸義務を生じる相手方（県以外）とその内容の変更を行うものとし，当該転

貸義務を生じる相手方（県以外）とその内容の変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対

してこれを通知し説明を行い，転貸義務を生じる相手方（県以外）とその内容の変更の結果，本

資料が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとする。 
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別紙9-1 【仙塩／阿武隈川下流／鳴瀬川／吉田川】流域下水道事業に係る改築実施基本協

定 

 

宮城県企業局（以下「県」という。）と株式会社みずむすびマネジメントみやぎ（以下「運営権

者」という。）とは，運営権設定対象施設（県と運営権者の間の令和●年●月●日付宮城県上工下水一

体官民連携運営事業（みやぎ型管理運営方式）公共施設等運営権実施契約書（以下「実施契約」と

いう。）において定義された意味を有する。）の【仙塩／阿武隈川下流／鳴瀬川／吉田川】流域下

水道事業における改築に係る業務に関し，次のとおり協定（以下「本基本協定」という。）を締結

する。本基本協定において用いられる用語は，本基本協定において別途定義される場合を除き，実

施契約において定義された意味を有する。 

 

 

 （改築に係る業務の内容及びその範囲） 

第1条 令和●年度から令和●年度までの期間について，別記の対象及び範囲の改築に係る業務を，実

施契約に基づく改築に係る業務の対象とする。 

 

 （改築に係る業務に要する費用） 

第2条 第1条に定める期間の改築に係る業務に要する費用の予定額は，金●円とし，各事業年度におけ

る改築に係る業務に要する費用の予定額（ただし，前事業年度以前の事業年度において国補助金

等の交付決定を受けた単年度対象改築業務に要する費用を除く。）は，以下のとおりとする。 

 

令和●年度：金●円 

令和●年度：金●円 

令和●年度：金●円 

令和●年度：金●円 

令和●年度：金●円 

 

 （改築に係る業務の実施） 

第3条 運営権者は，実施契約，本基本協定及び年度実施協定で定めるところにより，改築に係る業

務を行う。 

 

 （費用の支出） 

第4条 各事業年度の改築に係る業務に要する費用の負担については，実施契約及び年度実施協定の

定めるところによる。 

2  県は，前項の費用のうち県が負担すべき額を，実施契約及び年度実施協定の定めるところによ

り，運営権者に支払う。 

 

 （報告等） 

第5条 運営権者は，各事業年度の改築に係る業務に関し建設業者その他の第三者と工事請負契約そ

の他の契約を締結したときは，すみやかに県にその概要を通知するものとする。 

2  県は，改築に係る業務の実施に関し必要があると認めるときは，実施契約の規定に基づき運営

権者に報告を求めることができる。 
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 （年度実施協定） 

第6条 県と運営権者とは，実施契約に従って，各事業年度に行う改築に係る業務の内容及びその範

囲，完成期限及び費用その他必要な事項について年度実施協定を毎事業年度締結するものとする。 

 

 （本基本協定の効力） 

第7条 本基本協定は，本基本協定に基づくすべての年度実施協定がその効力を失う日まで効力を有

する。 

 

 （その他） 

第8条 本基本協定に定めのない事項については，実施契約に従う。 

 

 

本基本協定を証するため，本書2通を作成し，県及び運営権者は記名押印し，それぞれ1通を所持

する。 

 

 

令和●年●月●日 

 

 

 所 在 地 宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号 

県 名 称 宮城県企業局 

 代 表 者 宮城県公営企業管理者 櫻井 雅之 ㊞ 

 

 

   

 所 在 地 宮城県仙台市青葉区立町27番21号 

運営権者 商号又は 株式会社みずむすびマネジメントみやぎ 

 名 称 

 代 表 者 代表取締役社長 酒井 雅史 ㊞ 
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改築に係る業務の対象及びその範囲 
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別紙9-2 【仙塩／阿武隈川下流／鳴瀬川／吉田川】流域下水道事業に係る年度実施協定 

 

 宮城県企業局（以下「県」という。）と株式会社みずむすびマネジメントみやぎ（以下「運営

権者」という。）とは，県と運営権者の間の令和●年●月●日付改築実施基本協定（以下「本基本

協定」という。）に基づき，令和●年度における運営権設定対象施設（県と運営権者の間の令和●

年●月●日付宮城県上工下水一体官民連携運営事業（みやぎ型管理運営方式）公共施設等運営権実

施契約書（以下「実施契約」という。）において定義された意味を有する。）の【仙塩／阿武隈

川下流／鳴瀬川／吉田川】流域下水道事業における改築に係る業務に関し，次のとおり協定（以

下「本年度実施協定」という。）を締結する。 

 

 （工事名，工事区分，完成期限，年度支出区分及び出来高，並びに改築費用） 

第1条 実施契約及び本基本協定に基づき令和●年度（以下「本事業年度」という。）において運営

権者が実施する改築に係る業務（以下「本改築業務」という。）の工事名，工事区分，完成期限，

年度支出区分及び出来高，並びに改築費用は，以下のとおりとする。 

 

工事名 
工事 

区分1 

完成 

期限 

年度支出区分及び出来高2 
改築 

費用3 
令和●年

度 

令和●年

度 

令和●年

度 

令和●年

度 

令和●年

度 

【 】 

工事 

  ●円 

●％ 

●円 

●％ 

●円 

●％ 

●円 

●％ 

●円 

●％ 
●円 

【 】 

工事 

  ●円 

●％ 

●円 

●％ 

●円 

●％ 

●円 

●％ 

●円 

●％ 
●円 

当該年度支出合計4 ― ●円 ― ― ― ― 

 

 （費用の支払） 

第2条 県は，実施契約に定めるところにより，本改築業務の実施に要する費用のうち県が支払うべ

き額を運営権者に支払うものとする。 

 

 （県による検査及び引渡し） 

第3条 運営権者は，本事業年度の末日までに，本改築業務に係る工事を完成し，実施契約第43条の

定めに従い県による完成検査を受けた上で，本改築業務に係る工事の目的物を県に引き渡すもの

とする。 

 

 （本年度実施協定の効力） 

第4条 本年度実施協定は，前条の規定による県による費用の支払が完了する日まで効力を有する。 

 

 （その他） 

                            
1 当該事業年度から新たに開始される工事の場合は「新規」と，前事業年度以前に開始された工事の場合は「継続」

と記載します。 
2 各事業年度につき，表に記載された工事が当該事業年度に実施されない場合は，「―」と記載します。 
3 各工事に係る改築費用の総額を記載します。 
4 年度実施協定の対象となる事業年度に係る各工事の改築費用の合計額を記載します。 
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第5条 本年度実施協定に定めのない事項については，実施契約に従う。 
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本年度実施協定を証するため，本書2通を作成し，県及び運営権者は記名押印し，それぞれ1通を

所持する。 

 

 

 

令和●年●月●日 

 

 

 所 在 地  宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号 

県 名 称 宮城県企業局 

 代 表 者 宮城県公営企業管理者 櫻井 雅之 ㊞ 

 

 

 住 所 又 は 宮城県仙台市青葉区立町27番21号 

 所 在 地 

運営権者 商 号 又 は 株式会社みずむすびマネジメントみやぎ 

 名 称 

 代 表 者 代表取締役社長 酒井 雅史 ㊞ 
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別紙9-3 料金期間上限金額の定期改定 

 

 本契約第39条第9項に定める，「別紙9-3に定める算定方法」は，以下のとおりとする。 

 

(1)  料金期間上限金額の改定は，流域下水道事業ごとに，以下の算出式に従って行うものとす

る（ただし，1円未満の端数が生じた場合，これを切り捨てる。）。 

 

【算出式】 

改定後の料金期間上限金額＝提案書類に記載された料金期間上限金額×変動指標 

 

 

(2)  前号の算出式における「変動指標」とは，以下の算出式によって算出される指標をいう。 

 

【算出式】 

変動指標＝直後に到来する定期改定実施年度の3年度前の事業年度1年間における物価指標（*）

の平均値÷令和2年度の事業年度1年間における物価指標（*）の平均値 

 

（*）「物価指標」とは，国土交通省が公表する建設工事費デフレータ―（下水道）をいう。 
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別紙10-1 当初長期水量見込 

 

 当初長期水量見込は，9個別事業ごとに，以下のとおりとする。 

（単位：千㎥／年） 

 

大
崎
広
域
水
道
用
水
供
給
事
業 

仙
南
・
仙
塩
広
域
水
道
用
水
供
給
事
業 

仙
塩
工
業
用
水
道
事
業 

仙
台
圏
工
業
用
水
道
事
業 

仙
台
北
部
工
業
用
水
道
事
業 

仙
塩
流
域
下
水
道
事
業 

阿
武
隈
川
下
流
流
域
下
水
道
事
業 

鳴
瀬
川
流
域
下
水
道
事
業 

吉
田
川
流
域
下
水
道
事
業 

令 和 4

年度 
27,010 80,702 10,012 14,961 7,486 39,452 31,956 2,526 10,957 

令 和 5

年度 
27,029 80,630 10,039 15,002 7,507 39,220 32,011 2,552 10,999 

令 和 6

年度 
26,919 80,118 10,012 14,961 7,486 39,071 32,088 2,577 11,027 

令 和 7

年度 
26,262 79,424 10,012 14,961 7,486 38,781 32,108 2,601 11,056 

令 和 8

年度 
26,116 79,023 10,012 14,961 7,486 38,650 32,065 2,624 11,083 

令 和 9

年度 
25,968 78,946 10,039 15,002 7,507 38,519 31,998 2,659 11,111 

令和10

年度 
25,787 78,548 10,012 14,961 7,486 38,350 31,936 2,687 11,137 

令和11

年度 
25,678 78,329 10,012 14,961 7,486 37,759 31,453 2,711 11,151 

令和12

年度 
24,981 77,137 10,012 14,961 7,486 37,759 31,453 2,735 11,151 

令和13

年度 
25,050 77,349 10,039 15,002 7,507 37,759 31,453 2,668 11,151 

令和14

年度 
24,981 77,137 10,012 14,961 7,486 37,759 31,453 2,668 11,151 

令和15

年度 
24,981 77,137 10,012 14,961 7,486 37,759 31,453 2,668 11,151 

令和16

年度 
24,981 77,137 10,012 14,961 7,486 36,587 30,502 2,534 11,144 
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令和17

年度 
23,859 75,016 10,039 15,002 7,507 36,587 30,502 2,534 11,144 

令和18

年度 
23,794 74,811 10,012 14,961 7,486 36,587 30,502 2,534 11,144 

令和19

年度 
23,794 74,811 10,012 14,961 7,486 36,587 30,502 2,534 11,144 

令和20

年度 
23,794 74,811 10,012 14,961 7,486 36,587 30,502 2,534 11,144 

令和21

年度 
23,859 75,016 10,039 15,002 7,507 35,225 29,409 2,365 11,077 

令和22

年度 
22,549 72,105 10,012 14,961 7,486 35,225 29,409 2,365 11,077 

令和23

年度 
22,549 72,105 10,012 14,961 7,486 35,225 29,409 2,365 11,077 
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別紙10-2 利用料金の計算方法 

 

1 利用料金の計算方法 

 9個別事業において，運営権者が月ごとに収受する利用料金（以下本別紙において「月次利用

料金」といい，月次利用料金が発生した月を「計算対象月」という。）は，9個別事業ごとに，

以下の算出式に基づいて算出されるものとする。なお，9個別事業ごとの月次利用料金の算出に

当たっては，まず，使用者ごとの月次利用料金を算出するものとし（ただし，1円未満の端数が

生じた場合，これを切り捨てる。），当該使用者ごとの月次利用料金を合計した額をもって，運

営権者が計算対象月に収受する月次利用料金とする。 

 

 

2 計算対象月の途中で本事業期間終了日が到来した場合における利用料金の計算方法 

 ある月の途中で本事業期間終了日が到来した場合，本事業期間終了日までの経過日数を基準と

した日割計算によって当該月の月次利用料金を算出するものとする。 

 

【算出式】 

（水道用水供給事業） 

月次利用料金＝月次運営権者収受額（＊1）×計算対象月の水量実績÷（月次水量見込（＊2）×

0.8） 

 

（工業用水道事業） 

月次利用料金＝月次運営権者収受額（＊1）×（計算対象月の基本水量（＊3）＋計算対象月の超

過水量（＊4））÷月次水量見込（＊2）－減免利用料金（＊5） 

 

（流域下水道事業） 

月次利用料金＝月次運営権者収受額（＊1）×計算対象月の水量実績÷月次水量見込（＊2） 

 

（＊1） 「月次運営権者収受額」とは，計算対象月において適用される月次運営権者収受額（既

に運営権者収受額の定期改定又は運営権者収受額の臨時改定がなされている場合には当

該改定後の月次運営権者収受額）をいう。 

（＊2） 「月次水量見込」とは，①初回料金期間においては，当該料金期間における当初長期水

量見込の合計を，県が指定する当該料金期間を構成する月数で除した数値をいい，②そ

の他の料金期間においては，料金期間ごとに県が運営権者に提示する当該料金期間にお

ける水量見込を，県が指定する当該料金期間を構成する月数で除した数値をいう（以下

本別紙において同じ。）。 

（＊3） 「基本水量」とは，宮城県公営企業設置条例別表第二 備考二に定める意味を有する（以

下本別紙において同じ。）。 

（＊4） 「超過水量」とは，宮城県公営企業設置条例別表第二 備考三に定める意味を有する（た

だし，同別表第二 備考四 イからハまでに掲げる要件のすべてを満たす日の超過水量は，0

㎥とする。）（以下本別紙において同じ。）。 

（＊5） 「減免利用料金」とは，計算対象月における給水の停止，公益上の理由等を考慮して，

県が合理的に算定した利用料金の免除額をいう（以下本別紙において同じ。）。 
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3 仙塩工業用水道事業及び仙台圏工業用水道事業に係る利用料金の計算方法の特則 

 仙塩工業用水道事業及び仙台圏工業用水道事業の間でのバックアップ対応（詳細は，要求水準

書において定める。）によって，仙塩工業用水道事業又は仙台圏工業用水道事業から，他方の工

業用水道事業の工業用水使用者に対して工業用水の供給が行われた場合，月次利用料金の算定に

おいては，当該バックアップ対応を受けた工業用水道事業の運営権設定対象施設より当該工業用

水利用者に対して工業用水の供給が行われたものとして，月次利用料金を算定するものとする。 

 

4 本契約第56条第1項第1号に定める運営権者収受額の臨時改定が実施された場合における利用料金

の計算方法の特則 

 本契約第56条第1項第1号の規定により運営権者収受額の臨時改定が実施された場合，第1項に

かかわらず，当該臨時改定の対象となった工業用水道事業における月次利用料金は，以下の算出

式に従って算出されるものとする。なお，本項に基づく月次利用料金の算出に当たっては，まず，

当該工業用水道事業に係る工業用水使用者ごとの月次利用料金を算出するものとし（ただし，1

円未満の端数が生じた場合，これを切り捨てる。），当該工業用水使用者ごとの月次利用料金を

合計した額をもって，運営権者が計算対象月に収受する当該工業用水道事業における月次利用料

金とする。 

 

 

5 水道用水供給事業における年度末調整に係る特則 

 各水道用水供給事業において，受水市町村ごとに，特定の事業年度（以下本項において「計算

対象事業年度」という。）の末日において，①計算対象事業年度における水量実績(a)が，計算対

象事業年度分の年間責任水量（宮城県公営企業設置条例別表第一 備考四に定める意味を有する。

以下同じ。）(b)を下回り（以下(a)及び(b)の差（(b)－(a)）を「不足水量」という。），かつ，②

減免対象水量（以下に定義する。）が不足水量を下回る場合，運営権者は，本契約第54条に定め

る利用料金として，計算対象事業年度の末月分の月次利用料金の支払期限までに，当該受水市町

村から，以下の算出式に従って算出される年度末調整金を受領するものとする（ただし，1円未

満の端数が生じた場合，これを切り捨てる。）。 

【算出式】 

月次利用料金＝改定対象費（＊1）÷計算対象月の総基本水量（＊2）×計算対象月の基本水量＋

その他運営権者収受額の構成項目（＊3）×（計算対象月の基本水量＋計算対象月の超過水量）÷

月次水量見込－減免利用料金 

 

（＊1） 「改定対象費」とは，計算対象月において適用される，改定の対象となった工業用水道事

業に係る月次運営権者収受額（既に運営権者収受額の定期改定又は運営権者収受額の臨時

改定がなされている場合には当該改定後の月次運営権者収受額をいう。（＊3）において

同じ。）のうち，別紙10-4第1項第2号に規定する改定対象費相当額をいう。 

（＊2） 「総基本水量」とは，改定の対象となった工業用水道事業における，工業用水使用者ごと

の基本水量の合計値をいう。 

（＊3） 「その他運営権者収受額の構成項目」とは，月次運営権者収受額から改定対象費を控除

した金額をいう。 
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【算出式】 

年度末調整金＝（不足水量－減免対象水量（＊1）） 

×年次運営権者収受額（＊2）÷（計算対象事業年度水量見込（＊3）×0.8） 

 

（＊1） 「減免対象水量」とは，計算対象事業年度における給水の停止，公益上の理由等を考慮

して，県が合理的に算定する水量（単位：㎥）をいう。 

（＊2） 「年次運営権者収受額」とは，計算対象事業年度において実際に適用された月次運営権者

収受額（既に運営権者収受額の定期改定又は運営権者収受額の臨時改定がなされていた場

合には当該改定後の月次運営権者収受額）の合計額をいう。 

（＊3） 「計算対象事業年度水量見込」とは，①計算対象事業年度が初回料金期間に属する場合に

おいては，計算対象事業年度の当初長期水量見込をいい，②計算対象事業年度が初回料金

期間以外の料金期間に属する場合においては，料金期間ごとに県が運営権者に提示する当

該料金期間における水量見込のうち，計算対象事業年度の水量見込をいう。 
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別紙10-3 運営権者収受額の定期改定（需要及び物価変動） 

 

 本契約第55条第2項第1号に定める，「別紙10-3に定める算定方法」は，以下のとおりとする。 

 なお，以下に掲げる運営権者収受額の改定は，9個別事業ごとに行う。 

 

(1)  本契約第55条第2項第1号に定める運営権者収受額の定期改定においては，月次運営権者収

受額の内訳のうち，需要変動費及び物価変動費（それぞれ，以下に定める運営権者収受額の

構成項目をいう。以下本別紙及び別紙10-4において同じ。）について，次号以下の規定により，

改定を行う。 

構成項目 需要変動費 物価変動費 

参照される物価指標 

（参照時点で暫定値のみが公表されている

場合，当該暫定値を参照する。） 

人件費 ― ○ 

宮城県が公表する名目賃金指数（宮城県，電

気・ガス・熱供給・水道業，30人以上）（以

下本別紙及び別紙10-4において「物価指標

①」という。） 

薬品費 ○ ○ 

日本銀行が公表する消費税を除く企業物価指

数（無機化学工業製品）（以下本別紙及び別

紙10-4において「物価指標②」という。） 

動力費 ○ ○ 

日本銀行が公表する消費税を除く企業物価指

数（電力・ガス・水道）（以下本別紙及び別

紙10-4において「物価指標③」という。） 

修繕費 ― ○ 

日本銀行が公表する消費税を除く企業向けサ

ービス価格指数（総平均）（以下本別紙及び

別紙10-4において「物価指標④」という。） 

保守点検費 ― ○ 
物価指標④ 

廃棄物処理費 ○ ○ 
物価指標④ 

償却費 ― ○ 

国土交通省が公表する建設工事費デフレータ

ー（税抜）（上・工業用水道）（以下本別紙

及び別紙10-4において「物価指標⑤」とい

う。） 

資産減耗費 ― ○ 
物価指標④ 

その他営業費用 ― ○ 
物価指標④ 

公租公課 ― ― ― 

事業報酬 ― ― ― 

 

(2)  月次運営権者収受額の改定は，9個別事業ごとに，以下の算出式に従って行うものとする

（ただし，1円未満の端数が生じた場合，これを切り捨てる。）。 

 

【算出式】 

改定後の月次運営権者収受額＝月次運営権者収受額×変動指標 
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(3)  前号の算出式における「変動指標」とは，以下の算出式によって算出される指標をいい，

また，以下の算出式における「費用構成割合」とは，9個別事業ごとに別紙3第3項に掲げる各

運営権者収受額の構成項目の金額を前提として計算される，当該事業に係る運営権者収受額

の合計額に占める各運営権者収受額の構成項目の金額の割合をいう。なお，以下の算出式に

おける運営権者収受額の構成項目の金額には，いずれも9個別事業ごとに別紙3第3項に掲げる

金額を用いるものとする。 

  

【算出式】 

変動指標＝（a×需要変動比率×物価変動比率）＋（b×物価変動比率）＋c 

 

上記算出式における各項目の内容は，以下のとおり。 

1) a＝薬品費，動力費及び廃棄物処理費の費用構成割合の合計値 

 

2) b＝人件費，修繕費，保守点検費，償却費，資産減耗費及びその他営業費用の費用

 構成割合の合計値 

 

3) c＝公租公課及び事業報酬の費用構成割合の合計値 

 

4) 需要変動比率＝ 

直後に到来する料金期間における水量見込 

÷当初長期水量見込のうち，直後に到来する料金期間に対応する部分の水量見込 

 

5) 物価変動比率＝ 

人件費の物価変動費の合計額に占める割合×（直後に到来する定期改定実施年度の

3年度前の事業年度1年間における物価指標①の平均値÷令和2年度の事業年度1年間

における物価指標①の平均値） 

＋薬品費の物価変動費の合計額に占める割合×（直後に到来する定期改定実施年度の

3年度前の事業年度1年間における物価指標②の平均値÷令和2年度の事業年度1年間

における物価指標②の平均値） 

＋動力費の物価変動費の合計額に占める割合×（直後に到来する定期改定実施年度の

3年度前の事業年度1年間における物価指標③の平均値÷令和2年度の事業年度1年間

における物価指標③の平均値） 

＋修繕費，保守点検費，廃棄物処理費，資産減耗費及びその他営業費用の物価変動費

の合計額に占める割合×（直後に到来する定期改定実施年度の3年度前の事業年度1

年間における物価指標④の平均値÷令和2年度の事業年度1年間における物価指標④

の平均値） 

＋償却費の物価変動費の合計額に占める割合×（直後に到来する定期改定実施年度の

3年度前の事業年度1年間における物価指標⑤の平均値÷令和2年度の事業年度1年間

における物価指標⑤の平均値） 
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別紙10-4 運営権者収受額の臨時改定 

 

1 工業用水道事業における運営権者収受額の臨時改定 

 

(1)  本契約第56条第1項第1号に定める，「別紙10-4第1項に定める場合」とは，各工業用水道事

業において，契約水量が変更された結果，実際の契約水量が，当初長期水量見込から工業用

水道事業ごとに，以下に定める割合（以下「需要割合」という。）を超えて変動した場合と

する。 

  仙塩工業用水道事業：4％ 

  仙台圏工業用水道事業：5％ 

  仙台北部工業用水道事業：5％ 

 

 なお，本契約第56条第1項第1号の規定による運営権者収受額の臨時改定後，実際の契約水

量と当初長期水量見込との差が需要割合以下となった場合，当該日の属する月の翌月の初日

以降，同号の規定による改定はなされなかったものとして，当該時点を基準として再計算さ

れた月次運営権者収受額が適用されるものとする。また，同号の規定による臨時改定が実施

された場合，同一料金期間中は，契約水量の変動を原因として再度同号の規定による臨時改

定は行わないが，同号の規定による臨時改定の実施後，実際の契約水量と当初長期水量見込

との差が需要割合以下となった後に，再度，実際の契約水量と当初長期水量見込との差が需

要割合を上回ることとなった場合は，同号の規定による臨時改定を行う。 

 

(2)  本契約第56条第1項第1号に定める，「別紙10-4第1項に定める算定方法」は，以下のとおり

とする。 

 なお，以下に定める運営権者収受額の臨時改定は，工業用水道事業ごとに行う。 

 

  本契約第56条第1項第1号に定める運営権者収受額の臨時改定においては，月次運営権者収

受額の内訳のうち，改定対象費（それぞれ，以下に定める運営権者収受額の構成項目をいう。

以下本別紙において同じ。）について，改定を行う。 

構成項目 改定対象費 

人件費 〇 

薬品費 ― 

動力費 ― 

修繕費 〇 

保守点検費 〇 

廃棄物処理費 ― 
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償却費 〇 

資産減耗費 〇 

その他営業費用 〇 

公租公課 ― 

事業報酬 ― 

 

  改定対象費の改定は，以下の算出式に従って行うものとする（ただし，1円未満の端数が生

じた場合，これを切り捨てる。）。 

 

【算出式】 

（著しく需要が減少した場合） 

臨時改定後の改定対象費＝臨時改定直前の改定対象費（＊）×（1－需要割合） 

 

（著しく需要が増加した場合） 

臨時改定後の改定対象費＝臨時改定直前の改定対象費（＊）×（1＋需要割合） 

 

（＊）「臨時改定直前の改定対象費」とは，臨時改定の実施日において適用される月次運営権者

収受額（既に運営権者収受額の定期改定又は運営権者収受額の臨時改定がなされている場

合には当該改定後の月次運営権者収受額）における改定対象費をいう。 

 

 

2 流域下水道事業における動力費の変動に基づく運営権者収受額の臨時改定 

 

(1)  本契約第56条第1項第2号に定める，「別紙10-4第2項に定める場合」とは，流域下水道事業

ごとに，改定検討日の属する月の3ヶ月前の月から遡った1年間における物価指標③の平均値

（以下本項において「実勢動力費水準」という。）が，直前の定期改定実施年度の3年度前の

事業年度1年間における物価指標③の平均値（初回料金期間中にあっては，令和2年度の事業

年度1年間における物価指標③の平均値とする。）（以下本項において「基準動力費水準」と

いう。）から17％（以下本項において「動力費割合」という。）を超えて変動した場合とす

る。 

 なお，本項において「改定検討日」とは，本契約第56条第1項第2号の規定に関して県又は

運営権者が発出した同項柱書の規定による通知を相手方が受領した日をいう。また，本契約

第56条第1項第2号に定める運営権者収受額の臨時改定は，流域下水道事業ごとに行う。 

 本契約第56条第1項第2号の規定による運営権者収受額の臨時改定の実施時以降のいずれか

の時点において，実勢動力費水準（ただし，「改定検討日」を当該時点と読み替えて適用す

る。以下本号において同じ。）と基準動力費水準の差が動力費割合以下となった場合，当該

時点の属する月の翌月の初日以降，同号の規定による改定はなされなかったものとして，当

該時点を基準として再計算された月次運営権者収受額が適用されるものとする。 
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 また，同号の規定による運営権者収受額の臨時改定が実施された場合，同一料金期間中

は，実勢動力費水準の変動を原因として再度同号の規定による運営権者収受額の臨時改定は

行わないが，同号の規定による運営権者収受額の臨時改定の実施後，①実勢動力費水準と基

準動力費水準との差が，直前の同号の規定による運営権者収受額の臨時改定時から大幅に拡

大若しくは縮小（ただし，動力費割合以下とならない範囲に限る。）した場合，又は②実勢

動力費水準と基準動力費水準との差が動力費割合以下となった後に，再度，実勢動力費水準

が基準動力費水準から動力費割合を超えて変動した場合，県及び運営権者は，相手方に対し

て，次号に規定する算出式に準じた運営権者収受額の臨時改定に関する協議を申し入れるこ

とができる。かかる申入れが行われた場合，県及び運営権者は，当該運営権者収受額の臨時

改定について誠実に協議を行う。 

 

(2)  本契約第56条第1項第2号に定める，「別紙10-4第2項に定める算定方法」は，以下のとおり

とする。 

 

 本契約第56条第1項第2号に定める運営権者収受額の臨時改定においては，月次運営権者収

受額の内訳のうち，動力費について，以下の算出式に基づき，改定を行う（ただし，1円未満

の端数が生じた場合，これを切り捨てる。）。 

 

【算出式】 

（著しく動力費が下落した場合） 

 臨時改定後の動力費＝臨時改定直前の動力費（＊） 

×【1－｛（（基準動力費水準－実勢動力費水準）÷基準動力費水準）－動力費割合｝】 

 

（著しく動力費が上昇した場合） 

 臨時改定後の動力費＝臨時改定直前の動力費（＊） 

×【1＋｛（（実勢動力費水準－基準動力費水準）÷基準動力費水準）－動力費割合｝】 

 

（＊）「臨時改定直前の動力費」とは，臨時改定の実施日において適用される月次運営権者収受

額（既に運営権者収受額の定期改定又は運営権者収受額の臨時改定がなされている場合に

は当該改定後の月次運営権者収受額）における動力費をいう。 

 

 

3 著しい物価変動に基づく運営権者収受額の臨時改定 

 

(1)  本契約第56条第1項第3号に定める，「別紙10-4第3項に定める場合」とは，水道用水供給事

業，工業用水道事業及び流域下水道事業ごとに，以下の算出式に従って算出される改定検討

日（本契約第56条第1項第3号の規定に関して県又は運営権者が発出した同項柱書の規定によ

る通知を相手方が受領した日をいう。以下同じ。）における「物価変動比率（臨時改定）」

（負の数値である場合は同一の数の正の数値とみなす。以下同じ。）が，水道用水供給事業，

工業用水道事業及び流域下水道事業ごとに以下に定める割合（以下本項において「物価割合」

という。）を超えて変動した場合とする。なお，以下の算出式における運営権者収受額の構

成項目の金額には，いずれも9個別事業ごとに別紙3第3項に掲げる金額を用いるものとする。 
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  水道用水供給事業：5％ 

  工業用水道事業：4％ 

  流域下水道事業：4％ 

 

【算出式】 

物価変動比率（臨時改定）＝ 

人件費の物価変動費の合計額に占める割合×（検討対象期間（＊1）の物価指標①の平均値÷

基準期間（＊2）における物価指標①の平均値） 

＋薬品費の物価変動費の合計額に占める割合×（検討対象期間（＊1）の物価指標②の平均値÷

基準期間（＊2）における物価指標②の平均値） 

＋動力費の物価変動費の合計額に占める割合×（検討対象期間（＊1）の物価指標③の平均値÷

基準期間（＊2）における物価指標③の平均値） 

＋修繕費，保守点検費，廃棄物処理費，資産減耗費及びその他営業費用の物価変動費の合計額に

占める割合×（検討対象期間（＊1）の物価指標④の平均値÷基準期間（＊2）における物価指

標④の平均値） 

＋償却費の物価変動費の合計額に占める割合×（検討対象期間（＊1）の物価指標⑤の平均値÷

基準期間（＊2）における物価指標⑤の平均値） 

 

（＊1） 「検討対象期間」とは，改定検討日の属する月の3ヶ月前の月から遡って1年間をいう。 

（＊2） 「基準期間」とは，本契約第56条第1項第3号の規定による運営権者収受額の臨時改定を

実施する料金期間の初日が属する事業年度の3年度前の事業年度1年間（ただし，当該運

営権者収受額の臨時改定を実施する料金期間が初回料金期間である場合には，令和2年度

の事業年度1年間）をいう。 

 

 なお，本項の規定による運営権者収受額の臨時改定の実施時以降のいずれかの時点におい

て，上記算出式に従って（ただし，「改定検討日」を当該時点と読み替えて適用する。）算

出される物価変動比率（臨時改定）が物価割合以下となった場合，当該時点（以下「臨時改

定効力終了時」という。）が属する月の翌月の初日以降，本契約第56条第1項第3号の規定に

よる改定がなされないものとして，当該時点を基準として再計算された月次運営権者収受額

が適用されるものとする。なお，その後同一料金期間中に再度本契約第56条第1項第3号の規

定による運営権者収受額の臨時改定を実施することは妨げられない。 

 

(2)  本契約第56条第1項第3号に定める，「別紙10-4第3項に定める算定方法」は，以下のとおり

とする。 

 

 本契約第56条第1項第3号に定める運営権者収受額の臨時改定においては，9個別事業ごとに，

月次運営権者収受額の内訳のうち，物価変動費について，以下の算出式に基づき，改定を行

う（ただし，1円未満の端数が生じた場合，これを切り捨てる。）。 

 

【算出式】 

（著しく物価が下落した場合） 
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臨時改定後の物価変動費の合計額＝基準物価変動費（＊）の合計額 

×｛1－（1－物価変動比率（臨時改定）－物価割合）｝ 

（著しく物価が上昇した場合） 

臨時改定後の物価変動費の合計額＝基準物価変動費（＊）の合計額 

×｛1＋（物価変動比率（臨時改定）－1－物価割合）｝ 

 

（＊）「基準物価変動費」とは，臨時改定の実施日において適用される月次運営権者収受額（既

に運営権者収受額の定期改定又は運営権者収受額の臨時改定がなされている場合には当該

改定後の月次運営権者収受額）における物価変動費をいう。 

 

(3)  本契約第56条第1項第3号に定める，「別紙10-4第3項に定める方法」は，以下のとおりとす

る。 

 第1号の規定による運営権者収受額の臨時改定の実施時以降，料金期間の満了時又は臨時改

定効力終了時のいずれか早い日までに到来する毎月1日を効力発生日（以下本号において「効

力発生日」という。）として，物価変動費の合計額の調整を行う。かかる場合，以下に定め

る読替えを行って適用する前二号の算出式によって算出された物価変動費の合計額を，効力

発生日以降に適用される物価変動費の合計額とする。 

 「改定検討日」：「効力発生日」と読み替える。 

 「臨時改定後の物価変動費の合計額」：「効力発生日以降適用される物価変動費の合計額」

と読み替える。 

 「基準物価変動費」：「効力発生日において適用される月次運営権者収受額（既に運営権者

収受額の定期改定又は運営権者収受額の臨時改定（本項によるものを除く。）がなされてい

る場合には当該改定後の月次運営権者収受額）における物価変動費」と読み替える。 

 



 

 

117 

別紙11 利用料金収受代行業務委託契約 

 

業 務 委 託 契 約 書 

 

1  業務の名称 宮城県上工下水一体官民連携運営事業における利用料金収受代行業務 

2  業務の場所 宮城県内 

3  契約金額 別紙委託料算定表に記載する金額 

4  履行期間 令和●年●月●日から令和●年●月●日まで 

 

 

 上記業務委託について，株式会社みずむすびマネジメントみやぎを委託者とし，宮城県企業

局を受託者として，次の条項により契約を締結し，信義に従って誠実にこれを履行するものと

する。なお，委託者と受託者の間の令和●年●月●日付宮城県上工下水一体官民連携運営事業

（みやぎ型管理運営方式）公共施設等運営権実施契約書（以下「実施契約」という。）におい

て定義されている用語は，この契約において別段の定めがない限り，文脈上別意に解すべきも

のを除き，この契約においても同じ意味を有するものとする。 

 

 

令和●年●月●日 

 
 住 所 又 は 宮城県仙台市青葉区立町27番21号 

 所 在 地 

委託者 商 号 又 は 株式会社みずむすびマネジメントみやぎ 

 名 称 

 代 表 者 代表取締役社長 酒井 雅史  ㊞ 

 

 

 所 在 地 宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号 

受託者 名 称 宮城県企業局 

 代 表 者 宮城県公営企業管理者 櫻井 雅之  ㊞ 
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条 項 

 （業務委託） 

第1条 委託者は，受託者に以下の業務（以下「委託業務」という。）を委託し，受託者は委託業務

を受託する。 

(1)  収納業務 

  口座振替業務 

  納付業務 

  還付業務 

(2)  滞納整理業務 

  催促等案内業務 

  未納徴収業務（ただし，未納徴収業務の対象からは，①委託者自らが滞納整理を行った方が

合理的であると判断したもの，②破産，競売等の事件に至った使用者に関するもの及び③受託

者が徴収困難と判断し，利用料金の徴収を停止したものを除く。） 

(3)  前各号の業務に附帯する業務 

 

 （委託料） 

第2条 委託者は，受託者に対し，委託業務の対価として，別紙「委託料算定表」に基づき算出され

る金額（以下「委託料」という。）を別紙「委託料算定表」に従って支払う。 

 

 （再委託） 

第3条 受託者は，委託業務の処理を第三者（以下「再委託先等」という。）に委託し，又は請け負

わせることができる。この場合，受託者は，当該再委託先等への委託又は請負に関する契約の締

結後速やかに，当該契約を締結した旨及び契約の相手方を委託者に通知する。 

 

 （管理義務） 

第4条 受託者は，委託業務の着手から完了にいたるまで，委託業務全体の管理及び使用人等の行為

について，すべての責任を負わなければならない。 

2  受託者は，委託業務を再委託した場合，再委託先等を指導及び監督する。 

 

 （法令等の遵守） 

第5条 委託業務の実施に当たっては，宮城県個人情報保護条例（平成8年宮城県条例第27号），宮城

県公営企業の設置等に関する条例（昭和49年宮城県条例第8号）その他関連する法令等を遵守し，

使用者及びその関係者の情報及びデータの保護に最善の努力を払わなければならない。 

 

 （届出書等の処理） 

第6条 受託者は，委託業務において，使用者等から受理した届出書及び申請書等（以下「届出書等」

という。）を保管するものとする。受託者は，委託者が求めた場合には，速やかに届出書等を委

託者に開示しなければならない。 
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 （委託業務に関する調査等） 

第7条 委託者は，必要に応じ，委託業務の処理状況について調査し，又は受託者に対して報告を求

めることができる。 

 

 （収受した利用料金の支払） 

第8条 受託者は，委託者に対し，各月において使用者から収受した料金等及び利用料金の合計額の

うち，利用料金相当額（ただし，使用者から料金等及び利用料金の合計額全額を収受することが

できなかった場合には，①当該使用者から実際に収受できた金額から，②当該実際に収受できた

金額に県収受割合（月ごとに，当該月において収受される予定であった料金等の額を，当該月に

おいて収受される予定であった料金等及び利用料金の合計額で除して得た割合をいう。）を乗じ

た金額を差し引いた金額）を，使用者が受託者に対し支払った利用料金が受託者の指定する銀行

口座に着金した日の属する月の翌月の末日（ただし，料金等及び利用料金の支払期限が月末であ

り，かつ土曜日，日曜日又は祝日その他銀行の休日であることにより，当該銀行口座に料金等及

び利用料金が着金した日が，本来着金すべき月の翌月となる場合には，当該月の末日）までに，

委託者の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。ただし，利用料金が実施契約に基づき

要求水準違反違約金又は契約解除違約金に充当された場合には，当該充当された額を減じた額が

支払われるものとする。 

 

 （委託業務の変更） 

第9条 受託者及び委託者は，必要があると認めるときは，委託者と受託者の間で協議のうえ，委託

業務の内容を変更し，又は委託業務を一時中止させる若しくは中止することができる。この場合

において，委託料又は履行期間を変更する必要があると認めるときは，かかる協議においてこれ

を定めるものとする。 

 

 （履行期間の延長） 

第10条 履行期間は，実施契約に規定する本事業期間が延長された場合には，当該本事業期間の末

日まで当然に延長されるものとする。 

 

 （損害の負担） 

第11条 受託者は，委託業務の実施上発生した事故に関する損害（第三者に及ぼした損害を含む。）

については，自己の責任において処理（当該損害の賠償を含む。）しなければならない。ただし，

その損害が，委託者の責に帰する事由に起因する場合においては，この限りでない。 

2  受託者は，事故による損害が発生したときは，直ちに書面により事故による損害の発生を委託

者に通知しなければならない。 

3  受託者は，委託業務の実施に当たって使用する物品等について，故意又は過失によって生じた

と認められる故障，損傷又は紛失により委託者に損害を与えたときは，当該損害を賠償しなけれ

ばならない。この場合，前項の定めを準用する。 

 

 （費用の負担） 

第12条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は，受託者の負担とする。 
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 （業務調整会議） 

第13条 委託者及び受託者は，必要と認めるときは，相手方に対し，業務調整会議の開催を求める

ことができる。 

 

 （機密保持） 

第14条 委託者及び受託者は，委託業務の実施において知り得た使用者等についての情報（以下

「個人情報」という。）を他に漏らしてはならない。この契約が満了し，又は解除された後も同

様とする。 

2  委託者及び受託者は，委託業務を実施する上で取得又は保有した個人情報の漏洩を防止するた

め，次の各号の定めるところにより保護措置をとらなければならない。 

(1)  個人情報を取扱う者を必要最低限のものに限定し，及びアクセス制限等により他の者がそ

の情報に触れることができないよう措置し，並びに取扱う業務責任者等に対し，情報の適正

な取扱いをするよう指導しなければならない。 

(2)  委託業務に係る個人情報のデータ管理等について，その保管場所，方法等について万全の注

意を払わなければならない。 

(3)  委託業務の実施において不要となった一切の個人情報は，受託者が自己の責任において処分

しなければならない。 

 

 （個人情報の保護） 

第15条 委託者及び受託者は，委託業務の実施に伴い個人情報を取り扱うときは，個人の権利利益

を侵害することのないよう努めるとともに，細心の注意をもって個人情報の保護及び管理にあた

らなければならない。 

 

 （天災その他） 

第16条 受託者は，実施契約に定める不可抗力により，委託業務を続行することができなくなった

ときは，その状況のやむまでの間，委託業務の提供を停止し，委託業務提供に関するこの契約上

の義務を一切免れるものとする。 

2  前項の規定により，委託業務の一部が停止されたときも，委託者は出来高に応じて所定の委託

料を支払うものとする。委託業務の全部が停止した場合の業務停止期間中の委託料については，

委託者と受託者とが協議の上，定めるものとする。 

 

 （契約の終了） 

第17条 実施契約が終了した場合，この契約は当然に終了する。 

2  前項の規定によりこの契約が終了した場合，受託者は，委託者に対し，この契約の終了時点に

おいて受託者の指定する銀行口座に着金済であり，かつ委託者に対し未払の利用料金相当額を，

第8条に従って支払う。 

3  この契約の終了時点までに受託者の指定する銀行口座に着金していない利用料金（実施契約が

解除され，又は終了した日までに発生した利用料金を含む。）の収受代行その他の回収方法につい
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ては，委託者及び受託者の協議により定める。 

 

 （権利義務の譲渡等） 

第18条 受託者及び委託者は，この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させ

若しくは担保に供してはならない。 

 

 （管轄裁判所） 

第19条 この契約に関連して発生したすべての紛争は，仙台地方裁判所を第一審の専属的合意管轄

裁判所とする。 

 

 （協議） 

第20条 この契約の定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項について

は，委託者と受託者とが協議の上，定めるものとする。 

 

 （規則等の遵守） 

第21条 この契約書に定めるもののほか契約の履行にあたっては，実施契約及び宮城県公営企業の

設置等に関する条例（昭和49年宮城県条例第8号）を遵守しなければならない。 



 

 

122 

（別紙） 

 
委託料算定表 

 

1  委託料の算定方法 

(1)  算定期間 

毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を1事業年度として算定する。 

(2)  委託料 

9個別事業ごとに，1事業年度当たり以下に定める金額（いずれも消費税の額及び地方消費税の

額を含まない金額とする。）とし，9個別事業全体で1事業年度当たり，合計288,000円（消費

税の額及び地方消費税の額を含まない。）とする。 

  大崎広域水道用水供給事業 ：32,000円 

  仙南・仙塩広域水道用水供給事業 ：32,000円 

  仙塩工業用水道事業 ：32,000円 

  仙台圏工業用水道事業 ：32,000円 

  仙台北部工業用水道事業 ：32,000円 

  仙塩流域下水道事業 ：32,000円 

  阿武隈川下流流域下水道事業 ：32,000円 

  鳴瀬川流域下水道事業 ：32,000円 

  吉田川流域下水道事業 ：32,000円 

 

2  委託料の支払手続 

 委託者は，毎年3月31日までに，当該事業年度に係る委託料の合計金額を，県が指定する方法によ

り一括して支払うものとする。 
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別紙12 契約解除違約金の額 

 

 本契約第95条第2項及び第97条第2項に定める「別紙12に定める額」は，解除又は終了の対象とな

った9個別事業ごとに，以下に定める金額とする。 

 

 解除又は終了の対象となった9個別事業 契約解除違約金 

(1)  大崎広域水道用水供給事業 金4,000万円 

(2)  仙南・仙塩広域水道用水供給事業 金9,000万円 

(3)  仙塩工業用水道事業 金1,000万円 

(4)  仙台圏工業用水道事業 金1,000万円 

(5)  仙台北部工業用水道事業 金1,000万円 

(6)  仙塩流域下水道事業 金4,000万円 

(7)  阿武隈川下流流域下水道事業 金5,000万円 

(8)  鳴瀬川流域下水道事業 金2,000万円 

(9)  吉田川流域下水道事業 金3,000万円 

 

 

 


